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午前１０時３２分開会 

○池田分科会長 皆様おはようございます。ただいまから予算・決算特別委員会文教福祉

分科会を開会いたします。以降、着座にて進行させていただきます。 

 本日の調査に入る前に、１点ご確認をさせていただきます。昨日の子ども部所管分の調

査事項について、総括質疑において論議することがなかったということで、事項はなしで

よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。ありがとうございます。本日は一般会計の歳入及び歳出のうち、

保健福祉部所管分の調査を行います。 

 歳出は、３款保健福祉部の項の１、保健福祉管理費、２、高齢者・障害者費、３、生活

保護費、４、健康衛生費です。また、９款の諸支出金のうち項１、他会計繰出金、２、財

産積立金のうち保健福祉部所管分を調査いたします。 

 一般会計の調査終了後、特別会計の歳入及び歳出についても調査をいたします。特別会

計は国民健康保険事業会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の３会計です。 

 調査方法について、改めて確認いたします。 

 調査の冒頭で令和６年度決算の特徴や成果などの説明を受けた後、個別の事業に関しま

しては、事前に配付いたしました決算関係資料などをもって代えることといたします。特

に説明を要する場合のみ、「目」の冒頭で説明をお願いいたします。 

 原則として「目」ごとに質疑を受けますが、事項が少ない科目については「項」でまと

めて質疑を受けます。 

 調査時間は、本日もおおむね午後５時までを目途といたします。説明、質疑、答弁、い

ずれも簡潔になるよう、皆様のご協力をお願いいたします。 

 それでは調査に入ります。保健福祉費の調査です。 

 まず、令和６年度決算の特徴や成果などの説明をお願いいたします。 

○清水保健福祉部長 第３款、保健福祉費でございます。８６億４ ,７００万余の予算を

当初計上いたした後、３回にわたりまして補正予算にて３億４ ,１００万余の額を追加計

上させていただきました。また執行中、幾つかの事業におきましては、やむを得ず流用に

て対応させていただいたところでございます。この結果、９１億７ ,６００万余の予算現

額に対しまして、令和５年度とほぼ同等、８５.２１％の執行率となってございます。 

 本日の決算審査を通じまして、保健福祉行政の現場における職員の努力や様々な苦労、

苦悩につきましても、ご理解をいただく機会となれば幸いに存じております。ご審査のほ

ど、よろしくお願い申し上げます。 

○池田分科会長 説明が終わりました。それでは、項の１、保健福祉管理費の目の１、保

健福祉総務費から調査を進めます。決算参考書１６０ページから１６５ページです。 

 執行機関から説明を要する事項はありますか。 

○岡福祉総務課長 私のほうから、風ぐるまと地域福祉計画の推進についてご説明をさせ

ていただきます。 

 まず、風ぐるまにつきまして、主要施策の成果４３ページになります。決算参考書は１

６０ページとなります。 

 令和６年度の新たな取組としまして、脱炭素社会の実現の観点から電気自動車を１台導



令和 7年10月 2日 予算・決算特別委員会 文教福祉分科会（未定稿） 

 ２ 

入し、新規の２ルートで週５日程度の実証運行を開始したところでございます。今年度も

この実証運行を継続しておりまして、さらに今年度、風ぐるまの利用実態調査であったり

とか、今後の風ぐるまの在り方に関する研究を行っているところでございまして、こうし

た取組を通じて今後の事業方針の検討を進めていきたいというふうに考えております。 

 令和６年度の予算額は２億３,７１８万６,０００円、決算額は２億２,２６２万円となっ

ており、執行率は９３.９％となっております。 

 次に、地域福祉計画の推進について、主要施策の成果では４５ページとなっております。

決算参考書では１６２ページでございます。 

 こちらも、令和６年度の新たな取組としまして、社会福祉協議会と連携しまして、複合

的な課題を抱える区民の方々に対しまして身近な生活圏域の中で、多機関協働の中で支援

を行うコミュニティソーシャルワーカー、ＣＳＷの事業を開始したところでございまして、

こちらはアキバ分室に配置して、個別ケースへの支援であったりとか地域別の相談会、あ

るいは各分野のコーディネーターとの連絡会の開催などを行ったところでございます。今

年度も引き続きＣＳＷを活用した支援を継続しているところでございます。 

 令和６年度の予算額は１,７５５万９,０００円、決算額は１,６９３万２,０００円となっ

ておりまして、執行率は９６.４％というふうになっております。 

 私からは以上でございます。 

○前畠生活支援課長 私から決算参考書１６４ページ、２４番の千代田区低所得世帯に対

する価格高騰特別支援給付金につきまして、主要施策の成果４６ページを補足してご説明

させていただきます。事務事業概要は９５、９６ページでございます。 

 本事業は、物価高騰による家計への影響が特に大きい低所得世帯等に対し、臨時で給付

金を支給するもので、昨年度途中に実施を決定し、補正予算、予備費の充当により実施を

したものでございます。令和６年度は二つの給付金を実施し、それぞれ子育て世代につい

ては加算給付も行いました。 

 給付金の決算額が２億３,５０６万円、執行率８８％、事務費の決算額が２,７９２万円、

執行率６８.７％となっております。また、追加支給分につきましては、受付期間が年度

をまたぐ形となりましたので、一部を令和７年度へ繰越しております。 

 ご説明は以上でございます。 

○池田分科会長 はい。以上ですね。はい。説明が終わりました。この目の１、保健福祉

総務費は事業が多いので、ページごとに区切って質疑を受けたいと思います。 

 まずは１６０ページから１６１ページ、１の民生・児童委員の活動支援から８の行旅病

人及び行旅死亡人取扱について、委員からの質疑を受けます。 

○白川委員 ＥＶバスについて、風ぐるまについて、お伺いいたします。 

 ＥＶバスを新規導入するということですが、前に中国のメーカーのものを購入したかと

思うんですが、今回はどういった方針でしょうか。 

○岡福祉総務課長。昨年度購入いたしましたＥＶバスで実証運行を実施しておりまして、

継続的に令和７年度も実証という形で継続しておりますので、今年度、この検討を経て、

来年度、本格稼働とするのか、それとももう使わない形、新たなルートを模索する形を取

るのかというところを今後検討していきたいというふうなところでございます。 

○白川委員 ありがとうございます。ＢＹＤに関しましては、最近、今年の初めぐらいで
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すかね、隠れ負債というのが出まして、中のほうで負債を、何というんですかね、関連会

社に回して隠すと。それで６兆６,０００億円というとんでもない負債を抱えていまして、

とても健全な会社とは言えないんですね。もし今後ＥＶバスを増やすということがあれば、

ぜひ健全な会社から購入することを検討していただければと思います。いかがでしょうか。 

○岡福祉総務課長 ご指摘ありがとうございます。昨年度、北九州のＥＶモータースなど

のご提案も頂いておりましたけれども、国産のＥＶ車両みたいなのも視野に入れて検討を

進めていきたいというふうに思っておりますけれども、電気自動車はやはり費用であった

りとか、あるいは車両の種類ですね、今回は中国のものを使ってというところがありまし

たけれども、そういった選択肢の部分なども考慮は必要だというふうに考えておりますの

で、ＥＶを進めていくべきかどうか、現行車両でやっていくべきだとか、あるいは第三の

道を模索していくべきかどうか、そういったところを今後検討してまいりたいというふう

に思います。 

○池田分科会長 関連ですか。はい。関連、牛尾委員。 

○牛尾委員 はい。風ぐるまですけれども、運転士不足が今後さらに深刻化されるという

ことが成果にも書いてあります。今、大体、この中の人件費の割合はどのぐらいなんです

か、予算の中の。 

○岡福祉総務課長 人件費を金額で申しますと、乗合便につきまして、すみません、すぐ

答えられますので、ちょっと一瞬だけ休憩いただいてよろしいですか。すみません。 

○池田分科会長 はい。一旦休憩します。 

午前１０時４２分休憩 

午前１０時４４分再開 

○池田分科会長 分科会を再開いたします。 

 答弁お願いいたします。福祉総務課長。 

○岡福祉総務課長 申し訳ありません。人件費もまとめた全体の金額という形でのお答え

になって恐縮なんですけれども、乗合便の運行補助としまして１億５ ,４８６万２,７００

円という形で計上しているところでございます。 

○池田分科会長 牛尾委員。 

○牛尾委員 かなりの部分が人件費ということですよね。やはり運転士不足となると、こ

れはもう風ぐるまだけじゃなくって、ほかの都バスもそうだし、都バスも減便するという

ニュースが流れていますよね。そうなると、やはり今の人件費で十分なのかという話もあ

ります。運転士不足の解消のために区として、もちろん日立交通さんの努力があるんだろ

うけれど、区としてどのように財政的にも、あとは一緒になって探すにも、どういうふう

にしてこれを守っていこうと思っていらっしゃるか。いかがですか。 

○岡福祉総務課長 人件費の単価を上げるというところを日立のほうとも話をしていると

ころでございまして、令和６年度から年間７％の増の賃上げという形でやっております。 

 プラス、令和６年度にして２０２４年問題ですね、法律の施行によって適正な運行時間

の確保というところ、運転手の休養時間の確保というところが義務としてスタートいたし

ましたので、日立さんのほうではベースアップを、大幅なベースアップというのも併せて

行っているところでございます。こういった形の取組を通じまして、都営バスとの間での

賃金の不均衡、都営バスに人が流れてしまうといった問題もありますので、そこの点とい
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うのを、ちょっと長期間かけてではあるんですけれども、人件費の確保によって対応して

いきたい、そういった考えで進めております。 

○牛尾委員 今は二種免許ですよね、当然。二種免許を持っていらっしゃる方だけを探す

というのも限界があると思うんですよね。例えば、新たに二種免許を取りたいとか、そう

いった補助というのはやっていらっしゃるんですか。 

○岡福祉総務課長 今の時点ですと、やはり福祉部署のほうの弱みといいますか、そこま

でのこと、運転手に対する補助というところまでは至れていないところですので、まさに

そこの点は重要な部分だと思いますので、業界動向を見て、どういった対応の取組が取れ

るかというのは、全体の検討の中で一つ、考えていきたいというふうに思います。 

○池田分科会長 はい。関連で、おのでら委員。 

○おのでら委員 私も牛尾委員と同じ指摘をしたいなと思っていたんですけども。人件費

が物すごく、この令和６年度で上がってしまったということで、これは前年の日立交通さ

んが、例えばベースアップであったりとか、そういった待遇改善したものが次の年にすぐ

に反映されるものだという理解でよろしいんでしょうか。 

○岡福祉総務課長 同年に同じタイミングで、こちらのほう、日立事業者さんに車両であ

ったり、そういった所有権を渡して運行していただく形を取っておりますので、そちらに

かかった費用というのを、同年、補助としてやっております。ベースアップがあった年に、

同時に補助しているところでございます。 

○おのでら委員 バス業界に限らず、どこでも今は物価高騰とかインフレとかがあって、

ベースアップというのはあると思うんですね。ですので、今後もまた何％ずつ上がってい

くものだと思うんですね。 

 一般質問でやらせていただいたんですけども、今の令和６年の時点で１日当たり５８０

人が利用されていると。その人数でこの決算額を割り込むと、１人当たり１ ,０００円か

かってしまっている。来年以降も、ベースアップとかで、どんどんそれが反映されていく

と、１,１００円、１,２００円と、どんどん上がっていってしまうと思うんですね。一方

で、利用料は１００円で据置きとなっている。この利用料については、このまま据置きと

いうお考えでしょうか。 

○岡福祉総務課長 全体の検討を今年度行っているところですので、一概に、恐らく１回

１００円の利用料はすごく乗りやすいものとしてあります。そこはやはりメリットとして、

非常に重要な部分だろうとも思っております。ただ、とはいえ、今ご指摘いただいたよう

な、１人当たりの金額というのが高まっているという状況がありますので、ちょっといろ

いろな選択肢を考えながら、ここも一つ、検討していきたいというふうに考えております。 

○おのでら委員 はい。あとは、１人当たりのコストがどれくらいかかっているのかとい

うのを見る上で、その５８０人というのが増えていけば、たとえ運転手の経費が上がった

としても１,０００円から下がるかもしれないというところはあると思うんですけども。

利用者を増やすとか、そういった試みというのは何かされているんでしょうか。 

○岡福祉総務課長 そうですね、周知といいますか、そういった利用のご案内というのは、

いろいろな施設であったりとかホームページ等、ＳＮＳ等の手段を通して周知を行ってい

て、利用者様により使っていただきやすいような環境を整えているというところと、今年

度は利用実態の調査を行っていきまして、そこでは利用者だけでなくて、今利用していな
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い方、あるいは利用をやめてしまった方にも、どういった課題があったかというところを

調査しているところでございまして、ちょっとそこで得られた意見を基に、今後、周知で

あったり、利用者がより利用しやすい風ぐるまにしていくような見直しというのを考えて

いきたいなというふうに思っております。 

○おのでら委員 白川委員の質問にありましたＥＶバスですね、これは少し大きくて、乗

りやすくて静かであると。そういったところで利用者の利便性というか、満足度というの

は上がるのかなと思うんですけど、その辺りのお声というのは区に届いているでしょうか。 

○岡福祉総務課長 もちろん頂いております。一方で、車体がでかいという問題も、それ

はそれで一方ありますので、ちょっと両方を見ながらかなというふうに思っております。 

○池田分科会長 はい。えごし委員。 

○えごし委員 風ぐるまの関連で、先ほどアンケート調査とか、またしていくという話も

ありました。事務事業概要では、令和６年度、車両にセンサーも搭載して利用人数もとい

う話もありましたけれども、このセンサーと利用人数の計測で大体どのぐらいかかってい

るのか、教えていただいてもよろしいですか。 

○岡福祉総務課長 センサーの導入に３００万円かけているところです。そこの運用は全

体の中で見ている部分ですので、ちょっとそれだけを切り出していく形にはならないです

が、それほど大きな額がこのランニングでかかっているというところではないです。昨年

度は３００万円かかりましたというところでございます。 

○えごし委員 計測も含めて３００万ぐらいだということですかね。 

 利用人数の計測ということでしたけれども、そういうセンサーもつけていただいている

のであれば、例えばどこからどこまでの利用者だとか、また多分、時間帯とか、そういう

ところもデータに入っているんでしょうか。 

○岡福祉総務課長 まさにその点を調べたいというふうに思っておりますので、今年度の

調査、アンケート調査などもありますけれども、センサーの記録なども確認しながら、失

礼しました、時間帯などの確認もできますので、そこの点も一緒に調査していきたいとい

うふうに思っております。 

○えごし委員 直接利用者にお話を聞くというのも大事ですし、また、しっかりセンサー

をつけているのであれば、もっと効果的なデータが取れるセンサーをつけたりとか、また

そういうのも含めて。でも、今はそういうのも取れるんでしたか。取れるんですよね、取

っていただいているんですよね。じゃあ、そのデータをまたしっかりと考慮してやってい

ただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい。分かりました。 

○岡福祉総務課長 しっかりと研究してまいります。 

○池田分科会長 はい。おのでら委員。 

○おのでら委員 伺いたかったのを、すみません、一つ忘れていたんですけど。運転手の

年齢、平均年齢がどれくらいか、把握していらっしゃいますか。 

○岡福祉総務課長 結構入れ替わりが、やはりありまして。具体的に何歳の方というのは

取っていることではありません。ただ、やはりご高齢の方が多いというのも、これはこれ

で現状の一つとしてありますので、ちょっと運転手確保のためにどういった対応ができる

かというのは、先ほど牛尾委員からもご提案いただきましたけれども、しっかりと考えて

いきたいなというふうに思っております。 
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○おのでら委員 ぜひ運転手の平均年齢を見ていただきたいなと思っています。タクシー

業界でも結構高齢化が進んでいて、事故が増えているですとか、あるいは都営バスはどう

なのかというところはあると思います。ちょっとそれを比較していただければと思います。 

 風ぐるまの事故の件数なんですけども、減便とかもあるとは思うんですが、これが増え

ている傾向とか、そういうのはあるんでしょうか。 

○岡福祉総務課長 すみません、手元で何件というところが、今なくて、恐縮なんですけ

れども、増えているといった形の報告というのは、日立のほうからは受けておりません。

ゼロでは全くなくて、お声には上がっているところかと思うんですけれども、特にそれが、

例えば去年、見直しを行って、さらに増えたというような形にはなっておりません。 

○おのでら委員 ＥＶバスは、先ほど車体が大きいという話があった、やっぱりそうする

と事故になりやすいと思うんですけど、そこも問題ないということでよろしいですか。 

○岡福祉総務課長 車体の点について何か、例えばこすってしまったりとか、そういった

ところの報告は受けてはおりません。ただ、昨年ご報告させていただいたように、車両そ

のものの事故といいますか、ドア、ハンドルの部分がという話はありましたので、ちょっ

とその辺はしっかり考慮していかないといけないだろうなというふうに思っております。 

○池田分科会長 はい。風ぐるま、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。 

 ほかの項目をどうぞ。 

○牛尾委員 一つ戻って、３番の応急資金貸付についてお伺いします。執行率が３割程度

ということで、事務事業概要の５５ページを見てみますと、令和４年、５年、６年度とい

うことで、件数が極端に減っているんですね。物価高の中、なかなか、これだけの件数が

減るというのはどうしてなのかなと思うんですけれども。一つ、この貸付要件がやっぱり

借りにくいということはないですかね。いかがですか。 

○前畠生活支援課長 応急貸付資金のご相談の件数自体も大分、令和６年度は少なくなっ

ておりまして、お断りをするという、貸付けができなかったという方が増えているという

状況ではございません。 

 貸付けの条件につきましては、やはり日常的な生活費の不足を補う趣旨のものではなく

て、特定のライフイベントに必要な、まとまった資金の貸付けをするというものでござい

ますので、なかなか条件に合致しない、どうしても日々の生活費の足しにしたいというお

声に対してちょっとご回答ができないので、その辺りで多少、利用される方が限定されて

いるのかなとは思っております。 

○牛尾委員 これもお分かりになればでいいんですけれど、事務事業概要に、平成２１年、

貸付対象を変更とありますよね。これは何から何に、どういう変更かというのは。分から

なければもういいです。すぐ分かりますか。 

○前畠生活支援課長 申し訳ございません。ちょっと今すぐにお答えができないんですけ

れども。 

○牛尾委員 先ほど課長がおっしゃったとおり、冠婚葬祭とか出産とか、何か必要になっ

た場合にお借りすると。 

 私もよく相談を受けるんですけれども、やっぱり物価が上がって、今の年金だけじゃ、
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とてもじゃないけどやっていけない、どうすればいいかという相談は結構、やっぱり増え

てきているんですね、物価高だから。やっぱりそこは次の、例えば給料日とか、次の年金

支給日までの足しにしたい、でもどうすればいいかといった方に対しても、応急的なもの

として対象を広げるという検討はできないですか。 

○前畠生活支援課長 大変お困りの方が増えていらっしゃるというのは、窓口の状況から

も、我々も実感しているところなんですけれども、なかなか返せる当てがないお金を貸し

付けてしまうこと自体が、その方にとって今後の不利益になってしまうこともございます

ので、まずは生活自立相談等で家計相談等も実施しておりますので、そういった窓口でお

話を伺いながら、必要に応じて生活保護など、そういったところで一時的に生活の立て直

しを図っていくというところの支援につなげていければよろしいかと考えてございます。 

○池田分科会長 関連。小枝委員。 

○小枝委員 ただいまの応急資金貸付のところで数字を言いますと、２９.６２％という

ことで、執行残も多いわけで、事務事業概要５６ページを見ると、確かにかなり、何とい

うんですかね、使いづらくなっているのか、そういうふうな数字に見えてしまいます。 

 私がここで聞いておきたいのは、ここのところ、何というんですかね、家賃が払えずに

家を出ざるを得なくなって、例えば先月までは住所地が九段にあったんだけれども、その

翌月、結局はもう事実上、猫ちゃんと一緒にホームレスなっちゃったみたいな事態も発生

している。そうすると、窓口に行くと、居住地がないので対象ではありませんと言われて

しまうようなことがありまして。 

 先ほど冒頭に部長のほうから、現場職員の苦悩の理解をということも言われたんですけ

れども、理解をするものの、そうしたときに、トラブルにもなるし、それこそ部長がお出

ましになって現場調整するみたいな事態もあったことがあるんですね。こういった場合、

どういうふうな対応されるものかということをまず教えていただきたい。 

○前畠生活支援課長 応急貸付資金につきましては、引き続き貸付けの１２か月前から区

内に居住していることというのが要件になっておりますので、今のような形でご住所がな

くなってしまっている場合にはちょっと該当ができないという形になるんですけれども、

生活困窮者自立支援のほうで、ちょっと別の事業になってしまうんですけれども、そうい

ったところで、住宅を失ってしまった方ですとか、一時的に生活にお困りの方については

対応させていただいておりまして、こちらは特に住所要件というのはございませんので、

現在地主義という形で、窓口にお越しいただければどこでもご支援するということになっ

ておりますので、基本的にはそちらのほうでご相談に乗りながら必要な支援を検討してい

くというところを、今、実際、窓口では対応させていただいておるところでございます。 

○小枝委員 分かりました。そうすると、そのときは生活困窮者自立支援のほうに何かス

ムーズに結びつかないようなことがあったのか。 

 当面の現金が必要な場合、その場合はどこで、どのメニューで対応されるものなのか、

ちょっと教えてください。 

○前畠生活支援課長 当面の生活費がどうしても不足しているという状況につきましては、

なかなかそういったメニュー、即時に現金をお貸しする、貸付けをするというメニューに

ついてはなかなかご用意が難しい面がございますので、これについては一時的に社協さん

との連携なども含めながら生活の見直しを一緒にさせていただいて、先ほど申し上げたと
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おり、やはりどうしても今の生活が苦しいということであれば、生活保護などの支援も視

野に入れながら、お話を伺って、まずは生活の立て直しをしていくというところをご提案

させていただいているというのが、窓口での対応になっております。 

○小枝委員 すみません。今、６番のほうに移ってしまっているかもしれない。 

○池田分科会長 そうですね。 

○小枝委員 でも、いいですか。応急のほうで、まだいれば。 

○池田分科会長 応急資金で、関連、入る方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。では、６番で小枝委員、どうぞ。 

○小枝委員 はい。社協との連携ということで、スムーズな連携がされるといいなという

ふうには思います。 

 路上対策、結局、はざまにあるケースについて、今日もう行く場がないという場合は、

行く場所のご紹介もできるんでしょうけれども、生活保護といった場合、適用になる場合

に数週間や数か月を要してしまう、じゃあ、その間どうしたらいいかということについて

は、やはりその日に泊まるところであったりとか、そういう手当もやっぱり生きていくた

めには必要だということがあって、その辺のところを十分にしていただきたいのと。 

 よく言われるのが、やはり困窮者が増えている中でケースワーカーの数が少ないという

ことも言われていて、千代田区の場合も、またそれに当たっているのか、人数的な拡充が

されているのか、マンパワーの動向があれば教えていただきたい。 

○前畠生活支援課長 すみません。最初のご質問をもう一回。 

○小枝委員 社協との連携。 

○前畠生活支援課長 申し訳ございません。社協との連携につきましては、常に連絡、連

携ができるように体制を整えておりまして、先ほどのとおり、窓口で、どうしても今日帰

る電車賃がないとか、どうしても食べるものがないという場合に関しては現物支給ですと

か、あとは小口で、いついつお返ししますというところでお約束いただいて、電車賃など

をお貸ししたりだとか。 

 あとは、事務事業概要７０ページにある居住支援事業の辺りで、そういったところをご

支援させていただいておりまして、その日のお住まいに関しても、どうしても今行くとこ

ろがないという場合には一時的にこういった宿泊所をご紹介をして、そこでちょっと衣食

住を提供するというところもさせていただいておるところでございます。 

 またケースワーカーの体制についてですが、現在ケースワーカーが全部で９名おりまし

て、査察指導員も１人いるような状況で、生活保護世帯数が現在大体５５０件程度で推移

しておるところでございますので、大体ケースワーカー１人当たりの持ち担当分につきま

しては適正な範囲で収まっておるところとは認識しておりますが、やはりケースワーカー

も休職があったりですとか、なかなか困難なケースの方がいらっしゃったりですとか、負

担は増えておると認識しておるところでございますので、引き続きそういったところ、何

か事務的な負担が軽減できないかなどは検討を継続しておるところでございます。 

○池田分科会長 はい。関連ですか。 

 はい。牛尾委員。 

○牛尾委員 生活者自立支援のところです。ケースワーカーについてはね、後ほど生活保
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護のところもあるのでね、ぜひ拡充をしていただきたいと思います。 

 私は４番の路上生活者対策事業分担金７００万ということで、今年度は予算が倍になっ

ていますよね。これは人を増やすとか、そうしたことで増えているのか。７００万の内訳

は人件費なのか、その辺のことをちょっと教えていただけますか。 

○前畠生活支援課長 こちらの予算は分担金なので、路上生活者対策事業は、今は東京都

と特別区人事・厚生労働事務組合と特別区、２３区共同で実施するものとなっておりまし

て、そちらに対してのそういった事業に係る人件費ですとか、あとは各自立支援寮、自立

支援センターの建物の経費などなどを２３区と東京都で分担してお支払いしているものの

金額になってございまして、それで行くと、タイミングによって、特別区の中に５か所、

自立支援センターございますが、そちらが５年ごとに建て替えと移転を繰り返しておりま

したので、その辺りでたまたまタイミングが重なってしまったりすると分担金に大きく跳

ねてくるというところで、令和７年度は金額が上がっております。 

○牛尾委員 そうしますと、この事務事業概要に書いてある、７１ページ、巡回相談事業

ということについて、例えば千代田区、これは大体５区で一緒にやっているということで

よろしいんですか。 

○前畠生活支援課長 巡回相談事業につきましても、特別区人事・厚生事務組合のほうに

請け負っていただいて、自立支援センターの委託事業者のほうで実施していただいている

ものになります。なので、千代田区ですと第１ブロックの中を同じ事業者が回っていると

いうような形です。 

○牛尾委員 そうしますと、千代田区として、区内で大体どれぐらいの人数が、例えば週

に何回回っているとか、そういったことは把握されているんですか。 

○前畠生活支援課長 大体毎週１回、そういった職員の方ですとか、あと看護師などの医

療従事者ですとか、精神的なそういうカウンセリングできる方などもご一緒に、区内を巡

回していただいておりまして、そちらのほうで、こういった相談であったりとか、してい

ただいた上で、区のほうにもその報告を上げていただいているというような状況になって

ございます。 

○牛尾委員 ということは、区の職員というのは報告は受けるけれども、一緒に現場を回

ったりとかということはしていないということですか。 

○前畠生活支援課長 区の職員に関しましては、定期的な巡回相談、そういったお問い合

わせですとかご連絡を頂いた場合にピンポイントで一緒に同行したりですとか、また巡回

相談とは別で、区職員単独で現場確認に行き、お会いできれば相談させていただくという

状況はございますが、巡回相談に毎週一緒に同行しているというわけではございません。 

○牛尾委員 例えば私も秋葉原とか、家が近いのでね、よく自転車とかで通ったりするけ

ど、大体夕方以降、同じ人がずっと座っていらっしゃる。例えばガード下に毎日こういう

方が座っているから何とかしてあげてほしいというような住民からの電話も受けます。そ

うしたところになかなか目が向かない体制になるんじゃないかと思うんですけれども。 

 一緒にやっているんだったら、もうちょっと巡回の回数を増やすとか多そうなポイント

には複数回行くとか、そうした要望というのかな、相談というのはできないものですか。 

○前畠生活支援課長 区のほうにそういった形で寄せられている情報につきましては、随

時、事業者とも連携して、巡回場所に加えていただくですとか、時間帯についても、この
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時間帯がということであればその時間に行っていただくなどの対応もさせていただいてお

るところでございます。 

○牛尾委員 例えば、人を増やすにしても予算が必要ですから。ただ、千代田区だけ予算、

分担金を増やしますからということはなかなかできないわけでしょう、これは。多分増え

てくると思うんですよね、物価高で生活が大変になる中で、こうした方々というのは。や

はりそうした相談に乗る方を増やしていくには、区の単独事業でしたら予算を増やせば人

を増やすことはできますけど、一緒にやっているなら、なかなか難しいわけじゃないです

か。そこはしっかり議論の場というかな、対策をどうするかというのはしっかり議論して

いかないといけないんじゃないかなと思うんですけれども、いかがですか。 

○前畠生活支援課長 ご指摘のとおり、２３区が共同で実施している事業でございますが、

２３区それぞれの土地柄といいますか、場所によって全然差があるところではあるかと思

いますので。ただ、ちょうど第１ブロック、千代田区が所属しております第１ブロックの

事業者さんについては丁寧に柔軟にご対応いただいておるものと認識しておりまして、

我々とも常に連絡を取っていただいて、リクエストにも丁寧に応じていただいております

ので、その辺りは、区の職員も現場に行きながら、ちょっとなかなか相談することがすぐ

に支援につながらないというところも現状ございますので、粘り強く信頼関係を構築しな

がら適切な支援につなげていけるように、努力してまいりたいと存じます。 

○池田分科会長 はい。ここはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。続けてどうぞ。小枝委員。 

○小枝委員 ８番の行旅病人と言うんですかね、事務事業概要で７４ページですけれども。 

 今、斎場の、何でしたか、費用が高くなっていたり、これは身元不明と身元が分かって

いる人とがいるということで、ちょっと執行率云々の話ではないんですけれども、まとめ

て聞くと、これって、区の、何というか、自治体の仕事として、本当に大変だと思うんで

すね。映画にもなっているぐらいで、孤独死もあるわけですね。事務事業概要を見ると、

ほとんどが孤独死だということで、令和６年においては男性が９人、女性が１人と。お墓

に埋葬していないですよね。どうなっているのかなという。 

 一つは、まず葬祭費の値上がりにどう対応しているのか。それから、そうしたお骨はど

ういうふうにしているのか。分かったら教えてください。 

○前畠生活支援課長 行旅病人及び死亡人に関する取扱いにつきましては、委員ご指摘の

とおり、身元不明の方と、あと身元は分かっているものの誰も引き取る方がいらっしゃら

ない方の２パターンございまして、ほぼほぼ近年ですと、身元は分かるけれども誰もいな

い、引き取り手がいらっしゃらない方に関して、こちらのほうで遺体をお引き取りしまし

て、火葬してということなんですけども。 

 基本的には事業者さんのほうに委託させていただいておりますので、葬祭事業者さんの

ほうにお引き取りいただいて、火葬等をしていただいた後、一定期間お骨は保管しておく

んですけれども、５年程度たった場合には、そこについては合祀させていただくような形

で、引き取り手の方がいらっしゃらない場合には合祀させていただくという形で対応させ

ていただいております。 

 その５年の間には、区のほうで戸籍等の調査をさせていただきながら、引き取り手の方、
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ご親族の方がいらっしゃらないかというような調査はさせていただいておるんですけれど

も、なかなか見つからない場合ですとか、あと調査自体にすごく時間と手間がかかってし

まうので、なかなかすぐにはいかないというところもあるんですけれども、そういった対

応をさせていただいております。 

 あと、葬祭費の値上がりにつきましては、委託という形で一括契約させていただいてお

りますので、令和６年度、令和７年度に関しましては、これまでどおりの単価で遺体の引

受けをしていただいておるところなんですけれども、今後の状況に応じて、事業者さんの

負担が増えていくようであれば、区としてもしっかり対応していかないといけないなと認

識しているところでございます。 

○池田分科会長 はい。続けてどうぞ。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。それでは次に１６２ページから１６３ページ、９のひとり親家庭

等支援から、１７番、地域福祉計画の推進、ここまでについて委員からの質疑を受けます。 

○えごし委員 私は１３番の成年後見制度の推進について、お伺いします。事務事業概要

は８２ページですかね、主要施策の成果４４ページです。 

 まず今回、不用額が１,０００万ほどということで、不用額の理由について、補助金の

実績による執行残というふうに書かれていますけれども、そこを少し詳しくお聞かせいた

だいてもよろしいでしょうか。 

○岡福祉総務課長 成年後見センターの運営につきまして、昨年度から中核機関という形

で運営の付け替えをやっているところですので、その点、７名いらっしゃるんですけれど

も、６名分の人件費というのを充当しております。そこは残業を見込んで置いている金額

ですので、見積りで出た予算額よりも少ない残業時間、もう非常に働いていただいている

ので、結果的なところではあるんですけど、その点というのが浮いたというのが一つと。 

 もう一つは、ちょっと成年後見制度はかなり専門性が高いところなんですけれども、申

立てをする際に医師の診断書が必要になるところがございます。その医師の診断書で、例

えば認知の度合いであったりとか、そういったところの調査というのがしっかりなされて

いない場合に、家裁ですね、家庭裁判所のほうから差戻しということで、鑑定料というの

を要求されるというところがありまして。言わば、それがちゃんと事前の申請までの間で

診断をしっかり取れていれば不用になるものとして置かれております。そこはちょっと多

めに見積もっておりまして、結果、よかったことではないんですけれども、診断がしっか

り取れて、家裁の差戻しの鑑定というのが不用になったというケースがありましたので、

１件、すごく値段が高いところなんですけれども、そこはちゃんとした形で不用にできた

というところが一つございます。 

○えごし委員 そういう差戻しのところもしっかり考慮して、今やっていただいていると

いうところで。ありがとうございます。 

 先ほども話が出ました、令和６年度からは地域連携ネットワーク協議会、これでしっか

りやっていただいていると思うんですけれども、そこでやっぱり成年後見制度の課題、

様々あるけど、やっぱりなかなかマッチングしない問題であるとか、利用者がなかなかね、

使いたいけど、どうなのかなという、使いづらい体制もあったりもする。 

 そういうところで様々意見も交換されていると思うんですけど、この協議会で例えば今
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後の利用促進とかを含めて出ている意見とか改善策とか、何かそういうのがあれば教えて

いただきたいなと思います。 

○岡福祉総務課長 まさに中核機関という考え方そのものというのが、成年後見をやっぱ

り家裁とか後見センターだけでやっているところというのを地域のネットワークで広げて

やっていこうという考え方でスタートしているものですので、中核機関としてのつなぎの

役割というのは非常に重要であろうというふうに考えております。 

 その上で、ご質問に対しての部分ですけれども、やはりまちに打って出るところを、区

民の方も区民後見人という形で成年後見を受任することができますので、そういった方々

を増やすための取組、あるいは利用者になるであろう方々、高齢の方であったりとか障害

を持たれている方であったりとか、そういった方をケアする方々に対して、出張して、そ

ういった成年後見というのがあるんですよと、権利擁護で。しかも、専門的なところとい

うのを、最終には裁判所が絡むような話もあるんですけれども、その手前のところでしっ

かり後見センター、あるいは社協が相談を受け付けているんですよというところを、出張

して説明する機会なども社協と連携して設けているところですので、ソフトなといいます

か、入り口のところの裾野を中核機関と連携して広げていければなというふうに考えてお

ります。そういった取組をしております。 

○えごし委員 ちょうど聞きたかった区民後見人、先ほどもお話がありました。今この区

民後見人が区内で何名ぐらいおられるか、分かりますでしょうか。あと、後見人になって

いただいた方、先ほど相談会とかという話もありましたけれども、そういう方への支援で

すかね。もちろん親族の方もおられたり、専門家以外でそういう後見人になっていただい

ている方もいると思うんですけれども、そこら辺の支援という部分をどのように考えられ

ているか、お聞かせください。 

○岡福祉総務課長 令和６年度の区民後見人の候補者という形、最終には実際に案件が生

まれないと受任することはありませんので、候補者の方は３２名いらっしゃいます。３２

名いらっしゃいまして、実際に受任調整する際に、専門的な知識、法律であったり税であ

ったり不動産であったりとかが要求されますので、まさにそこを支える機関として中核機

関が研修会であったりとか、あるいは定期相談という形で、今、案件を受け持っておられ

る中でのお困りに対して、弁護士であったり司法書士であったりとか、専門的な知見を持

たれている方を含めて、サポートに当たるような機会を設けておるところでございます。 

○えごし委員 ありがとうございます。やっぱりなかなか今、成年後見制度で個人でなっ

ていただいて、私もいろいろと、そういう専門家の方で担ってくださる方もいる、弁護士

とか行政書士とか、なっていただいている方にお話を聞くと、結構なっている方でかなり

多く受け持っている方もいたりとか。１人だけじゃなくて何人か、そういう後見人の方を

持たれている。そういう意味でも負担が大きい方もおられたりするし、やっぱりなかなか

大変なんだろうなと。でも、その中でやっていただいていることはすごいありがたいなと

いうふうに思うんですけれども。 

 その中で今、最近だと、個人だけじゃなくて、結構法人として成年後見されているとこ

ろであるとか、あとチームというんですかね、先ほど地域というのはそういう意味もある、

サポートであると思うんですけど、１人だけじゃなくて、本当にそういう、看護師、ケア

マネジャー、司法書士とか、そういう形でワンチームで、チーム支援としての後見人とい
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うのを行っているという形もあるというふうに、全国の例で、あると聞いております。そ

ういう意味で千代田区の取組というのをどういうふうに考えているか、お聞かせください。 

○岡福祉総務課長 ご説明いただいたところは千代田でも行っておりまして、ネットワー

ク協議会あるいは検討支援会議ということで、そういった士業の方々と、あとあんしんセ

ンターであったりとか、ケアに携わる方々というのが集まって、今持たれている具体的な

ケースについての相談をする場であったりとか、一般論にはなるんですけれども、専門的

に、こういった課題が生じたときにどういった対応するのが適切であるかといったところ

についての知見を交換し合う場というのを千代田でも行っているところでございます。 

○えごし委員 そういう支援を、サポートしながら行っているというのは分かったんです

けれども、後見人自体は１人という形でよろしいですかね。先ほど言った法人としてとい

うのは、やっぱり後見人が１人決まると、なかなか変更が難しかったりとか。ただ、法人

とかだと、いざ後見人になっている方が、ちょっと精神的なこともあって、変わりたいと

いう方も中にいるらしいんですね、そういう方とかも法人としてしっかり見る。また、こ

ういうのはないんですけれども、少し悪用というか、悪い後見人の方もいるようなのは、

少ないと思います、ほとんどないとは思いますけど、中にはいる。そういうのも法人でし

っかりチェックしていける体制みたいなのもあったりするということで。 

 そういう形で、例えば区民後見人でも、お一人でなるのが負担だという方がいれば、例

えば連携してやるような形も取れないのかというのをお聞かせください。 

○岡福祉総務課長 失礼しました。先ほどの答弁、曖昧な部分を今まさに補足していただ

いたような形を取っておりますけれども、中核機関で行う検討支援会議というのが、まさ

に今おっしゃっていただいたような機会でして、毎月１回開催しているんですけれども、

個別個別のケースでお困りを抱えておられる受任者の方がその場に来て、弁護士とか司法

書士とか、経験豊富な方々からアドバイスをもらう機会を設けているところですので、そ

ういった１人でお支えするということではないんだと、チームで、千代田全体でそういっ

た受皿の部分、支え手の部分というのがあるんだというところを感じてもらいながら、士

業の方々がアドバイスする検討支援会議を毎月開催しているところでございます。 

○えごし委員 そうですね、サポート体制があるというのはもう十分理解して、しっかり

やっていただきたいなと思います。 

 その上で、後見人がやっぱり１人だと、当たり前なんですけども、後見人として１人が

決まるという中で、結構やっぱり負担も大きいんだろうなと。なかなかそういう意味でマ

ッチングしなかったり、できないとか、なかなか利用が進まないというのも中にはあるの

かなと。そういう意味で、１人だけじゃなくて、例えば複数人でとか、そういうチームと

して後見人ということができるのかどうか。先ほど言った、法人として後見人を請け負っ

ているというところもあるということなので、例えば区民後見人の候補者の中で何人かで

チームになって後見人としてできるような、そういう形も取れたりするのか。そこをお聞

かせください。 

○岡福祉総務課長 度々失礼いたしました。社協もその一つとしてありますけれども、法

人保険というのが、組織として受任することができるという形を取っておりますので。こ

の法人後見の仕組みを使えば、お一人じゃなくて組織としてのサポートができるという仕

組みというのがございます。そこについてもサポートというのを行っているところです。 
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 一方で、区民後見人のほうについてですけれども、先ほどすみません、ご説明が漏れて

いて恐縮ですけれども、実際の運用ですと、受任自体は、やはり複数の方では、財産とか

契約とかを扱う部分ですので、考え方がちょっと異なってしまうと難しい部分があります

ので、区民後見人の方の受任自体は個人という形で受けていただくんですけれども、やは

りそれまでの知見がない方ですので、基本的には社協の成年後見センターのほうで、区民

後見人が１件を受け持たれるときに担当のベテランの方が、サポート体制ということで、

タッグみたいな形で組んでいただいてサポートしているというところでございます。 

○えごし委員 ありがとうございます。成年後見制度は非常に大切な制度だと思うんです

けど、なかなか進んでいないという部分で、利用する方も利用しやすい、また支える側の

後見人の方もやりやすい体制、これはもう今、日々考えていただいていると思うんですけ

れども、そういう意味ではまたしっかりと考えていただきたいというのと。 

 先ほど言った法人契約という形もあるというのは、選択肢として、マッチングの紹介を

するときにはそういう紹介もしていただいているのか。最後、それだけ教えてください。 

○岡福祉総務課長 今お話しいただいた、そういった形での紹介というのもしっかりやっ

ておりますので。いろいろな手段というのが後見のサポートはありますので、一つの手段

にとらわれることなく、様々な手段で、できれば入り口の裾野を広げるような周知という

のをしっかり進めていきたいというふうに考えております。 

○池田分科会長 はい。牛尾委員。 

○牛尾委員 私は９番のひとり親家庭等支援ということについて、執行率が６６ .５９％

とあります。この中で、事務事業概要は９９ページからなんですけれども、１００ページ

のところに、母子・父子相談というところがあります。件数もかなりあるんですけど、こ

れに予算はどれぐらいついているんですか、予算については。 

○前畠生活支援課長 母子・父子相談につきましては相談員を、会計年度の職員２名雇っ

ておりまして、あと職員も１名、福祉職の職員がついておるんですけれども、予算として

は、特別事業としてついているものはなくて、相談員の人件費という形になっております。 

○牛尾委員 分かりました。大体相談の、何というんですか、毎日相談なのか、週１回な

のか、その辺の日程的なものは分かりますかね。 

○前畠生活支援課長 もともと継続的にいらっしゃる方もたまにいらっしゃる、予約でそ

ういった方がいらっしゃる場合もありますし、本当、１日に立て続けに２、３人の方がい

らっしゃる日もあってという形で、まちまちではあるんですけれども、大体２名の相談員

で今のところ対応ができているというところでございます。 

○牛尾委員 ひとり親家庭の問題については、昨日の子ども部の審査でも児家セン、児

童・家庭支援センターのところでも取り上げたんですけれども、児家センとしても、ひと

り親の支援は当然行っていると。何というか、生活支援課のほうでの対応と、児家センで

の対応と、すみ分けとかがあるんですか。 

○前畠生活支援課長 すみ分けというところは特に、こちらでないとこういった相談を受

けられないとか、そういったものは特には設けておりませんで、逆に間口は広く、どこで

もまず初期対応はさせていただいた上で、必要に応じて連携しながら支援を進めていくと

いう形を取らせていただいております。 

○牛尾委員 ということは、この間、ひとり親の世帯は増えていると思うんですけど、私
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もいろいろ相談を受けているんですが、ある１人の方が相談に来ましたとなった場合に、

その１人の方への対応については、生活支援課のほうと児家センのほうで協力してやりま

しょうねというような体制は取られていらっしゃるんですか。 

○前畠生活支援課長 必要に応じて、またご本人の同意も取りながら情報提供させていた

だいて、両者が一緒に面談をするとか、そういった対応も取らせていただいております。 

○池田分科会長 はい。 

 ほかはどうですか。 

○白川委員 １６番、ひきこもり対策についてお伺いします。 

 一昨年からこのお話を聞いていて、非常に難しい問題に対処していらっしゃるというこ

とで頭が下がる思いがあるんですが、８０５０問題について、私も自分なりに調べたとこ

ろ、要するに５０歳の人がひきこもりになった場合、８０歳の親が面倒を見るという、か

なりしんどいことになっているという問題で、大変だなと思って、ちょっと調べてみたら、

お子さんというか５０歳の人、要するに小さい頃からひきこもっている人で、もう中年以

降になってしまったという方が限界知能、あるいは境界知能と呼ばれる方である場合が結

構あるというような資料が出てきたものですから、実際にその辺の対応までやっていらっ

しゃるのかどうか。あるいは、この予算ですから、そこまでは手に負えないというところ

なのかというのを教えてください。 

○岡福祉総務課長 端的に言うと、やっております。委託事業者のほうで、そういった居

場所をつくるような事業をやっておりますけれども、家族あるいは当事者の方のご相談を

受けていると。 

 さらに、そういったケースはございます、実際伺っているところです。すごく難しく、

時間がかかる、ケアに時間かかる問題なんですけれども、そういったところに粘り強く、

継続的に支援していただいております。 

○白川委員 ありがとうございます。これは本当に頑張っていただきたいのと、こちらは

もうお願いするしかありませんので、平にお願いいたします。 

 これをここで聞くかどうか、ちょっと迷っているんですが、もしご存じだったら教えて

ください。限界知能、境界知能のことをちょっと掘り起こしていったら、こういった区の

ほうでしっかり福祉政策をやっていっても、結局それを届け出る能力がなくて、受けられ

ないという人たちが相当いるんだという資料も出てきました。その場合、もう区は対処で

きないですかね。物理的にちょっと難しいのかなと。あるいは、もうそこまで対応しよう

と努力なさっているのかどうか、教えてください。 

○岡福祉総務課長 すみません、１個だけ、先ほどの答弁を訂正させていただくと、８０

５０はケースとして、年齢みたいな形で把握できるので、そういったケースがありますと。 

 先ほどおっしゃっていた限界知能みたいなところになってきますと、個人の状態とか、

認定では障害みたいな形じゃないと、公式なものでない方も含まれるので、そういった方

がありますという回答ではないという点は、すみません、補足させていただいた上でです

ね、ひきこもりの支援事業というのは受入れを、どういった方であっても、お困りを抱え

ている方というのを受け入れるものとしてやっておりまして、行政サービスが必要な場合

には適切にそこをつなぐというところも含めて委託事業という形でやっておりますので、

そういった形で、例えば相談に来ていただいて、そこでこういった支援を、別の行政サー
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ビスを受けたいといった場合には、そこに適切につなぐというところをお願いしていると

ころですので、そこでしっかり拾っていければなというふうなところでございます。 

○池田分科会長 はい。 

 ちょっとひきこもりの件で私のほうからも確認したいんだけれども、これは４年度から

始めた事業で、年に１回なんですけど、講演会もされていますよね、ひだまりホールのほ

うで。年々やっぱり参加者が少なかったりという状況が出てきて、相談案件もなかったり

とか。実際には、最初、当初はひきこもり案件なので、しっかりやるんだというところで、

事業者さんと連携しながらやっていますけれども、実際のところ、新たなひきこもりとい

うとあれなんですけれども、しっかりと継続して見守りながら、相談案件が出てこないと

いうことは、実態としてはどのように認識されていますかね、現状。 

○岡福祉総務課長 これも委託事業者に聞いた話ですので、私個人の見解として受け止め

ている部分でありますけれども、おっしゃっていたのが、千代田は、その事業者は文京と

台東も持たれているんですけれども、千代田は特に相談に来るまでが遅い、と。やっぱり

周りに相談する機会というのがなかなかなくて、先ほどまさにおっしゃっていただいた８

０５０みたいな問題として顕在化して、初めてこういった相談に来られる方が多いという

ところで伺っておりまして。 

 実際それが本当に数字としてどうなのかというのは、やはりひきこもりは潜在の方なの

で、数字としてはご説明できないんですけれども、やはりそういった感触があるというと

ころも含めて考えますと、講演会をやって、そこに例えばふらっと来るような方というの

は、もしかしたら千代田の特性で言うと、ほかに比べて、そういった特性があって少なか

ったというような判断での評価というのは一つできるかもしれません。 

 ただ、少なくとも、人口との比率で見ても、今は相談に来られていないが問題を抱えて

おられる家族の方、当事者の方が多数いらっしゃるのは、間違いなくそうだというふうに

思っていますので、手段をいろいろ考えていきながら、効果があるところにしっかりフォ

ーカスしていくという点で取組を進めていければなというふうに思っていますし、そうい

った意味で、去年から開始しましたけれども、チラシを全戸配布いたしました。そこで、

チラシを見ましたということで来所していただいた方というのも実は多数いらっしゃいま

して、そういった形で個別個別にアウトリーチして、支援につなげていくというところに

かじを切っていくというのも一つの考え方なのかなと。ちょっとこれからの検討になりま

すけれども、そういった点で受け止めているところでございます。 

○池田分科会長 はい。よろしくお願いいたします。 

 関連。えごし委員。 

○えごし委員 関連で。ひきこもりということで、先ほどから話のあった８０５０に当た

るような世帯というのは現状どのくらいおられるか。 

 あと、相談窓口のほうでは、分かればでいいんですが、単身者や若年者のひきこもりと

いうところも相談に乗っていただいていると思うんですね。そういう意味で、そういう単

身者とか若年者の方も、把握できる範囲で、このぐらいおられるというのを把握されてい

るかどうか、お聞かせください。 

○岡福祉総務課長 まさにそれが、相談に来られた件数、言わばそこが本当に数字の取り

方で難しいところでして、相談に来てくれないとカウントできない部分がありますので、



令和 7年10月 2日 予算・決算特別委員会 文教福祉分科会（未定稿） 

 １７ 

それがまさに数十名ぐらいなんですね。 

 今は文京にある茗荷谷クラブというところに行っていただいているんですけれども、恐

らく、その人数では多分、きかないんだろうなというのは間違いなくありますので、ちょ

っと実態把握ですね、令和５年に実態把握して、千代田区のひきこもりの人数が３３人で

すとありました。その後に、そこで答えなかった方が来られたというのもありましたので、

ちょっと実態把握というのも今後一つ必要な手段かなというふうに思っておりますので、

ちょっとそこも検討したいなと思っております。 

○えごし委員 そういう意味で、若年層というところであれば、やっぱり結構、不登校か

らそのまま続いて、ひきこもりになるパターンというのも結構あるという話もあります。

そういう意味では、やっぱり子ども部とかとも連携して、例えばそういうひきこもり、高

学年まで不登校だったお子様がその後、１８歳以上でそういう形になっていないかとかと

いうところも何か分かるような仕組みがあればいいのか、またそういう相談ができるよう

な仕組みがあればいいのかなと思いましたので、そこはいかがでしょうか。 

○岡福祉総務課長 制度としての仕組みではないんですけれど、まさにおっしゃっていた

だいた不登校児童がそのままひきこもりになってしまうというケースへの対応として、ひ

きこもりに関する様々な分野の支援者が集まって行っている研修会というのがあります。

そこへスクールソーシャルワーカーに入っていただいて、アウトリーチの手段として、は

くちょう教室だとかへ通われているような方が、もし卒業された場合にひきこもりの支援

につながっていけるようなというところ、あるいはひきこもりの支援に当たって得られた

知見をこういった児童に対するケアに生かすことできないかという点について、両者で検

討といいますか、連携を行っているところですので、ちょっとそういったところで子ども

部との連携を含めながら、不登校児童のひきこもりに対する対策というのを進めていきた

いというふうに考えています。 

○池田分科会長 牛尾委員。 

○牛尾委員 本当にご苦労されていると思います。私も相談を受けますけれど、相談に来

られる方は本当にいいんですよね、分かるから。特に、お母さんなんかが、高齢の方なん

かが相談に来る、それはいいんですけれど、例えばお一人で本当に住まわれて、ひきこも

っていらっしゃるとかというのは、本当にご自分が相談に行かなければ分からないわけで、

その点では、何というかな、アンテナを張っていくということが大事だと思うんですよね。 

 そうなった場合、例えば民生委員さんだったりとか、あるいはマンションで言えば管理

組合の人がそこまでやってくれるかどうか分からないけれど、そういったところとか。何

というか、どういう状況か、千代田区はマンションが多いですから、なかなかひきこもっ

てしまうと分かりづらいと思うんですけれども、そういったアンテナを張るという点でも

努力が必要と思うんですけど、何か区として考えていらっしゃることはないですかね。 

○岡福祉総務課長 これは同じページの別事業になりますけれども、地域福祉計画の推進

ということで、コミュニティソーシャルワーカーの事業を開始しました。まさにそういっ

た観点で、もちろんひきこもりに限った話ではないですけれども、まちに出ていって、課

題を洗い出す、いろんな声を受け取りに行く、そういった事業を進めていますので、社協

と連携して、あるいは先ほどおっしゃっていただいた民生委員の方々であったりとか、

様々な方と連携して、掘り起こしというのを進めていければなというふうに考えています。 
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○池田分科会長 小枝委員。 

○小枝委員 この同じ関連なんですけれども、秋葉原にある施設は非常に居心地のいい空

間をつくっていて、何というんですかね、何ていうんですかね、キルティングであるとか

毛糸模様であるとか、非常にほっとする感じですよね。だけれども、イベント的にここに

来てくださいといっても、いつでも行ける居場所みたいなものがないと、なかなか。そこ

に行くとお話を聞いてくれたり、黙っていてもよかったり、ちょっとした作業のお手伝い

ができて、もしかしたらそれで少しお給金をもらえたりとか、そういう恒常的な場がある

といいんじゃないかなというのはすごく思うんですね。 

 そうしたことも考えていくというと、また決算外になっちゃうのかな、今後の発展系と

して想像してみていただけたら、よりいいのではないか。やっぱりできるだけハードルを

下げて、社会にコミットしてみたら悪くないなという感覚を、成功体験を小さく積み重ね

ていくことが悩みを解消していく、家族にとってもきっかけになり得るんじゃないかと思

うんですけど、どうでしょうか。 

○岡福祉総務課長 令和７年度から、社協との連携によって居場所づくり事業ですね、今

まで地域につながっていなかった方に地域へ出ていただいてという、「ふらっとちよだ」

という名称でやっておりますけども、そういった事業を進めているところですので、この

事業を活用しながら、まさにおっしゃっていただいたような、地域と今はつながりがない

方を拾っていけるような取組というのを進めていければなというふうに考えています。 

○小枝委員 決してそこは、地域とつながるというほど考え過ぎることはないと思ってい

るんですね。ひきこもりなんだから、まず自分以外の他者との空間に行ってもいいよとい

う、そしてそれは、自分は誰かのもしかしたら役に立つことだってできるかもしれないと。

どこかの自治体の社協がやっていたんですよ、いつでもおいでというのを。そうすると、

その子どもたちだったり、大人たちであったり、割と何がしかの仕事みたいなものに、結

局、自分ができる何かがある、花植えじゃないけど、自分ができる何かがあるというとこ

ろに結びついていくところまで見守るんですね。 

 だから何かそういう意味での、無理やりに人と、ばあっと、楽しくやれとかということ

ではなくて、小さな一歩、行っていい場所、そんなイメージです。 

○岡福祉総務課長 失礼しました。すみません。そういった観点で言いますと、まさに今

やっている茗荷谷クラブさんで、ちょっと文京区に出ていただいてという形にはなるんで

すけれども、やっている事業というのが、まさに最初の一歩を踏み出すために呼びかけを

している事業でありますので、そうですね、この事業を進めながら、ちょっと今おっしゃ

っていただいたご指摘にも対応できるようなことは何かないかというのは考えていきたい

なというふうに思います。 

○池田分科会長 はい。 

 ほかはどうですか。このページです。 

○小枝委員 すみません、一つ、１０番の社会福祉協議会支援のところで伺っておきたい

んですけれども、令和６年度決算が２億４,０００万で、令和７年度予算が２億９ ,９００

万、約３億ということですけども、この拡充要素というのは何でしたかというところを。 

○岡福祉総務課長 このＣＳＷの事業を開始するに当たって、あるいは成年後見の中核機

関を設けるに当たって、社協の方で、この事業の中でのいわゆる人件費ですね、増加した
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部分がありますというのが一つと。 

 あと役職を、社協のほうで区に準じた給与を持つという形でしておりますけれども、区

のほうでの給与アップに合わせて、社協のほうでもそういった対応を行っているところで

すので、そこの部分が一つ大きなところでございます。 

○小枝委員 それは大変すばらしい拡充だろうというふうに思います。 

 基本的には、先ほどのアキバ分室の話じゃないですけど、分科会長もおいでになってい

ましたけど、子ども食堂も含めてね、大変よい、しかもはつらつとした活動をされている

なというのは目からうろこだったんですけれども。 

 ちょっとここで少し残念事例のほうを、ごめんなさい、言わせていただきたいんですけ

ども、読み聞かせボランティア。いろんな様々なボランティアがあります。読み聞かせボ

ランティア団体というのもあると思います。そうしたところが、ボランティアがさらにメ

ンバーを拡充したり学んでいきたいというときに、補助金を出しても、講師代に使っちゃ

駄目だと、特に自分たちが学ぶ講師代は駄目だというふうに言われる。その根拠は何かと

いうと、要綱で決まっていますと言うんですって。その要綱はいつ決めたんですか、いつ

決めたか分からないような。決まりがあります、はい駄目ですという、これはある意味、

行政の常套手段なんだけれども、本当にボランティアをやって、社会の役に立っている人

たちが自己啓発や、あるいはメンバーを増やしていこうとしたときに、要綱があるから駄

目ですというのでは、確かに不満が残るだろうというふうに思うことなので、これはここ

ですぐ答えてといっても、またメンツの問題になっちゃうといけないので、なぜそうなの

か、そこは拡充していけないのか、少しよく、クールに考えて、温かい気持ちで考えてい

ただいて、よりよい方向に。せっかくいろんないいことをやっているんですから、全てに

おいて、そういう発展的な思考で対応されていくとよろしいんじゃないかというふうに思

いながら接しておりますが、いかがでしょうか。 

○岡福祉総務課長 助成金の要綱は恐らく、今、伝え聞いた内容についての答えですので

すし、こういう場での話でもありますので、ちょっと割り引いてでありますけれども、一

応、助成については事務経費ですね、地域活動に係る事務経費を見ますと。その会自体は

あって、そこが地域に貢献するような活動をしたい場合に、それに係る事務費ですね、そ

こを支援しますよという形で社協さんのほうでやっていただいているところですので、も

しかしたらそこが、組織そのものの人件費という点にはちょっとマッチしなかった可能性

というのは一つあります。 

 ただ、おっしゃっていただいたように、そういった活動を支えること自体、社協あるい

は区として進めていきたい方向というのが一つ、考え方としてありますので、ちょっとこ

の場では明言できないんですけれども、ご意見を受け止めて、社協ともちょっと連携して

検討してまいりたいというふうに思います。 

○池田分科会長 はい。ほかはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。それではこのページを終了いたします。 

 次に、１６４ページから１６５ページ、１８番の災害時要配慮者対策から、２４番、千

代田区低所得世帯に対する価格高騰特別支援給付金について、委員からの質疑を受けます。

よろしいですか。 
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 えごし委員。 

○えごし委員 私、災害時の要配慮者対策、事務事業概要は８８ページです。個別避難計

画の作成、不用額については様々、契約の差の部分であるとか、個別避難計画作成に係る

記入補助の利用件数が少なかったというふうには書かれていますけれども、そこについて、

また教えていただいてよろしいでしょうか。 

○岡福祉総務課長 個別避難計画の作成につきましては、例えば３年から４年置きごとに

対象になり得る方に対して調査というのを行っているところです。令和５年度にこの調査

を行っておりまして、新規作成したのが、大体３,０００件の方というのに作成いただい

たと。６年度というのはその翌年でしたので、調査の翌年ということで、あまり件数が伸

びていないというところでございます。 

 プラス、それに伴って、謝礼金としてケアマネさんであったりとか、計画作成に協力し

ていただける方に対する謝礼を用意しているところでして、そこも計画の作成件数自体が

伸びなかったので、結果的にあまりそこが伸びなかったというところでございます。 

○えごし委員 今回は令和６年ですけど、令和５年度の会計決算書とかだと、個別計画作

成の費用の部分が２万３,０００円とか、結構低い。多分、これを前回聞いたとき、謝礼

の部分の金額ですという話で伺っていたんですけど、今回入っている部分については１５

０万ですかね、ここの費用というのはどういう費用が入っているのか、教えていただいて

もよろしいですか。 

○岡福祉総務課長 お一人当たり２万円程度の謝礼というのを用意しているところですけ

れども、計画作成に当たって、計画の中には、この方のどこに配慮が必要ですかであった

りとか、この方が災害に遭われたときにどの方につなげばいいですか、どういう支援サー

ビスを提供すればいいですかというところをまとめているものなんですけれども、そうい

ったものを作成するに当たって、やはりケアマネさんに時間を頂いて、そこの作成の支援

をしていただくという形になっておりますので、それぞれ個々のケアマネさん１人に当た

り大体幾らという点で謝礼の支給をしていると。ちょっとそこを多めに見積もってといい

ますか、多めにというのは、計画作成の申請が来るのが大体これぐらいだろうということ

の見積りを立てて予算を立てているところですけれども、そこが結果的にあまり去年、失

礼しました、令和５年度ですね、調査をやった分だけあって、あまり伸びなかったという

ところではございます。ちょっとすみません、お答えになっているかどうか、恐縮です。 

○えごし委員 この計画作成の１５０万という、ここの決算の部分は、謝礼の分の１５０

万ということでよろしいですか。その内訳というか、教えてください。 

○岡福祉総務課長 先ほどの答弁は、そういう意味で言うと全く誤りです。失礼いたしま

した。区のほうのシステム改修を１５０万程度で行っているところでして、これは見守り

台帳のシステムとかと連携して使っているんですけども、そこで１５０万かけて、個別避

難計画に関する内容というのも、もちろんそれまでの間も収集できていたんですけれども、

より分かりやすい形で収集できるようなシステム改修を行っているところでございます。 

○えごし委員 システム改修の価格が入っているということですね。そういうことですよ

ね。結構、新規作成数も２５件ということで、かなり少ないなと。それだけで１５０万は

おかしいなと、ちょっと思ったんですけど、システム改修が入っているということで。 

 ２５件は、やっぱり先ほど言ったとおり、令和５年は全戸配布をして作成していただい
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たということで、かなり件数が伸びた。令和４年は、ちょっとどういう形だったか、あれ

ですけど、７００件はある。その中で、令和６年がやっぱ２５件だけしか新規はなかった

というところで。 

 先ほど言われていたとおり、調査書は３年に一度配布することになっていると言ってい

ただきましたけれども、結構その調査書によって新しくなる方がやっぱり多いのかなと、

新しく登録していただく方が多いのかなと。６５歳以上なので、６４歳から６５歳に上が

った時点で一応対象者にはなるということですよね。そういう方は結構おられる、対象の

方はかなり多くなると思うんです、６４歳から６５歳になる人。そういう方に対して３年

に一度になってしまうと、そういう調査書が届くのは２年後になったりとか。もちろん口

コミとか、個人で調べて、そういうご家族の人が申請して作るという例もあるとは思うん

ですけれども。 

 やっぱり結構、調査書を対象者の方に送っていくというのは結構大事なのかなというふ

うに思うんです。そういう意味で、この３年に一度というところを例えば見直すような考

えとかがあるのかどうか、お聞かせください。 

○岡福祉総務課長 今のところは３年に一度にしていく考えでおりますけど、その観点の

一つとして、見守り台帳のシステムを使っているというふうに先ほど申し上げましたけれ

ども、見守り台帳と個別避難計画は内容がすごく似ていると、受け取り手の目線から見て

ですね。そこをずらそうという話は、区ではしておりました。一緒に送ってしまうと、や

っぱり避難計画は特殊な計画ですので、防災の観点での計画としてちゃんと回答になるの

かどうかというところ、受け止めていただけるのかどうかという点、そこでの懸念があり

まして、そこをちょっとずらしての調査という形でやっておりまして。 

 ただ、おっしゃっていただいたように、まだまだ潜在的なニーズが恐らくあるだろうと

思われる中で、この調査の頻度というのはしっかりちょっと考えていかないといけないな

というふうに思っておりますので、ちょっと検討等させていただければと思います。 

○えごし委員 見守り台帳とかなり似通っていて、それと重ならないようにというのもあ

るとは思うんですけれども、本当に震災というか、災害がいつ起こるか分かりませんし、

この制度のはざまで、登録する機会がちょっと空くようなことがあるのはあまりよくない

なというふうに思っていまして、ぜひそういうところの検討はお願いしたいと思います。 

○岡福祉総務課長 ご指摘を受け止めて、検討してまいります。 

○池田分科会長 はい。ほかはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。以上で、目の１、保健福祉総務費を終わり、項の１の保健福祉管

理費の調査を終了いたします。暫時休憩いたします。 

午前１１時５５分休憩 

午後 ０時５９分再開 

○池田分科会長 休憩前に引き続き、分科会を再開いたします。 

 調査の続きに入ります。次に、項の２、高齢者・障害者費の調査に入ります。最初に目

の１、高齢者福祉費です。決算参考書１６６ページから１７３ページです。 

 執行機関から説明を要する事項はありますか。 

○辰島在宅支援課長 決算参考書１７２ページ…… 
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〔正午を知らせる庁内チャイム音あり〕 

○池田分科会長 いいですよ、続けてください。 

○辰島在宅支援課長 続けてよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。 

 決算参考書１７２ページ、１５、認知症支援サービスについて、説明いたします。主要

施策の成果４７ページ、事務事業概要１６６ページです。 

 東京都健康長寿医療センター、九段坂病院、区の三者共同で認知症や軽度認知障害、Ｍ

ＣＩ相当の高齢者等が主体的に参加できる「認知症とともによりよく生きるためのプログ

ラム」の研究開発に取り組んでおり、６年度はパイロットスタディを実施いたしました。

また、認知機能維持向上教室を、認知症やＭＣＩの方、物忘れが心配な方を対象に実施い

たしまして、予算執行率は８５.４％でした。 

 ７年度は６年度の取組を基にプログラムの効果検証を行うとともに、認知機能維持向上

教室を通年化いたしまして、認知症の方やＭＣＩの方等を対象に、体を動かす、認知症に

関する知識や予防について学ぶ、また参加された方同士の交流を図る場を設けて、継続的

な支援に取り組んでいるところでございます。 

 説明は以上でございます。 

○池田分科会長 保険年金課長。 

○小阿瀬保険年金課長 決算参考書１７２ページ、項番１７の高齢者の保健事業と介護予

防等の一体的実施事業につきましてご説明させていただきます。主要施策の成果は４８ペ

ージ、事務事業概要は４６４ページに掲載してございます。 

 区では、後期高齢者の健康の保持・増進や疾病予防などを目的といたしまして、高齢者

の保健事業と介護予防の一体的実施事業を令和６年度より行っております。内容といたし

ましては、ハイリスクアプローチといたしまして、ＢＭＩが低い高齢者に対して区の保健

師と東京栄養士会に所属する栄養士さんが直接訪問して栄養指導を行いましたり、あるい

は、ポピュレーションアプローチになりますけれども、区の実施する介護予防事業など、

高齢者の集う中での低栄養防止講座の開催、またチラシの配布などを行わせていただいた

ものでございます。 

 このような活動で今すぐ健康課題が改善するというものではございませんけれども、今

後もこうした活動を通しまして高齢者の健康の保持、増進などを図ってまいりたいという

ふうに考えているところでございます。 

 なお、こちらは執行率が３５.９％となってございますが、栄養士さんによる訪問業務

委託の契約差金などによりまして、こうした執行率になったものでございます。 

 ご説明は以上でございます。 

○池田分科会長 はい。説明が終わりました。この目の１、高齢者福祉費も事業が多いの

で、ページごとに区切って質疑を受けたいと思います。 

 それでは、まず１６６ページから１６７ページ、１の生活支援事業について、委員から

の質疑を受けます。 

○ふかみ委員 １、高齢者福祉費、生活支援事業の（７）高齢者いきいき相談について、

ご質問させていただきます。 

 こちらはすばらしい内容だと思っているんですけれども、こちらの２１８万という金額

は、どのようなものに使われたんでしょうか。人件費なんでしょうか。 
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○辰島在宅支援課長 高齢者いきいき相談の決算の内訳ということでございますけれども、

決算としては２４１万強ということで、まず内訳としては、２１８万ですね、すみません。

まず委託料ということで、高齢者あんしんセンターに委託をしておるんですが、訪問相談

員が電話をかけて訪問相談をされる方の分の委託料ということで１９７万余、それから電

話訪問の電話料金として、役務費として２０万余を支出したものでございます。 

○ふかみ委員 ありがとうございます。こちらは例年４０名前後の方、それから声の訪問

回数２,０００回前後で推移しておりますが、こちらのほうは需要が飽和しているのか、

それとも専門家の人たちの時間によって、これが限界の回数であり、人数なのか、教えて

いただければと思います。 

○辰島在宅支援課長 こちらの事業は、週１回または２回利用される方の希望に応じて、

相談員が電話をかける、訪問するという事業なんですけれども、実際、何というんでしょ

う、飽和といいますか、なかなか数字的には、過去、数年間、数字としては、実績、件数

としては一定の数字を維持しているようなところでございまして、そういった方々に関し

てはまず必要、まずニーズがあるというところでございます。 

 また、こういう見守り相談はひとり暮らしの方、あるいは高齢者のみ世帯の方を対象と

した事業でございますので、そういったことを考えますと、ほかにも様々な見守りの手段

というのがございますので、その中の一つとして活用されているのではないかと思います。 

○ふかみ委員 ありがとうございます。介護・福祉の分野において、限られたリソース、

予算であるとか、それから人材不足が本当に言われているところなんですけれども、その

中で多くの方に、どれだけ多くの方にサービスを利用していただくかというところが非常

にポイントになってくると思うんですけれども。 

 この分野は一番今言われているＡＩで、Ｌａｒｇｅ Ｌａｎｇｕａｇｅ Ｍｏｄｅｌｓ

は一番、何というんですかね、進化していて、特性に合っているものなのかなと思うんで

すね。こういったコミュニケーションには専門性が必要で、専門員の人たちを見つけるの

も大変だと思うんですけれども、ＡＩはこういったところに非常に、何というか、合って

いるものだと思いますので、ぜひ今後、ＡＩの利用などを検討いただけるといいのではな

いかなというふうに思いました。 

○辰島在宅支援課長 ご提言、ご提案ありがとうございます。当区の場合、かなり、見守

りというところで言いますと、相談員の方、あんしんセンターの専門職の方ですとか、あ

るいは相談センターの方が本当に現地に赴いて一人一人の方と会うようなことを、もう何

年も積み重ねてやってきているところでございます。そういった意味では、かなり地域の

高齢者の方と信頼関係も築きながら、見守りなどの取組をしているところです。 

 一方で、今ご提案がありましたように、そういったＡＩというのが進化、日々進化して

いるところもあろうかと思いますので、こういった事業を進めていく中で、どういったも

のが今回はニーズにかかってくるのか、相談センターの職員でスタッフさんですとか、あ

るいは、そういった高齢者の方の声なんかも聞きながら研究してまいりたいと思います。 

○池田分科会長 はい。関連、小枝委員。 

○小枝委員 答弁のほうはそちらの言い方でよろしいのかなというふうに思って聞いてお

りましたけれども、私もそういった、何というんですかね、私がおばあちゃんだった場合

は、こういうふうにやりますよというようなプレゼンを受けて、あ、そうか、これはいい
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なと確かに思うような話が結構あって、それは個別、足で行く見守りを否定することでは

なくて、自分の親であったらば命が、あのベッドの上でどうなるかということもＡＩ的な

管理ができるし、あとは話しかけ、声かけも自分で認知症をリフレッシュするような、夜

に声をかけておくと朝にちゃんとやってくれるとか、そういういろんな、ただ、私がそう

いう経験をしたからといって、それを行政に持っていくと、また口利きだとか言われちゃ

うじゃないですか。 

 そういう点で、行政のほうで受けているような具体の提案があれば、ぜひ示していただ

きたいし、こちらのほうからも、全然それは公開して構わない情報として、むしろ正々

堂々と、いろいろなそうした研究者の方々がやっている事柄をご紹介して、まずは聞いて

もらいたいんですね。そしてベストマッチングを、この孤立、独り暮らしが多いこの千代

田区において、ＡＩと対面の、歩きながらのやってきたことの積み重ねのマッチングをそ

ろそろ図って、踏み込んでいいんじゃないかと思うんですけども、区のほうにはそういう

のは、具体、来ていませんか。 

○辰島在宅支援課長 今お話を頂き、具体的にそういったご提案とかが来ているという状

況はあまりないと認識しております。ただ、一方で、先ほどちょっとご答弁を差し上げま

したが、かなりアナログなところ、そういう対面で顔の見える関係というところを、本当

に千代田区は大事にしながら進めてきているところです。一方で、これから高齢者の方も

増えてくるでしょう。そういったときには、多分マンパワーでは、なかなか限界もあると

ころもあるかもしれません。そういったときに備えるというか対応できるように、今、小

枝委員からもお話を頂きましたけれども、そういった技術も活用できるのであれば、そう

いったところもちょっと研究させていただきたいと思います。 

○小枝委員 はい、もちろん対面の頑張っていらっしゃるところは本当に感謝しています

し、地域の中でも見ております。要望はいけないと分科会長から言われちゃうかもしれな

いんだけど、（発言する者あり）ぜひ、いろんな情報を我々のほうも、何というか、悪い

意味ではなく、一つの意識活性化のためにお伝えをしていきたいと思いますので、そうい

う際には、情報収集の一環として耳を傾けていただけたらというふうに思うんですけれど

も、いかがでしょうか。 

○辰島在宅支援課長 ありがとうございます。そういった、何か情報とかを頂ければ、そ

ういうところは受け止めさせていただきたいと思いますし、また、他区の状況なども、他

区のほうからもいろいろ、ちょっと情報を仕入れながら、研究してまいりたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○池田分科会長 どうぞ、牛尾委員。 

○牛尾委員 同じ生活支援事業のうちの（４）の高齢者福祉住環境整備ということで、事

務事業概要１３０ページになります。高齢者世帯の方が手すりの取付けとか、そうしたも

のを設置する際に補助するということですけれども、この給付の２９件とか、自立支援設

備改修の１１件、これは主に分譲、自分で持っている家が主ということですかね。 

○小目高齢介護課長 基本的に分譲ということで、ご自身の財産のところ、お住まいのと

ころに補助をするというものでございます。 

○牛尾委員 高齢者世帯、高齢者のみ世帯、賃貸に住まわれている方もいらっしゃるとは

思うんですよ。高優賃なんていう高齢者向けの住宅だったら、もう既にこういうのはなさ
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れていると思うんですけれども、もし賃貸の方々がね、こういうふうなのをつけたいとな

った場合の、かなりハードルがあると思うんですけれど、そうした場合、どのようなこと

ができるのか。 

○小目高齢介護課長 基本的には、その賃貸借の契約の内容になるかと思うんですけども、

退去するときに原状復帰といいましょうか、そういったところで、どのようなそのオーナ

ーさんとの契約になっているかというところで、基本的に取り外しできるものであれば、

この住環境整備の中で補助することはできるんですけども、そちらが、そのお住まいの契

約の内容的に、ちょっとオーナーとお話がつかないということですと、そこを補助してし

まうというのはなかなか難しいのかなというところでございます。 

○牛尾委員 もう、そういうものを設置しちゃいけませんよというふうな取決めになって

いるところは、もうしようがないと思うんですよね、これはもうオーナーさんが許可する

かどうか。ただ、原状復帰していただけるんだったらいいですよというのはあるじゃない

ですか。原状復帰にも当然お金がかかるわけで、そこへの支援というのにも、これは使え

るものなんですかね。 

○小目高齢介護課長 現状は、その撤去費用というものは補助メニューの中には含まれて

ございません。 

○牛尾委員 やっぱり高齢化が進む中で、賃貸にお住まいの高齢者の中でもこういうのが、

もうこういうのを設置しないと生活ができないんだという方も増えてくると思うんです。

もちろん、そうした方々が高優賃なり、そうした住宅に移ればいいんですけれども、区営

とかってね、ああいうところにね、公営住宅とかね、なかなかそれは難しいとなった場合

に、やはり撤去の費用まで補助して、補助が広がると使いやすいかなと思うんですけれど、

その辺の検討というのはいかがですかね。 

○小目高齢介護課長 正直なところ、これまでその撤去費用について検討してきたという

ところはないんですけども、ただいまのご提言を踏まえまして、そういったところにまで

メニューを拡充できるかどうか、ほかの制度等の全体的な兼ね合いもございますので、ち

ょっと全体を見ながら研究を深めさせていただければというふうに考えてございます。 

○池田分科会長 はい、どうぞ。 

 えごし委員。 

○えごし委員 私は、（９）番のこの高齢者食事支援サービスについてお伺いしたいと思

います。事務事業概要は１１７ページです。 

 今回、決算として１,１８０万余ありますけれども、ここの部分の執行率は幾らぐらい、

幾つぐらいか、教えていただいてよろしいでしょうか。 

○辰島在宅支援課長 高齢者食事支援サービス、こちらですね、執行としては、一応、食

事支援サービス自体の予算としては約１,２００万円余、決算としては約１,１００万円余

ということで、９５％の執行率になります。 

○えごし委員 ９５％ということで、しっかりやっていただいているということで、あと、

令和６年度も様々物価高騰などもあって、食材も上がったりとか。そういう意味では、例

えば、そういう質とか内容とかに影響がなかったのか、そこら辺はいかがでしょうか。 

○辰島在宅支援課長 委員ご指摘のとおり物価高という影響もございまして、若干値上げ

されたという事業者さんもあるんですけれども、食事の質について、低下しているという
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ことはございません。 

○えごし委員 ないということで、安心いたしました。 

 この高齢者食事支援サービスも、高齢者の方にとって食事を支援していくというのはす

ごい大切なことだなと、大切な事業だなと思っております。もともとのこの食事支援サー

ビス、長らく行われていると思いますけれども、この行う目的というか、まず、そこをち

ょっと、そもそものこのサービスを行う目的を教えていただいてもよろしいでしょうか。 

○辰島在宅支援課長 高齢者食事支援サービス業務でございます。６５歳以上の独り暮ら

しの方、または高齢者のみ世帯の方で、在宅での食の確保が必要な方に個別の食事の配達

を行って、その生活の支援をするということと併せまして、その定期的な日常訪問という

形を通じての見守りといったところも併せまして行っているところでございます。 

○えごし委員 今の目的の中で、見守りという言葉も入っていてありがたいなと思います。

いろいろ説明文、事業事務概要の説明とかだと、あんまり見守り的なところの文言がない

ので、ぜひそこも入れていただきたいなというふうには思うんですが、ただ、しっかりそ

ういう意味でもやっていただいていると。 

 その上でちょっとお伺いしたいのが、このお弁当の渡し方なんですね。基本的にホーム

ページでは、ご利用の方に手渡しをすると、利用者不在の場合は、お渡しすることはでき

ませんということで区のホームページでも書かれてあるんですけれども、中には、例えば、

もう外、外というか、置いておいていいよというふうに言われたら扉のところにかけてい

くという例もあるというふうに伺っております。それは、例えば事前に、その扉にかけて

おいてねとか、持っていったときに、ちょっと今出られないからかけておいてねとか、そ

ういう形でやっているところもあるというのを利用者の方からもお伺いしました。そうい

うところ、基本的にはやっぱり手渡しになっていると思うんですけれども、この区と事業

者との仕様書というか、やり取りの仕方というか、そこの渡すというところに関しては、

どういうふうになっているのか、教えていただいてもよろしいでしょうか。 

○辰島在宅支援課長 今委員ご指摘ございましたように、原則、配達される方は利用者の

方に直接手渡しすることを原則としてございます。ただ、親族の方ですとかヘルパーの方

が代理で受け取る場合ですとか、あるいは、例えば呼び鈴を鳴らしたとき、今おっしゃっ

たように鳴らしたときに、今ちょっと出られないんでかけておいてとかいう場合とかには、

対応することはございますけれども、いわゆる置き配というものは行ってございません。 

○えごし委員 もちろん置き配はやっぱり駄目なんで、そこはもう行っていないというこ

とで、いいんですけれども、ちょっと置いておいて、かけておいてねと言われたときに、

扉にかけるという観点が、配達される方も、たくさんの方へ配達されるんで、時間的な問

題もある、なかなか出てこられるまで待てない、そういう事情もあるかと思うんですけれ

ども、夏とかだと、やっぱり廊下とかも暑かったりとか、結構、どのぐらいで取られるか、

その弁当を受け取られるかというのも正直分からないパターンもあると思うんですね。 

 なので、私も、その、何が何でも必ず手渡し、仕方ないパターンもあるかもしれない。

でも、その中で後のフォローをちょっとしっかりしていただきたいなと思っているんです

ね。ちょっと、もし扉にかけたりとかそういうパターンがあったら、それをちゃんと受け

取ってもらえたのか、また、食べたときに問題がなかったかとか、もちろん、そういう件

数はすごい少ないと思うんです、基本は手渡し、原則としてやっているので。そういうと
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きに、ちゃんとそういう確認とかをしてもらえるように事業者さんと打合せしていただき

たいなというふうにも思いますし、また、見守り的な観点からいっても、そこら辺のフォ

ローの確認はしっかりしていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○辰島在宅支援課長 まず、例えば今ご案内がございましたが、例えば、そのかけておい

てくださいとか、事前にそういったオーダーがあって対応した場合というのは、そういっ

た場合の報告というのは頂いております。また、もらうようにしております。それから、

あくまで原則は手渡しなので、そこは徹底するようにということは申し伝えてございます。 

 また、先ほどの夏季のときというのは、やはり長時間置くというのはなかなか危険です

から、そこのところはやっぱり原則は、まず遵守してほしいということは伝えております。 

 また、なので、そういった何かオーダーがあった場合に対応した場合につきましては、

現状でもそういった対応をしましたという報告はもらい、また、そこで何か問題があるか、

なかったかということも報告は受けているんですが、より丁寧に対応していくべく、また

改めて徹底していきたいと思います。 

○えごし委員 そういう報告は受けていただいている。例えば、違和感があったりとかし

ても報告を受けていただいているということなので、その後の、実際、さっき言ったとお

り受け取ったかとか、食べて問題なかったかとか、そういうところの確認もぜひしていた

だきたいと思います。 

 あと、今年度からの話になってしまうのであれなんですけども、つい最近は一つ、１社、

事業者が終了したということで、今まで３社でやっていたのが２社になっているというこ

とで、その点については、もう今まで利用されていた方も、しっかり利用できているよう

な状況になっているのか、また、さっきから言っている点では、３社が２社になったので、

２社でかなり、またその契約者が増えていると思うんですよね。その対応する人数が増え

ていると思うので、そういう意味では、その丁寧な手渡しの仕方とか、その後のフォロー

の仕方とか、そこら辺も、またさらに丁寧に強化していただきたいなと思うんですが、そ

の点はいかがでしょうか。 

○辰島在宅支援課長 まず、今回３社あったところから２社になったというところで、今

まで、廃業したところを使われていた方々につきましては、それぞれ、現在行っている別

の業者さんのほうで切替えとか振替とというのは完了してございます。 

 また、一方で弁当事業者さんのほうも、先ほどご指摘がございましたけれども、配達す

る件数も増えるということでは、かなり今までよりはちょっと状況も変わってくるところ、

特に、初動期はかなり、そういう意味では慌てるところもあろうかと思いますが、そこは

やっぱり丁寧な対応というのは求めていきたいと思っておりますし、そこについては改め

てまた周知していきたいと思います。 

○えごし委員 ありがとうございます。 

 最後、１点だけ、ホームページのチラシのところには、まだちょっと３社の名前が載っ

ているので、事業者一覧は削れているんですけど。なので、そこはまたちょっと修正はし

ていただきたいなと思います。 

 あと、今後そういう事業者を増やしていこうという考えがあるのか、今、２社ですよね、

それを増やしていこうという考えがあるのかだけ、最後聞かせください。 

○辰島在宅支援課長 ホームページは修正させていただきます。大変失礼いたしました。 
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 それから、なかなか、その宅配のお弁当屋さん、業者さん、見守りも併せてという業者

さんというのは、なかなか見つからない、なかなか少ないんですね。ただ、今回３社から

２社になってしまっている、変わったというところもございますが、なるべくそういう選

択肢とか、そういう増やせないかというところで、今、当たっているところでございます。

もし、またその業者さんが増えるようなことがあれば、そこはまた改めて案内はさせてい

ただきたいなと思います。 

○えごし委員 はい、分かりました。ありがとうございます。 

 様々職員の方もこの事業、継続またはやっていくために、様々検討しながらやっていた

だいているのには感謝申し上げます。また、増やしていただくのも検討しているというこ

となので、しっかりやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あ

りがとうございます。 

○池田分科会長 いいですか。 

○ふかみ委員 （８）番の自動通話録音機の設置促進についてお伺いします。 

 こちらは執行率が５７％なんですが、１００％でないといけないというわけではないで

すけれども、すばらしいサービスだと思うので、未達の理由をお伺いできればと思います。 

○辰島在宅支援課長 一つは録音機の設置促進でございます。実際にはなかなか、その件

数が上がってきていないというのが実際ではございますけれども、昨年度に比べて今年度

の同時期ですと、今、件数・金額が増えているというような状況にもございますので、な

かなかその、確かにちょっと執行率はあまり上がってはいないんですけれども、なかなか、

何というんですか、まだ一定のニーズはあるのかなとは思っているところです。 

○ふかみ委員 ありがとうございます。千代田区では、ご老人の独り住まいであったりと

か、ご老人だけで住んでいらっしゃる方たちが８,５００名ほどいらっしゃいます。その

人たちが詐欺に遭ってしまう可能性というのは、非常にリスクが高いと思いますので、こ

のサービス、非常に広げていただきたいと思うんですが、警視庁の令和５年度の詐欺全体

件数を調べましたところ、特殊詐欺も、この目的に入っている特殊詐欺も含めまして３２

５件あったそうです。警視庁は、麹町、丸の内、神田、万世橋警察署で合計３２５件、そ

のうち、これが認知件数でして、検挙された件数は１０２件、３分の１とのことです。こ

の数字を見ても、もっと多くの件数が起こっていたのではないかと、これは推察なんです

けれども、そういった意味ですと、この対策は非常にいいと思いますし、６５歳以上を全

部対象にするというのは結構、人生１００年時代ですと長いかと思いますので、例えば６

５歳から８０歳ぐらいはご希望者、８０歳以上は進めていただくでありますとか、録音す

ると非常に、１件当たり金額も高くなりますので、電話番号が非表示の場合は取り次がな

いであるとか、昨今増えてきています名前であるとか、それから電話番号を言っていただ

いて次のステップに進むなど工夫をして、多くの方に活用していただきたいなと思うとこ

ろですが、いかがでしょうか。 

○辰島在宅支援課長 ちょっと、そうですね、なかなか録音機の設置というところでは、

なかなか率として上がっていないところではございますけれども、引き続き周知に努めな

がら、役に立つものであるというところでアピール、ＰＲできるようにしていきたいと思

っております。 

 また、今おっしゃった、日常のそういう電話番号を聞くとかといったところに関しまし
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ては、先ほど申し上げました見守りの相談とか、そういったところで、日常のやり取りの

中でそういったご説明などを差し上げて、対応できる、一人でも多くの人が、何かそうい

う電話があったときに、適切に対応できるような仕掛けというのは、ちょっと考えていき

たいなと思います。 

○ふかみ委員 ありがとうございます。 

○池田分科会長 ほかはどうですか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 それでは、ここのページを終わって、次に１６８ページから１６９ペー

ジ、２の介護支援事業から６のシルバー人材センター助成について、委員からの質疑を受

けます。 

○おのでら委員 ４番、敬老事業の敬老会について、まず伺います。事務事業概要１３９

ページ、１４０ページ辺りなんですけど、まず数字の確認をさせてください。 

 １４０ページの事業実績のところで、令和６年度の出席者は１,３００人というふうに

なっているんですけど、これは正しい数字でしょうか。 

○岡福祉総務課長 正しい数字でございまして、一般の参加者ですね、招待状をお送りし

た方が１,３００名でして、去年の常任で報告したとき１,５００名程度と言っているのが

来賓の方ですね、議会の方であったりとか、そういった来賓の方であったりとか、あと付

添人の方を含めた人数が１,５００名という形でご説明していたところでございます。 

○おのでら委員 令和５年度の１,６００人というのは、これも来賓の方は除いた数字と

いうことでよろしいですかね。 

○岡福祉総務課長 そういったところでございます。 

○おのでら委員 そうすると、今までは、その来賓を含めた数字で議論をしていたような

気がするので、ちょっと混乱するところであるんですけども、令和５年度の出席者の割合

が全体に比べて２３％、令和６年度は１８.４まで下がってしまったと、かなり大きく減

ってしまったと思うんですけども、その要因についてはどのように分析されていますか。 

○岡福祉総務課長 事後のアンケートによるものですけれども、やはり演芸の内容という

ところで、ちょっと、あまりこういった公用の場でお伝えしにくいところではありますけ

ど、アンケートの内容ですと、演芸の内容ということでご回答いただいているところです。 

○おのでら委員 来られた方のアンケートをベースに、そういうふうに判断されたという

ことだと思うんですが、来られていない人についても、ある程度は聞いていらっしゃると

いうことですかね。 

○岡福祉総務課長 来られていない方にも、実は別途、その敬老事業の中で調査みたいな

のは行っておりまして、そこですと、ちょっと個々の演芸の内容についてという形ではな

くて、日程が合わなかったであったりとか、入院・入所されていて、なかなかやることが

できなかったというようなことのお声というのは、また別途で頂いているところですけれ

ども、今年、令和７年度ですね、演芸の内容が変わってちょっと増えているというところ

で見ましても、ちょっとアンケートの結果の内容を見てだけの判断、ご参加者の方のお声

を聞いただけでの判断になりますけれども、推測として、令和６年度というのは、ちょっ

と演芸の内容による影響というのが、応募の段階から多かったのではないかなというふう

に推察をしているところでございます。 
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○おのでら委員 その対象者と、あとは来賓、その他付添いの方、この辺りの数字という

のも、今後は分けてご開示いただければと思います。 

 あと、聞きたかったのが、お土産をお渡しされていると思うんですね、お茶と和菓子で

すかね、今年の場合は。昨年度もそうだったと思うんですけれども、こちらを用意された

数と、あと、金額を教えてください。 

○岡福祉総務課長 多めに見積もって２,０００個程度を用意をしていまして、その金額

というのは１６０万円ほどでございます。 

○おのでら委員 ２,０００個を用意されて、実際来られた方が１,３００、来賓と付添い

の方にもお渡ししていると思うんですけれども、そうすると５００ぐらい余ってしまった

ということなんですが、これはどのようにされたんでしょうか、残りの５００。 

○岡福祉総務課長 区のほうで、適切な形で処理というのはさせていただいているところ

でございます。 

○おのでら委員 ちょっと今後の、令和７年度の敬老会のお話の中でやろうかと思ってい

たんですけど、例えば今年だと、９月の初めのほうで敬老会を実施されたと、かなり暑い

んですよ。まだ暑い、もう相当暑い。和菓子を配っていただいて、その配っていただいた

ものを、別に会場内で食べられるわけじゃないんですよね、その場で消費できるものはな

くて、家に持って帰っていただいて食べていただくような形なので、暑さで傷んでしまわ

ないかとか、そういったことの懸念があるんですが、特に、そういった苦情ですとか、そ

ういう食中毒とか、そういうのは起きなかったということでよろしいですかね、昨年度。 

○岡福祉総務課長 幸いにして、今はそういったものは起きていないというところですけ

れども、そういった点は非常に注意をしていきたいなというふうには思っております。 

○おのでら委員 ちょっと油が染みていたとか、ちょっと色が変色していたというお話は

聞いているんです。で、先ほどの話ですけど、５００個については、まあ、やっぱり多め

に用意するというのはしょうがないとは思うんですけど、５００はちょっと残り過ぎだな

という気もするんですよね、２００万円、２,０００万円、２,０００万円なので、１６０

万円か、１６０万円なので１人当たり８００円かな。ですので、この辺の運用もちょっと

見直す必要があるんじゃないかなと私は思うんですね。夏場、夏場というか残暑が延びて

いるので、暑い中で、本当に和菓子を配ることが適切なのかどうか。 

 一つの提案になってしまうんですけれども、例えば和菓子券であったりとか、あとは洋

菓子でもいいと思うんですけども、地元の提携するお店で使える券を配ることで、その参

加された方が、それを持って、歩いてそのお店に行って、好きな和菓子や洋菓子に変えて

いただくと。それこそ、そうすることでフレイル予防にもつながると思いますので、また、

食中毒の危険性も減ると思うんですね。そういったご検討というのはいかがでしょうか。 

○岡福祉総務課長 しっかりと検討してまいりたいというふうに思います。ご指摘ありが

とうございます。 

○池田分科会長 今のおのでら委員に関連するんだけれども、やはり年々参加されている

方で、例えば今年、昨年度もそうなんだけれども、ちょっと病気されていて、どうしても

行かれなかった。だけど、ずっとこの間、国立劇場から始まって、毎年出ていた方で、楽

しみにしている方で、今は全部のところに招待状が来なくて、申込み制になってしまって

いるから、一度は申込みはするんだけれども、やはり、その時期にどうしても会場に行か
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れなかった場合、ご家族の方でも、その入場券を持っていけば、それだけの数がもし用意

されているんであれば、引換えも可能なのかなというのを今感じたんだけれども。 

 そうなってくると、もっともっといろいろ問題はあると思うんですけれども、やっぱり、

足りないよりは多い方がきっと、もちろんいいとは思うんですが、今の出席率も含めてな

んだけれども、お祝い品という形で敬老会に出た方しか、そのお祝い品がもらえない。で、

中を開けると「お祝い」とちゃんと印が押してあるおまんじゅうがあるから、それはもら

った方はうれしいし、だけど、家にいる人はどうしてももらえないというところはあって、

そこの辺りは、やはり今後、少し検討に値するんじゃないかなというのは感じているんで

すけど、いかがですかね。 

○岡福祉総務課長 ご提案いただきまして、ありがとうございます。おのでら委員、池田

分科会長からいただいたご意見を踏まえまして、ちょっとしっかり検討していきたいとい

うふうに思います。 

○池田分科会長 牛尾委員。 

○牛尾委員 毎回毎回、この敬老事業というのは議論になるんですけれども、どうしても、

この敬老会ですと、もう圧倒的に多くの高齢者、対象の方は参加しないわけですよね、ま

あ、いろんな事情はあるんでしょうけれども。ここの中で、やっぱり敬老入浴券もありま

すけど、これもね、近くの、他区の銭湯で使えるようにしてほしいというような要望も私

は出していますけど、敬老入浴券にしても、やっぱり全員が使うわけじゃないということ

で、今回は、敬老事業の見直しを行っていこうということを、さんざん、毎年毎年言って

いるじゃないですか。 

 例えば、敬老会については、参加している方へのアンケートというのは取っていらっし

ゃると言いました。ただ、なぜ参加できないのかとか、参加しない方々が敬老会について

どのように思っているのかというのを幅広く調査をしていくことが事業の見直しというの

にもつながっていくんじゃないかなと思うんですけれども、そうした調査というのは行う

予定があるのかどうか、いかがでしょうか。 

○池田分科会長 予定はない。予定はないんだろうけどな。 

 福祉総務課長。 

○岡福祉総務課長 敬老事業の中で三つの事業がありますけれども、敬老祝品のほうの事

業で、まさに、その敬老会に参加しなかった方も含めて、こういった形でお配りできます

ので、その機会を捉えての調査をするというのは一つあろうかというふうに考えています。

非常に、この事業を続けていくかどうか、あるいは、どういった形でやっていくかという

ところについては、ご指摘を今まで頂いているところですので、今回、参加されていない

方、利用されていない方に向けての実態調査といった形でできるかというのはしっかり考

えていきたいというふうに思います。 

○池田分科会長 続けてどうぞ。 

 ふかみ委員。 

○ふかみ委員 ６番、シルバー人材センター助成についてお伺いしたいと思います。 

 こちらもすばらしい施策で、私も、もうすぐこの対象のシルバーになるものですから、

登録したいなと思っているんですけれども、今期４,０００万円ほど使われておりますが、

このうちの内訳、特に人件費のところは、どのぐらい使われたのかというのをお伺いした
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いと思います。 

○岡福祉総務課長 内訳としまして、人件費ですけれども、大体３,０００万円ぐらいで

すね。で、これは一応、その会員の会費ではなくて、事務局の、センターのほうの運営の

費用でございます。 

○池田分科会長 ふかみ委員。 

○ふかみ委員 失礼しました。ありがとうございます。こちらについてもアプリの、マッ

チングアプリなどの開発であるとか仕様というのはどうかなと思ってご提案させていただ

きます。理由としましては、先ほどから、ちょっと仕組みがしっかり分からないですけど、

民生委員の方であるとか、ＣＳＷの方であるとか、ボランティアの方々をベースとしたコ

ミュニティづくりも非常に重要だと思っているんですけれども、世代によっては、管理さ

れた状況でサービスを提供されたいという方も増えてきていると思うんですよね、私のよ

うな世代ですと、評価ができるであるとか、コミュニケーションって、言うほど簡単では

なくて、いろんなトラブルの元にもなりますので、こういったアプリを使って、Ｕｂｅｒ

じゃないですけども、評価ができるような状況の下でサービスを受けられる状況というの

があってもいいかなと思いました。いかがでしょうか。 

○岡福祉総務課長 一つの選択肢として、利用したい、応募した発注者側が、そういった

形でお願いをしやすいような環境をつくり上げていくことというのは、シルバーのいろん

なその業務の手段が広がるということでもありますので、非常に有効な手段だというふう

に思っております。 

 一つだけちょっと補足しておきたいのが、昨今フリーランス法が施行されましたけれど

も、やはりシルバーさんというのは業務委託という形で、雇用契約ではなくて、やはりあ

やふやな形態で契約を結んでしまって、トラブルといいますか、契約の内容についてとい

うところですね、そこを回避するために、センターさんがしっかりそこを管理して、守っ

ているといった側面も一方ではございますので、そことの兼ね合いを見ながらですね。 

 ただ、シルバーは会員不足がすごく課題になっておりますので、働く機会として、こう

いった業務も携われるんだよというところを広めていく機会として、今ご提案いただいた

ようなアプリの活用なども、ちょっと検討していきたいなというふうに思っております。 

○ふかみ委員 ありがとうございます。そうすると、先ほどの３,０００万円の人件費と

いうのが業務委託費ということなんですかね。 

○岡福祉総務課長 すみません、委託費ではなくてセンターに対する補助です。すみませ

ん、ちょっと先ほど出過ぎたような言い方をしましたけれども。あくまで連携でございま

す。センターが行っていることに対して、一緒に検討していきたいなというふうに考えて

おります、すみません。 

○池田分科会長 大丈夫ですか。はい。 

 関連で、牛尾委員。 

○牛尾委員 シルバー人材センターのやっぱり担い手がなかなか減ってきているというこ

とについては、この間、大きな問題にはなっていますけれども、やはりこの間、高齢者の

方も、やっぱり働いて収入を得ないと、年金だけでは生活できないという方が増えている、

例えばテレビでもやっていますけれども、そう考えても、やっぱりシルバーの働く方への

報酬というのかな、このシルバーにはね、当然会費がかかりますよね。３,０００円だっ
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けね。それを払って仕事を見つける、仕事を見つけて仕事をやるけれども、やっぱり、も

うちょっと収入が欲しいなという方もいらっしゃると。そうした場合に、なぜか、これは

就労じゃないからね、大変だと思うんですけど、もうちょっと引き上げていくようなこと

もやっていかないと、なかなか集まりにくいのかなと思うんですけれども、そこについて

はいかがですかね。 

○岡福祉総務課長 まさに、おっしゃっていた生きがい活動というのがセンターの趣旨で

はありますので、就業がですね、雇用契約みたいな形でやればいいじゃないかという議論

とのバランスで、ただ、待遇をしっかり整えることというのも、人気を高める手段の一つ

としても考えられると思いますので、ご指摘、しっかり検討してまいりたいと思います。 

○池田分科会長 休憩します。 

午後１時４３分休憩 

午後１時５０分再開 

○池田分科会長 それでは、分科会を再開いたします。 

 ほかの項目、ございますか。 

○えごし委員 私は、２番の介護支援事業のところの、（４）番の紙おむつ支給について、

少し伺いたいと思います。 

 決算額は３,６８０万円ということで、ここのちょっと執行率も、また、ここの部分を

教えていただいてもよろしいでしょうか。 

○辰島在宅支援課長 紙おむつ支給の執行率といいますと、８８％、８９％になります。 

○池田分科会長 ８９％。 

 えごし委員。 

○えごし委員 はい。ありがとうございます。 

 紙おむつも、この物価高騰が高くなる中で、やっぱり値段も上がっている。その中で、

様々のこの支給限度額も毎年上げてきていただいているというふうに思います。この支給

限度額については、今後もその状況を見て上げていくという、上げるというのもあれです

けど、検討していくということでよろしいでしょうか。 

○辰島在宅支援課長 ちなみに、６年度が現物支給で月１万１００円までは自己負担１割

というところで行っていたところが、７年度は１万６００円ということで、今、進めてお

ります。また現金支給につきましても、６年度は１万２,６００円上限だったものを、７

年度からは１万３,２００円ということで、まあ引上げというところをしてございます。

これには先ほどの物価高騰の影響もございます。 

 また今後、どの程度影響があるのか、ちょっと、今の状況で量ることは難しいんですが、

その都度その都度、状況に応じた対応はしていきたいと思います。 

○えごし委員 また検討していただきたいと思います。 

 その上で、一つちょっとお伺いしたいのが、この対象についてなんですけれども、基本

的には要介護認定が、要介護１以上の方で必要な方、あと、もう一つが６５歳以上で要介

護とかなくても、６５歳以上で入院中で必要と言われる方については使われているという

ことで、これ、ちょっと一つ相談というか声があったのが、例えば入院中、必要で補助を

受けていた方も、例えば退院して、これ、病院とか、病気とか、その手術によっては、例

えば前立腺の手術とかをされた方、これは退院されても、やっぱりこのおむつが必要にな
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ってくるというパターンがあるみたいなんですね。そういう手術とか病気によって、退院

した後も必要、ちょっと要介護とかの認定があれば受けられると思うんですけれども、そ

ういう要介護がない方でも、そういう手術とか病気になったことで、退院してからも必要

な方がおられるということで、そういう方についても、ぜひ支給はしてあげていただきた

いなというふうにも思うんですが、そこら辺についてはいかがでしょうか。 

○辰島在宅支援課長 ご提案いただきましたこちらの事業、介護支援事業ということで、

介護保険事業の、保険の外出しのようなところで行っているところがあり、介護、要介護

１以上、あるいは６５歳以上の方で諸疾病等によって入院、常時紙おむつの利用が必要な

方ということで利用対象とさせていただいているところでございます。 

 趣旨としては、ちょっと要介護のところの方の支援という性格がございますので、なか

なか今頂いたところについて、はい、いいえ、というようなことは、ちょっと即答はでき

かねるんですけども、ちょっと他区の状況も踏まえながら、ちょっと余地が、検討できる

のかどうか、考えさせていただきたいと思います。 

 ちなみに他区で、こういった紙おむつの支給を行っている区を比較してみましても、当

区のほうはかなり手厚いほうの部類に入ってございますので、何がかなっているのかとい

うのは、ちょっと引き続き研究・検討してまいりたいと思います。 

○池田分科会長 牛尾委員。 

○牛尾委員 同じ２番の（７）の認知症高齢者在宅支援ショートステイ、事業概要１３５

ページですけれども、これは執行がゼロということで、事務事業概要を見ても、昨年度は

１２７人、３１０日、その前は１９０人、４０６日と。それが突然、今回ゼロになったと

いう大きな理由は。 

○小目高齢介護課長 認知症高齢者在宅支援ショートステイの実績でございます。これは、

過去はジロール神田佐久間町においてこのサービスを提供してきたところだったんですけ

ども、そちらの施設におきまして、ちょっと認知症関係のサービスを縮小したという経緯

がございました。ですので、そのまま、この事業自体は廃止はされておりませんですけど

も、そのまま、ジロール神田佐久間町の中でショートステイを頂くということは厳しい状

況になってしまいまして、ご希望の方については、ジロール麹町のほうに移送して、そち

らでショートステイを頂くと、そういう形で継続をするということになりました。 

 ただ、そういったやり方について、従前どおりのようにいきませんので、ちょっと需要

が下がってしまって実績がなかったと、そういうような経緯でございます。 

○牛尾委員 そのジロール佐久間町が、もうできなくなりましたという大きな要因という

のは何なんですか。 

○小目高齢介護課長 認知症のデイサービスもそうなんですけども、一般のデイと認知症

のデイがありまして、認知症ですと経費が結構かさむんですね、利用者についても自己負

担が大きくなると。そういうところで、必ずしも一般のデイで認知症の方が受け入れられ

ないわけではございませんので、ちょっと敬遠されてしまっていたと。そういうところで、

なかなか実績も、その認知症関係のほうがだんだん下がってきている状況がございまして、

そういった中で、サービスをちょっと一般のほうに切り替えるというようなことになった

という次第でございます。 

○牛尾委員 要するに事業者のほうも金銭的、まあ、スタッフもそうかもしれませんけれ



令和 7年10月 2日 予算・決算特別委員会 文教福祉分科会（未定稿） 

 ３５ 

ど、負担が大きいと。利用者は、負担があってもこれだけ利用、ニーズがあるわけだから。

だけれども、事業者の負担が大きくてやめてしまったということですか。そこへの対策支

援というのは行えなかった。麹町も、これを見ると事業廃止という形になっているでしょ

う、これを見ると。今後はどうしていくおつもりなんですか。 

○小目高齢介護課長 この負担感のところでございますけども、事業所についても、その

ほかのサービスに集約していきたいというインセンティブがある一方で、利用者の方につ

きましても、利用料金が高いので、あえて認知症のほうを選ばなくてもというところで、

認知症のサービス自体がなくなってきてしまったというところでございます。 

 ただ、ショートステイ事業自体は残っておりまして、これは神田佐久間町での実施とい

うことなんですが、場所を、ちょっとややこしいんですけども、廃止をされている麹町の

ほうに移して、移動していただいて、そちらで提供するという形の継続はございます。た

だ、この流れがなかなか分かりづらいところもあるせいか、ひょっとしたらその利用者に

十分に周知されていない、ほかの認知症サービスが縮小してしまいましたので、それに伴

って、このショートサービス自体もなくなってしまったのではないかと、そういうような

懸念もありますので、いま一度事業者のほうには、この認知症ショートステイについては

継続しているというところを、いま一度ちょっと周知活動のお願いをも今しているという

ところでございます。 

○池田分科会長 はい。続けて、どうぞ。 

 おのだら委員。 

○おのでら委員 ５番、長寿会助成について伺います。事務事業概要１４３ページです。 

 こちらを見ると、６０歳以上の人口も７０歳以上の人口も昨年よりも増えている。そん

な中で会員数というのは減っているんですね。加入率だけではなくて、会員数自体減って

しまっているという状況なんですけども、それについてはどのようにお考えになっていま

すでしょうか。 

○岡福祉総務課長 会員数が減っている状況で、長寿会という活動が、ここに参加するこ

とによって本人の生きがいといいますか、様々な活動の機会を提供するような場にもなっ

ているというふうに思っておりますので、地域の様々な関係者、町会であったりとかとの

連携によって、できれば、これを持続して、こういった目的にかなうような場として持続

的に存立させていきたいというふうなところでは考えております。 

○おのでら委員 年々加入率が下がっているということは、その活動内容がちょっと時代

に即していなかったり、あるいは何らかの事情で伸び悩んでいるというか、会員数が減っ

てしまっている事情があると推測されるんですけども、この中でも、例えば麹町の長寿会

は、６０歳以上の１ .２％しか入っていなかったりして、その一方で、万世呉竹会は９ .

５％と高い、この中でも特に突出して高いんですけども、その万世呉竹会でやっている試

みというのは、特別なものとかはあったりするんでしょうか、活動の特別性というか。 

○岡福祉総務課長 すみません。ちょっとこの場ですぐに明言できるようなものはありま

せんで、ただ、そうした活動が活発なところというのは日頃の、イベントに限らず日頃の

活動の中で様々な工夫をされているところだというふうに思いますので、ちょっとそこの

研究をしっかりしていきたいなというふうに思います。 

○おのでら委員 そうですね、万世については特に７０歳の１３％が参加されているとい
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うことで特に高いんですね。ぜひ、こういった成功事例というか、そういったところを参

考に、ほかの場所についての長寿会の活動とかも見直しつつ、この加入率が上がるように

検討いただければと思います。よろしくお願いします。 

○岡福祉総務課長 ありがとうございます、しっかり検討してまいります。 

○池田分科会長 はい、このページはいかがでしょうか。 

 牛尾委員。 

○牛尾委員 これ、あんしんセンターというのは、この、どこにあるのかね。あんしんセ

ンターの事業というのは、この介護支援事業の中に入るのか。ごめんなさい。どこでかな

と。介護会計なのかな。 

○池田分科会長 ちょっと休憩します。 

午後２時０１分休憩 

午後２時０２分再開 

○池田分科会長 分科会を再開いたします。 

 このページでほか、質疑はございますか、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 それでは、このページを終了して、次に１７０ページから１７１ページ、

７番のいきいきプラザ一番町管理運営から、１２番、介護人材確保・定着・育成支援につ

いての委員からの質疑を受けます。 

○おのでら委員 １１番、介護施設等助成のところで、ＴＨＥ ＢＡＮＣＨＯ土地賃借料

助成について伺います。 

 これも毎年伺っているところであるんですけども、都の補助がなくなったり、そういっ

たところでどんどんこの賃借料が上がっているところだと思います。確認したいのが、こ

れ、国有地の定期借地だと思うんですけども、賃料改定の条件というかタイミングという

のはどのようになっているんでしょうか、一定なんでしょうか。 

○小目高齢介護課長 ３年に一度の改定となってございます。直近ですと、令和５年の９

月に改定をされてございます。 

○おのでら委員 そうすると、令和８年の９月に改定時期を迎えると思うんですけども、

こちらで改定になるときの何かベースとか、そういったものは契約上どのようになってい

るんですかね、公示地価をベースとするのかどうなのか、改定条件、契約条件。 

○池田分科会長 契約改定のときにまた変わるようなことがあるのか、何か基準があるの

か。できる。はい。 

 高齢介護課長。 

○小目高齢介護課長 まず、正式な国からの通知というところで示されるものでございま

すが、ちょっと今、未確認でございますけども、その当初の覚書、契約書の中に、そうい

った国の考え方のベースが記されているかというふうに記憶してございます。 

○池田分科会長 おのでら委員。 

○おのでら委員 国からの一方的な通知で賃料が決まるということですかね。ある程度の

交渉の余地というのはあるのでしょうか。 

○小目高齢介護課長 交渉の余地、その考え方に基づいて、基本的には自動的に積算され

ますので、それについて、あまり区のほうから異議を申し立てるというのは、なかなか難
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しいところかなというふうに推察されます。 

○おのでら委員 公示地価がすごく上がっていて、この１年だけで二番町の辺りは１０％

上がっているんですね、１年だけで。３年に一度の改定なので、かなり賃料は上がるんじ

ゃないかという懸念があります。令和１０年からさらに補助がなくなるんですかね、そう

するとまた区の負担も増えて、さらに賃料上昇で負担が増えてしまうと、この支出という

のはかなり増えるんじゃないかなという不安があります。 

 都の補助金が切れてしまったとかそういう点もあると思うんですけども、国とか都とか

にさらに補助を出してもらうとか、あるいは、その定期借地の条件を変えてもらう、３年

に一度とかではなくて、もっと伸ばしてもらう。この介護施設ということの事業性を踏ま

えても、やっぱり長期に安定して区としても補助していきたいし、運営もしていきたいと

いう思いがあると思いますので、ここは、ちょっとやっぱり３年に一度とかではなくて、

地価の変動の影響を受けなかったりとか、あるいは補助金をもうちょっと出してもらうと

か、そういったところの補助が必要だと思うんですけども、いかがでしょうか。 

○小目高齢介護課長 現行は、その覚書なり協定書にのっとって、その考え方で一度整理

されたものでやってきてございます。ですので、その条件変更については、また協議とい

いましょうか、両者合意がなった暁には可能になるかと思いますけども、ちょっと今の段

階で、どこまでその区の意向を取り入れていただけるかというのは、国のほうについても

不利益になるところもあるかと思いますので、ちょっと難しいところがあるかなと思いま

すが、どういった方策ができるかというのは、中でちょっと考えさせていただければとい

うふうに考えてございます。 

○おのでら委員 はい。ありがとうございます。契約の条件が変えられなくても、その分

補助を何とかうまく出してもらうとか、そういったことは工夫ができるかと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○池田分科会長 このＴＨＥ ＢＡＮＣＨＯについては、そうやって土地のほうはしっか

りと支援はしているけれども、一方で、この介護施設の運営助成もかなり行政、区のほう

で負担はしているというところもありますから、土地代が上がるけれども業務はしている

けれども、しっかりとサービスは向上していただきたい、維持も含めてだけれども、そこ

の辺りも区のほうで、所管のほうで、何だろうな、少し監督というか、チェックができる

のかどうかというところはいかがなんでしょうかね、今後も、引き続きというか、お金だ

け出すんではなくてという意味もあるんですけれども、いかがですかね。 

○小目高齢介護課長 直接的な許認可権限等は区は有していないところはございますが、

一般的な、何か施設等に要望がある際は、区にもお声を寄せられまして、そういったのが

これまでの中でこれまでの関係性の中で個別に調整をしてきたというところもございます

ので、ちょっと、確かに公費としては大変大きな額を、一定の額を投入しているというと

ころもございますので、施設のほうには、区民の利便性が上がるように、そういった調整

は引き続き行っていきたいというふうに考えます。 

○池田分科会長 よろしくお願いいたします。指定管理ではないんだけれども、あそこの

１階のフロアなんていうのは、コロナ前のときには、しっかりと区民と一緒に交流ができ

るような場所でという話も当然ありましたから、地域との連携というのも大事ですし、そ

このところは引き続き経営、重視していていただきたいと思います。いかがでしょう。 
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○小目高齢介護課長 既に、その１階のホールについて、コロナを契機に地域開放が縮小

してしまったという声も頂戴してございまして、そちらは事業者のほうに展開いたしまし

て、事業者のほうからは、再開に向けて前向きな回答と、既に一部対応しているという声

も聞いてございますので、そういった調整は引き続きさせていただきます。 

○池田分科会長 はい。（発言する者あり）１１番の介護施設助成、等助成だったか。 

 小枝委員。 

○小枝委員 はい。関連で伺います。 

 土地賃借の話ですけれども、これ、５０年定借。（発言する者あり）ね。なわけですよ

ね。で、福祉目的の土地を購入するときには、財政調整で見るというようなことではなか

ったかなというふうに思うんですけれども、また交渉事だから、それもメニューは言えな

いと言われちゃうかもしれないんだけども、ちょっと、買うと見てもらえるけれども、借

りると見てもらえないというようなことだと、ちょっと具合が、バランスが悪いような気

がしたんですけど、ちょっと私の認識違いですかね。 

○池田分科会長 分からない。 

 ちょっと休憩します。 

午後２時１０分休憩 

午後２時１１分再開 

○池田分科会長 分科会を再開いたします。 

 答弁からお願いします。高齢介護課長。 

○小目高齢介護課長 （７４文字削除） 

○池田分科会長 小枝委員。 

○小枝委員 はい、分かりました。 

 それで、非常に賃料というか、これ、何というのかな、入所費というの、措置費か。じ

ゃない、何という、今、何というんですかね、高い、負担が大きいというような意見があ

る一方、ここができたおかげで、以前よりもすっと入れることは増えた。うん、非常にそ

こは感謝されているところだと思うんですけれども、負担が多い。それから、ほかのジロ

ールとかに比べると、やや、やっぱクローズ。うん。そこのところをどうしたらいいのか

という、家族会とかそうしたところから具体の要望が上がってきていないかなと。これか

ら改善すべきところは、できることは改善するという立場だと思うんですけども、どんな

ことが上がってきているのかというところをちょっと聞いておきたい。 

○池田分科会長 休憩します。 

午後２時１２分休憩 

午後２時１５分再開 

○池田分科会長 それでは、分科会を再開いたします。 

 答弁からお願いいたします。高齢介護課長。 

○小目高齢介護課長 お時間を頂戴いたしまして、失礼いたしました。 

 現在も、なかなか東京都のほうに権限がある中でも、実情として区のほうに様々な声が

寄せられまして、その中で、改善できる苦情については区のほうで改善を促しますし、な

かなか区のほうで直接的なもの、難しいものについても、定期的に施設長等とお会いする

機会もございますので、そういった中で改善を、ご相談という形でお願いしているという
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状況でございます。（発言する者あり） 

 あと、先ほどご質問の中でございました特別調整交付金のところにつきましては、ちょ

っと訂正をさせていただきたいと思います。失礼いたしました。 

○池田分科会長 はい。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

○牛尾委員 私は１２番の介護人材確保・定着・育成支援のところですね。 

 まず、（１）番の介護保険施設等人材確保・定着・育成支援５,７００万円ですけれど、

これ、７施設で行われてます。具体的にこの人材確保をするために、それぞれの施設でど

のようなことに使われているのかというのは分かりますか。 

○小目高齢介護課長 こちらは介護施設を対象といたしまして、特別養護老人ホームです

とかそういったところ主に、ほかの施設もございますけど、２４時間稼働しているような

施設を対象としてございます。人材確保といたしまして、派遣職員の方を雇用する経費で

すとか、あるいは労働環境の改善といたしまして、一部こちらも契約職員、非常勤職員等

を正規職員とする取組に対しての補助、あるいは人材育成といたしましては、施設のほう

で研修等を行ったときに、そちらに対する経費を補助しているというものでございます。 

○牛尾委員 派遣の方とか人材育成へのお金というのはよく分かりました。なかなか、そ

うはいっても、介護の人材不足の大きな要因というのはやっぱり給与、これはもう報酬で

決まっているから、なかなかね、抜本的に上げるというのは無理なんだけれども、例えば

なんとか手当、なんとか手当ということで活用するということは可能なのかどうかという

のはいかがですか。 

○小目高齢介護課長 委員おっしゃるとおり、介護報酬という枠組みの中で、基本的には、

公定価格ではないですけども、そういったもので決まっているところでございますので、

そちらを区が直接的に、同じような名目で補助するというのは難しいというところではご

ざいます。 

 そういった中で、現状ですと、労働環境の改善というところで、一部家賃補助、こうい

ったような取組は、既に現行の枠組みの中でも行っているというものでございます。 

○牛尾委員 例えば、その家賃補助の場合は、施設がどこかを借りて、そこの施設から家

賃を出すということで可能なんですけども、例えば、通ってこられる方への交通費補助な

んていうのは当然出ているんですよね、交通費とかそうしたものには。 

○小目高齢介護課長 そうですね、他区から通っていらっしゃる方については、企業が交

通費等を支給してはございますが、現状、区のほうで、それに対する補助というものは用

意がないという状況でございます。 

○牛尾委員 うん、なるほど。それを前提に、この支援によって、大体区の介護施設の人

材というのは、十分確保されているということでよろしいんですか。それとも、まだまだ

努力が必要だということなんですか。 

○小目高齢介護課長 人材紹介会社を利用いたしまして正規職員を雇用する取組、こちら

についての補助もございます。こちらについては、令和６年度、合計１４名の雇用があっ

たというところではございます。ただ、１４名というところもございますし、業界押しな

べて介護人材が不足しているという状況もございますので、こちらをもって全て万全だと

いう認識も区にはまだないというところでございます。 
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○池田分科会長 ほかはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 それでは、ここのページ、１７０から１７１ページを終わります。 

 次に、１７２ページから１７３ページ、１３番のよろず総合相談から、１８番、高齢者

福祉一般事務費について、委員からの質疑を受けます。 

○牛尾委員 話題になった地域包括支援センター、あんしんセンターですけど…… 

○池田分科会長 よろず相談ですね。はい、どうぞ。 

○牛尾委員 よろず相談のところですね、１７２ページですね。 

 すみません、今、ちょっとあんしんセンターの人数を教えていただけますか。 

○辰島在宅支援課長 職員の数ということで。 

○牛尾委員 そうね、職員の方と相談員の数とか。 

○辰島在宅支援課長 職員の数で言いますと、あんしんセンター、麹町のほうが、４月時

点ですけど１２。で、神田が９ですね。 

○牛尾委員 この１２人の方、９人の方、これ、全員が相談活動をされているわけじゃな

いですよね、実際に出向いていって、そこはどうなんですか。 

○辰島在宅支援課長 ちょっと、どなたがどの役を帯びているかまでは、ちょっと詳細は

つかみかねるのですが、それぞれ資格を持たれている方の中で、そういう相談業務のほう

は従事していただいていると思っております。 

○牛尾委員 私も、あんしんセンターの方ね、あんしんセンターに電話して、いろんな対

処をお願いするわけですけれども、結構やはり、お一人というかな、センターが抱える

方々との相談というのは多いんじゃないかなというのを伺っているんですけれども、そこ

については、区としてはどのような認識を持っていらっしゃる。 

○辰島在宅支援課長 恐らくいろいろ、このご時世ですので、多様な相談事というのは、

それぞれのあんしんセンターに舞い込んでいると思います。その中で、皆さん本当によく

頑張ってくださっている、ここはもう感謝でしかないんですけれども、その中で、今現在、

いっぱいいっぱいですといったような相談、ちょっと人手が厳しいですというような相談

というものは受けておりません。 

○牛尾委員 うん。はい。それなら安心なんですけれども。例えば、そのあんしんセンタ

ーの方が相談に行きますと、既に介護認定を受けて、特養とかを利用したほうがいいです

よと、ショートステイなんかを利用したほうがいいですよとなるじゃないですか。その際、

ご本人がそうしたところに行きたがらないというケースがままあるんですよね。で、旦那

さんだったり奥様だったりが、もう困り果てていると。あるいは、ご子息の方々が、本当

はもうそういうところを利用してほしいんだけれども、ご本人が嫌だと、家がいいという

ところで、結構困り果てているという話もよく聞きます。そうした対応もあんしんセンタ

ーでなさっているとは思うんだけれども、そういう場合、結構時間がかかると思うんです

よね、相談にね。そこについての支援なりというのは必要なんじゃないかなと思うんです

けれども、いかがですかね。 

○辰島在宅支援課長 そうですね、今おっしゃったような、なかなか込み入った事情の相

談事、困り事というのは、なかなか解決するにも時間がかかるかと思います。ただ、どう
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しても、やはり高齢者の方が安心・安全に地域で暮らしていけるような手段というものを、

いかに、やはり本人、あるいはご家族の方のご意向も尊重しながらやっていくと、やっぱ

り、そんなに早急な解決というのはなかなか難しいのかなと。ただ、なるべく、あんしん

センターだけに負担を負わせるのではなく、区も関与いたしますし、あるいは、それぞれ

地域の見守り、見守ってくださっている方々のお知恵も借りながら、その方にとって何が

一番よろしい暮らし方なのかは常に考えながら、支援のほうは続けていきたいと思います。 

○牛尾委員 よろしくお願いします。 

 中には、そうした相談の中で、ちょっと相談に乗る方というかな、の言い方がまずくっ

て、もう気を悪くしちゃったという話を私聞いているんで、結構負担はあると思うんです

けれど、丁寧な対応をぜひお願いしたいと思います。 

○辰島在宅支援課長 先ほど顔の見える関係、信頼を築き上げてきているというようなお

話を差し上げたところでございます。その中で、やはりそういうコミュニケーションの取

り方というのは、やはり人それぞれですし、そのときの気持ちですとか、体調ですとかに

もいろいろかと思いますので、そこはやはり、これまでもそうですし、これからも、より

丁寧な対応を心がけていきたいと思います。 

○池田分科会長 小枝委員。 

○小枝委員 項目が、高齢者相談支援とかぶってもいいというか、大きく言えば１３、よ

ろず総合相談ですね、はい。非常に２４時間対応で応じてくれているということと、土日

も稼働してくれていますよね。これ、ここですよね。ケースによるんでしょうけども、非

常に、本当に助かることは多いというか、個別対応をすごくよくしてくださっている、拠

点になっていると思うんですね。９人、１２人というこの体制では、本当にこれ、夜中も

いますよね。私、真夜中に電話したことはないんだけど、相当負担になっているんじゃな

いかという気がしているんですけれども、それは、そういった声はないですか。 

○辰島在宅支援課長 先ほど申し上げたあんしんセンターは、包括支援センターで従事し

ている方の人数を申し上げました。で、２４時間３６５日対応しているのは相談センター、

かがやきプラザにある相談センターなんですけれども、そちらはまた別に、それぞれ神田

と麹町で人数の配置をしてございます。その中で２４時間体制を取っております。 

 今のところ、先ほどと同様、仕事がかなり逼迫しているというようなことでの相談等は

受けておらない状況でございます。 

○池田分科会長 今のは、高齢者生活環境整備支援のところになるか、事務事業だと１４

９になるのかな、違う。決算書だとどこに値しますかね。（発言する者あり） 

○辰島在宅支援課長 相談センターで言いますと、例えば、高齢者総合サポートセンター

のところに入っておりました。事務事業で、例えば相談件数とかでいいますと、事務事業

概要の１６２ページとかそういうところで、この実績のほうは載せさせてもらっておりま

す。それと、先ほど部長のほうからのお話、事業でちょっと飛んじゃっているので、そこ

でここというふうに、ピンポイントのものはちょっとないものですから、ちょっと申し訳

ございません。 

○池田分科会長 小枝委員。 

○小枝委員 ページを過ぎちゃっているのね、閉じちゃって、終わっているところだから。

これはいつの機会でも言えることだとは思うんですけれども、連携を取りながらやってく
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れているんだろうとは思います。それで、ついそうすると、そっちの高サポのほうにね、

行っちゃっているかもしれませんね、私たちなんかは、そこのほうが連絡しやすいという

こともあってですね。そこの連携がうまく取れているんでしょう。 

 ただ、このよろず相談というところになると、もう恐らくこれも議論のときが過ぎたん

だとは思いますけれども、相当、何でしたっけ、苦労して、法人も何度も替わって、なか

なかよろず相談する窓口にならないということで苦労したところですよね。今現在は安定

しているのか、たしか障害者に関しては、錦町の施設ができると、そちらのほうに一括さ

れていくであるとか、何かそういった説明を聞いたことがあるんですけれども、たしかあ

そこの平川門の前にあるところですよね、そこが本当によろず相談としての機能を。 

○池田分科会長 小枝委員、そこは、またちょっと違うよろず相談になりますので。 

○小枝委員 あ、そうなんですか。 

○池田分科会長 はい、高齢者と障害者と違うので、別で。 

○小枝委員 こちらは障害者なんですか。 

○池田分科会長 はい。 

○小枝委員 分かりました。じゃあ、結構です。 

○池田分科会長 はい、このページはいかがでしょう。 

 ふかみ委員。 

○ふかみ委員 １５番、認知症支援サービスについてお伺いします。事務事業概要の１６

６ページになります。 

 実は、私、ここに記載されている、ゆるゆる寄り添う「すきま時間介護セミナー」とい

うのは、私がボランティアでやったセミナーなんですけど、参加させていただきました。

内容的には本当にすばらしいプログラムで、一流の先生が来てくださって、学ぶことがた

くさんあったすばらしいプログラムなんですけれども、１７７ページを見ていただきます

と、サポーターの数が年々、初めは２,０９２名だったんですけれども、だんだん１,４４

４、１,４４０名と下がってきているんですけれども、こちらはどのような課題があると

ご認識されていますでしょうか。 

○辰島在宅支援課長 今のご指摘でございます。認知症サポーターの数というところなん

ですが、こちらの、この年度ごとに受講された数です、登録された数というよりは、なの

で、人数としては増えているという認識でございます。はい。 

○ふかみ委員 うん、うん、受講者が、受講者の人数が毎年減っているのは、どのような

理由だとお考えでしょうか。 

○辰島在宅支援課長 まず、確かに少しずつ減少傾向にあるようですけれども、当初から

かなりの数、既に受講いただいている方も多うございますので、確かに委員ご指摘のとお

り漸減傾向にはございますが、十分こちらは機能しているんじゃないかと思っています。 

○ふかみ委員 私も、この認知サポーターの認定書を頂いていまして、活動していた者な

んですけれども、なかなか活動するのが、この講座を受けた後の活動に結びつけるところ

であるとか、この受講する意味みたいなものが難しいというところがありまして、そうで

すね、認知症の症状というのが、覚えたことを忘れるのは老化なんですけれども、覚えら

れないというのが認知症なんですよね。なので、本人自体は全く、何というんですかね、

思い出せないことであるとかそういうことには違和感はなく、徐々に徐々に覚えられない
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状況が続いていくわけなんですよね。 

 なので、この全体の認知症支援サービスが、その認知症の方々へのサービスではなく、

認知症を支える家族であったり、認知症の方々と相対するようなお商売をやっていらっし

ゃる方、例えば、旅館やホテルで働いていらっしゃる方であるとか、宅配で届ける方であ

ったりとか、ショップだとか、ケータイショップ、そういう方に対して認知症とは何かと

いうのを広めるような活動であると、とても内容がすごくいいので、多くの方に知ってい

ただけるんだと思うんですけれども、この開催が昼間の時間で、結構長く取られるんです

よね。なので、なかなか受講できる人ってすごく少なくて、できればオンラインであると

か、いつでも受講できるみたいな形にしていただくと、このプログラムの意義みたいなも

のがより高まるのではないかと思いましたが、いかがでしょうか。 

○辰島在宅支援課長 まず最初に、認知症のサポート予測講座を受けた後の方が活動する

機会がなかなかないというお話がございましたけれども、まず、認知症サポーターになっ

ていただいて、まずは認知症のことを知っていただき、そばにいる方のことを気にかけて

いただく、まず、そこから入るものでございます。さらに踏み込んで、ボランティアとし

て活動していただく、認知症の方、あるいはその家族の方とも、より身近に何か接してい

ただくような方ということで、今、オレンジサポーター登録制度というのを行っておりま

す。こちらはまた、やっぱりステップアップ講座というものを受けていただくことにはな

るんですけれども、そういったことで活動していただけるような機会というのは取らせて

いただいております。 

 また、なかなか今、認知症サポーター養成講座につきましては、先ほど平日のお昼とい

うこともございましたけど、こちらは社会福祉協議会の研修センターが主催、実施してお

るところなんですが、実際、土曜日に行う体制ということもございますので、ただ、その

オンラインというのが果たして、それでの研修というのが成立するものかどうかがちょっ

と、私もこの場ではちょっと分かりかねるので、そういう曜日とかでちょっと工夫とかを

研修センターのほうもしておりますので、少しでも多くの方々に認知症サポーターという

ことを知っていただいて、一人でも多くの方が受講していただけるというようなことは、

引き続き取り組んでいきたいと思います。 

○池田分科会長 そのサポーター養成講座については、確かに、今、課長が言っていたん

ですけれども、やっぱり千代田区民の方じゃなくって、平日の時間の昼間だと、会社員の

方がお勤めの途中に受けたりとか、ご自身が、認知症の患者、家族がいるのが他区だった

り、ご自宅が違ったりとかということで、千代田で受けるけれども、また自分の自宅のほ

うでの活動をしたいという方もいらっしゃるので、できれば、これ、せっかく社協さんも

連携してやっていることで、区民の方、町会も含めて、民生委員の方も含めて、こういう

サポーター養成講座がありますよというのを少し啓発していただいてもいいのかなと思う

んだけれども、その辺りはいかがでしょう。 

○辰島在宅支援課長 ご提案ありがとうございます。これまでも町会さんのほうに働きか

けたり、ご案内をするという機会もあったと思うんですが、引き続きいろんな方々、特に

区民の方の中で、なっていただける方というのも、ちょっと掘り起こしのほうも、さらに

していきたいと思います。 

○池田分科会長 はい。関連で牛尾委員。 
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○牛尾委員 この認知症のサポートという点では、うちの子どもが、児童館で行われたキ

ッズサポーター講座、これに参加をしてね、どこまで分かったか分かりませんよ。ただ、

非常に面白かったみたいなことは言っているんですね。確かに小学生だから、すぐに、そ

うした認知症の方のサポートというのは難しいかもしれませんけれど、やはり認知症の方

の状況だったり、大変さだったりというのを、こうした子どもたちが知っていくことによ

ってね、その子が大きくなると、しっかりとしたサポーター等の養成講座につなげていく

ということも可能だと思うんですよね。これは子ども部とも連携して、やっぱりそうした

学童なり小学校なりでのこうした講座というのも一つ行ってもいいんじゃないかなと思い

ますけれども、いかがですか。 

○辰島在宅支援課長 ご提案ありがとうございます。キッズサポーターということで、小

学生の方なども対象に、これからまた、そういった若い方がこれから世の中を担っていく

ようなことでもございますので、そういった方々にもやっぱり今のうちから、早いうちか

ら認知症について知っていただくということは、やっぱり知っていただく、関心を持って

いただくということはとても大事なことだと思っております。 

 今ご提案いただいたことも、どの程度できるかどうかはありますけれども、ちょっと検

討させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○池田分科会長 ふかみ委員。 

○ふかみ委員 説明が私のほうでうまくできなかったと思うんですけども、このサポータ

ー、認知症カフェの養成講座を出ると、出口が、カフェをつくってみましょうという出口

なんですよね。その出口の非常にハードルが高いんですよね。それは、見守ろうとする周

りの人たちが、そういったことの活動の余裕があるかというと、なかなかそこは難しいと

ころがありまして、そういう意味だと、ハードルの低いメニューが用意されているである

とか、本当に困っているところでサポートができるような取組になっていくといいなと思

いました。ご検討いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○辰島在宅支援課長 ご提案ありがとうございます。一方で、また実際、ボランティアと

して関与していただくには、やっぱり一定程度責任とか、あるいは、より深い知識とかが

必要なのかなと思うと、なかなか、今、ステップアップ養成講座のほうで組ませてもらっ

ているカリキュラム、こちらのほうは修了していただくことが今のところは肝要なのかな

と思っております。まずは、認知症サポーターとして、認知症について、取っかかりをつ

かんでいただいて、その上で、またさらに何か活動していきたいなという方がいらっしゃ

いましたら、引き続き、さらにその先を、それがオレンジサポーターなのかもしれません

し、またほかにも活動の方法というのがあろうかと思います。その中で、またよりよい、

何だろう、方向というのは、それぞれでまた導き出していけたらいいのかなと思います。

よろしくお願いいたします。 

○えごし委員 関連。 

○池田分科会長 はい。関連でえごし委員。 

○えごし委員 すみません、一つだけ確認で、さっきの牛尾委員からのキッズサポーター

のところですけれども、千代田区のホームページのキッズサポーター養成講座のところに

は、一応授業の一環とか、課外活動や地域の子どもたちが集まるとかでも、ぜひ受講をご

検討くださいというふうに書かれてあるんですけれども、そういう意味で、また学校とか
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とはそういうお話をしたり、こういうのがありますよというのは情報提供したりとかとい

うのは、現時点ではまだしていないということですかね。もう、されている。 

○辰島在宅支援課長 正式に何か申入れをしているというところはございませんけれども、

情報のほうは差し上げたりはしてございますけれども、今回こういったご意見、ご示唆を

頂きましたので、またさらに、ちょっと一歩踏み込んだ形での周知なり、取組もちょっと

検討させていただければと思います。○池田分科会長 ほかはございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 それでは、目の１、高齢者福祉費を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

午後２時４２分休憩 

午後２時５２分再開 

○池田分科会長 休憩前に引き続き、分科会を再開いたします。 

 続いて、目の２、障害者福祉費の調査です。決算参考書、１７２ページから１８１ペー

ジです。 

 あ、失礼いたしました。先ほどまでのところでの答弁の修正がございました。大変失礼

しました。 

 高齢介護課長。 

○小目高齢介護課長 ＴＨＥ ＢＡＮＣＨＯの土地賃借料助成のところにおける小枝委員

へのご答弁について、修正をさせていただきたいと思います。 

 事業の財源につきましては、区の持ち出しが最小限となるように最大限努力を払ってま

いりたいというふうに考えてございます。失礼いたしました。 

○池田分科会長 はい。 

 それでは、もう一度、次に、目の２、障害者福祉費の調査です。決算参考書１７２ペー

ジから１８１ページです。執行機関から説明を要する事項はありますか。 

○緒方障害者福祉課長 障害者福祉課から２事業を説明させていただきます。主要施策の

成果４９ページ、障害児等への支援関連事業拡充について説明させていただきます。こち

らは障害児に関わる五つの事業を拡充したものでございますので、決算参考資料１７４か

ら１７７ページ、事務事業概要は２４４から２６４ページにまたがります。 

 障害福祉サービス等を利用する際は、国が定めた基準などにより、世帯の所得に応じた

一定の利用者負担が生じます。令和６年度からは、障害児等が当該障害福祉サービス等を

利用した場合の利用者負担額のうち、これまで世帯の所得に応じ生じていた負担額分を、

世帯の所得にかかわらず、区独自に負担額分をゼロとすることで、障害児等を養育してい

る保護者の経済的負担を軽減いたしました。 

 続きまして、決算参考資料１７８、１７９ページ、事務事業名、障害者の新たな就労機

会創出事業についてご説明させていただきます。主要施策の成果は５０ページ、事務事業

概要は３２３ページでございます。 

 働く意欲がありながら、就労に結びついていなかった外出困難な重度障害者等の新たな

就労機会を創出するため、自宅からでもパソコンやスマートフォンなどの操作により就労

できる分身ロボットｏｒｉｈｉｍｅの活用を実証的に実施いたしました。設置場所は、障

害者福祉センターえみふる受付、平河町にございますちよだんごカフェの２か所、パイロ
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ットと呼ばれます操作者は、外出が困難な身体障害者、精神障害者、発達障害による外出

困難者の計７名が、分身ロボットを通じて、受付業務や商品の案内などの接客業務を対応

いたしました。 

 説明は以上でございます。 

○池田分科会長 説明が終わりました。 

 この、障害者福祉費も事業が多いので、ページを区切って質疑を受けたいと思います。 

 まずは１７２ページから１７５ページ、１、障害者への理解促進と合理的配慮の推進か

ら、から３番、地域生活支援事業について、委員からの質疑を受けます。 

○小枝委員 １７２ページのところ、障害者の理解促進と合理的配慮の推進のところで伺

います。よろしいですか。 

 障害者差別解消法ということで、民間にも義務づけになったという年度になっている段

階で、そんなに難しいことじゃないんで聞いてもらいたいんですけれども、新宿区なんか

に行くと、音で、右に行くと何がある、左に行くと何があると、その音で知らせてくれる

ような案内があります。この千代田区の本庁舎なんですけれども、本庁舎そのものが白杖、

白い杖を持って入ると音が鳴るらしいんですけれども、そういった、何というんですかね、

合理的配慮というのは、非常に不都合だと思った人が苦情を申し立てて、差別のないよう

な段差を解消していくという方法だけれども、やっぱり行政自らが、この本庁舎における

障害の種類ですね、車椅子とかは結構よくなったと思うんですけれども、やっぱり視覚障

害、聴覚障害という観点からすると不安だという声を結構聞きます。 

 で、その点、区のほうで、今回の予算で言うと８８.１６％、これ２億４,０００万円の

予算で、２億１,０００万円の支出ということで、頑張っていらっしゃるとは思うんです

けれども、自ら総点検をかけていくということをする余地もあるんじゃないかというか、

むしろやったらどうかと。すごく災害時でも、やっぱり不安だという声を聞くんですね。

幾ら何かが鳴っても聞こえないという場合、デジタルサイネージじゃないけれども、こう

いう電光でサインがね、見れば分かる。そういった調査として最低限の配慮というものを

総ざらいしていく必要があるんじゃないかということを、まずここで申し上げておきたい。 

○緒方障害者福祉課長 小枝委員から、来庁された方へのそういった配慮について総点検

をすべきではないかというご質問を頂戴いたしました。事務事業概要２３１ページのほう

に、私どもが合理的配慮をしております物品の配備などを記載しております。 

 確かにご指摘いただいたように、何か骨伝導イヤホンを準備しましたとか、そういう代

筆サービスのほうを施設に表示を提示しましたとか、確かにカウンターにいらっしゃった

とかそういう方を想定した物品などの準備には、これまで力を入れたところでございます

けれども、おっしゃったとおり、令和６年度から合理的配慮が事業者に義務づけされたと

いうこの時点で、改めて総点検をされてはどうかというご意見につきましては、確かにそ

ういったご指摘、ごもっともだと存じ上げますので、これはまた政策経営部とも相談しな

がら対応できたらと思っておりますので、ご指摘どうもありがとうございました。 

○小枝委員 そうですね。日進月歩で確かに進んではいるんですけれども、やっぱり当事

者目線で見たときに、これ、障害者福祉課のほうとしてもつながっている団体、幾つか今

あると思うんですね。そうしたところに聞きながら、視覚障害がある人は、今年なんです

けど、デフリンピックがあるわけだから、そういった障害当事者にとってどういう在り方
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がいいかということを確認することは容易なことだと思いますので、そうした視点を持っ

て、言われるのを待つのではなく、総ざらえをしていただければ、この予算もさらに生き

ていくんじゃないかというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 四谷のほうに日本視覚障害者職能開発センターというのがありまして、これは後でお渡

ししますけれども、私、ここに行ってみたことがあるんですけども、非常にいろんな情報

が集まっているということもありますので、ぜひこの機会にですね、１年１年と前に進む

ようにお願いをしたいというふうに思います。再度、答弁いただければと思います。 

○緒方障害者福祉課長 私ども障害者支援協議会の中に、相談部会で差別解消部会という

のを持って、実際に障害をお持ちの方ですとか学経の先生に入ったそういった部会で、

様々な議題について議論してきているところでございますが、そういった機会にも小枝委

員ご指摘のようなことも含めて議題に上げていきたいと思います。ご指摘ありがとうござ

いました。 

○池田分科会長 はい。 

 ほかどうぞ。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。それでは、ここのページを終わります。 

 次に、１７６ページから１７７ページ、４の障害者福祉事業及び５の各種手当について、

委員からの質疑を受けます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 それでは、次に、１７８ページから１８１ページ、６の障害者よろず相

談から１６の障害者福祉一般事務費について、委員からの質疑を受けます。 

○小枝委員 先ほどはすみません。フライングいたしました。 

 事務事業概要３０５ページ、令和６年で８ ,１７２万が令和７年で７,９７４とやや減っ

ているわけですけれども、今回の執行率は９９ .８４％。この事業について、様々紆余曲

折がありましたが、相談業務というのは非常に重要で、いろいろ努力してきたと思うんで

すけれども、今後、錦町ができていくような日程に当たって、何か拡充、あるいは整理整

頓されるような予定があるのか、今の現状を含めて若干ご答弁いただければと思います。 

○緒方障害者福祉課長 ご案内のとおり、令和６年度から、パレスサイトビルにあります

障害者よろず相談を、Ｌｉｇｈｔという、新しい江戸川区で実績のあった事業所のほうに

委託しまして、令和６年度から新しくかじを切っているところでございます。そして錦町

が竣工した際には、この事業所が移動する予定になってございます。昨年度から動き出し

たところで、特筆すべきことですと、大きく３点あるかと思います。 

 まず、受託された法人が、精神障害者の地域移行ですとか地域定着などの地域における

精神障害者の支援の経験ですとかノウハウが大変豊富でございます。このことによりまし

て、精神障害者への積極的なアプローチが進みました。ピアサポートといって、精神障害

者当事者が主体となって、同じような経験を持つ当事者を支え合うような仕組みもあるん

ですけども、こちらについてもしっかり力を入れてくれております。 

 また、２点目に、３月の１４日から１６日に、「オーライ展」といいまして、神保町に
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ありますギャラリー、民間のギャラリーを借りて、精神病院に入院する方の作品を展示し

たり、ワークショップでトークセッションをして、実際に障害のある方をお育てなさって

いる区民の保護者の方も入ったトークセッションも幾つかありまして、私も一部トークセ

ッションに入った回もございましたが、これまで区ではこういった事業はできなかったと

いうことをやってくれたなというところで、理解や支援の必要性が広がったんではないか

と思っております。 

 ３点目でございますが、障害者の虐待防止センター機能をＬｉｇｈｔにお願いしました、

６年度から。それまでは、日中は障害者福祉課では電話を受けておりまして、閉庁時です

ね、夜間ですとか、あと土日休日、年末年始などは、ＡＬＳＯＫのようなそういう民間事

業所に電話の受付を頼んでいたというのは実情でございましたが、こちらが、今、Ｌｉｇ

ｈｔのほうで、きちんと精神保健の資格を持っている担当者が２４時間３６５日電話に出

て対応してくれているというところで、迅速な対応ができて、機能がより拡充できたので

はないかと思っております。 

 以上でございます。 

○小枝委員 直近の令和６年度の大きな変更については、とてもよく分かりました。つま

り精神障害へのアプローチが非常によくなって、千代田区としては、やっとここのよろず

相談が、居場所としても相談所としても動き始めているよというふうに受け止めます。 

 一方で、それは非常に重要な動きだとは思いますけれども、知的であったりとか、あと

は身体であったりとか、そうしたところの相談というのは、今度はじゃあどういうふうに

なっていくのかなということは気になるところですが、１００点満点はないにしても、ど

んなふうに考えていらっしゃるか、ご答弁お願いします。 

○緒方障害者福祉課長 すみません。特筆すべき３点を述べまして、Ｌｉｇｈｔのほうで

は、家族だとか人間関係とか、本当に不安な気持ち、お子さんのひきこもりや不登校も含

めて相談に乗っております。 

 ですから、３障害を含め、そういったまだ障害と認定されていない状況のときでも、本

当に名前のとおり、よろずということで、幅広く相談に乗っておりますので、基本的には

Ｌｉｇｈｔとえみふるが千代田区の基幹相談支援センターとしての機能を果たしていくこ

とで、千代田区の障害を持つ方々が安心して地域で住み続けられる千代田区をつくってい

きたいと考えてございます。 

○小枝委員 すみません。たしかすごく賃料が高かったりとかもしていたと思うんですけ

れども、支出のほうで８,１７０万の内訳というのが分かれば教えてください。 

○緒方障害者福祉課長 障害者よろず相談のこちら、賃料が月８万６ ,３５０円掛けの１

２か月、１,１３９万余でございます。すみません。あと共益費が２０万５ ,６００円掛け

１２か月ですね、トータルすると１ ,１３９万余ということに、８６万３,０００円という

賃料でございまして、こちらは錦町が竣工すればこの賃料を払わずに錦町のほうに移る予

定になってございます。 

○小枝委員 なるほど、分かりました。 

 そうすると、移った段階での居場所はどこになるんでしょう。狭くなるけど錦町になる

んですか。それとも足りなければ周辺に確保するんですか。 

○緒方障害者福祉課長 今、錦町の計画をつくるに当たり、必要な平米数ですとか、ちゃ
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んと基準の中で入れて準備しておりますので、狭くなるという想定にはなっておりません。 

○小枝委員 ふーん。そうですか。はい、分かりました。 

 そうしましたら、これから施設整備するに当たって、千代田区の特徴で、土地も狭いし、

縦型であるということがあるので、障害者の施設、ここは高齢者も入りますけれども、あ

る程度、何ていうんですかね、必要なものは、横展開というか、空き床は幾らでもありま

すので、そうした場などもよく目を横に向けながら、この、今、よろず相談で旧ＭＯＦＣ

Ａですね、ここが混乱の末に、今、安定運営になってきたということが、次に移行すると

きに、よりまた拠点として、居場所としてもなり得るような視野で今から取り組んでいた

だきたいと思います。 

 ちょっと当たっていないかもしれませんけど、何かこちらを広げればあちらが狭まると

か、こちらのサービスを増やせば、この分野の障害者の受皿がなくなるとか、そういうこ

とも発生する可能性があるので、少しそこら辺はフレキシブルにというか、必要なものは

必要なだけ、しっかりと要求していくようにお願いしたいと思います。 

○緒方障害者福祉課長 錦町の、竣工した際に、３階に障害者よろず相談と障害者の就労

支援センターと就労支援継続Ｂ型、水耕栽培等をやる。あと移動支援事業、こちらを３階

に設置する予定で、現在進めているところでございまして、こちらは入る予定の事業者の

声を聞きながら、働きやすかったりですとか、動線ですとか、様々な工夫をしながら、今、

進めているところでございます。 

○池田分科会長 関連で、牛尾委員。 

○牛尾委員 私もよろず相談のところですけれども、障害を持つ方にとってね、障害を持

つ手帳が、もちろん障害と認定されれば、非常にいろんな手当とかサービスを受けられる

と。ただ、発達障害とか精神障害となると、なかなか認定されないけれども、ちょっとい

ろいろあるんじゃないかというお子さんを持つお母さん方が相当ご苦労されているという

話も聞きます。 

 そうなった場合、先ほど、障害に認定されていようが、なかろうが、よろず相談なんだ

という話をされましたけれども、そうしたお子さんがまず保育園とか小学校がお勧めされ

るのがさくらキッズですよね。キッズでいろんな講習を受けたりすると。そういったキッ

ズとの連携とかはされているのかどうか。そこいかがですかね。 

○緒方障害者福祉課長 まず、お子様のそういった障害のサービスの判定会議には、児家

センと私どもと保健所も入って、三者合同で判定してございますし、折に触れて情報共有

はしているところでございます。 

○牛尾委員 ぜひ、そうしたいわゆるグレーのところの方々が気軽に相談できるように、

せっかく近くになるわけだから、児家センと、今度は竹橋からこっちに来るわけだから。

そういった相談窓口がありますよという周知は、ぜひしっかりやっていただきたいと思い

ますけど、いかがですか。 

○緒方障害者福祉課長 はい、かしこまりました。やはりこういった場所があるというこ

とは、周知を引き続き徹底してまいりたいと思います。 

○池田分科会長 小枝委員。 

○小枝委員 ７番のほう、６番がもう、なければで。 

○池田分科会長 はい。６番の関連がなければ。はい、７番、どうぞ。 
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○小枝委員 ７番のえみふるのほうなんですけれども、こちらの、非常に、こちらも同じ

なんですけれども、狭いところに縦長につくっていて、まあ合築だったりするもんですか

ら、非常に人手がないような状態の中で頑張っていただいているとは思っているんですが、

お聞きをしたいのは、同じ法人がリアン文京というところで運営されているけれども、非

常に平米数が同じであっても、狭い分だけ人手が食うというか、階、フロアが違えば、そ

れだけ目が行き届かないとか、階段上がらなきゃ、エレベーター上がらなきゃとか、いろ

んなことで縦型というのは難しいところがあると思うんです。 

 そこでお伺いしたいことは、その辺の、何ていうんですかね、千代田ならではの規模的

に小さいがゆえにかかる部分について、人的なあるいは運営経費的な加算というものがさ

れているでしょうか、というか、してほしいんですよ。 

 リアンのほうは、学校跡地にだんと建てている、障害者中心で建てているので、それと

同じようにはできないと思うんですけれども、なかなか人の定着とか大変だと思うんです

ね。なので、いやあ、頑張ってくださいと言うだけじゃなくて、やっぱりそこら辺の運営

の難しさを行政としても共有して、共有した中で十分なサポートをしてもらいたいという

ことについてはいかがでしょうか。 

○緒方障害者福祉課長 福祉人材がかなり逼迫しているということは、ご心配いただいて、

本当に社会問題になりつつあると思っております。 

 こちらにつきましては、小まめにえみふるとも情報共有しておりますし、これまでもや

はり、令和２年から受託していますけれども、かなり頑張ってくれて、内部留保みたいな

お金があったと言っていますが、それもだんだん、いや、もちろんこの状況ですので、や

はりそういった数字を具体的に聞きながら、ちょうど令和８年度予算を計上しているとこ

ろでございますので、やはり小枝委員おっしゃるとおり、この厳しい立地条件の中で頑張

ってくれているので、そういったところは十分にヒアリングしながら対応しております。 

 一方で、やはりえみふる、６年度１年間の来場者数、延べ人数で２万２ ,４００名。こ

れは本当にえみふるの皆さんが積極的に、地域の方が入りやすい納涼会をはじめ、プログ

ラミング講座ですとか生花講座ですとか、地域の方が入りやすいようなイベントですとか、

積極的に展開してくれているおかげだと私も高く評価しておりますので、ご心配のとおり、

人の定着がしっかりできるように、えみふるの声を聞きながら、きちんと予算計上してい

きたいと考えてございます。 

○小枝委員 お願いいたします。 

 あと、そこの差で、あと住まうほうの問題なんですけれども、居住者ですね、居住者の

問題なんですけれども、リアン文京との比較で言っても、あちらはやはり賃料の安い住宅、

障害者のための住まいがあります。年金と工賃で、親が亡くなった後でも住み続けられる

ということでやっております。 

 今回、みさきがなくなったんでしたっけね。グループホームとは違うよという話もある

かもしれないけれども、やっぱりトータルに錦町ができる段階で、どこということは言い

ませんが、区が違うからといってサービスが下がるということは、できるだけない、あっ

てはならないと思うので、その賃料の設定について、リアンのほうも参考にしながら、同

じ法人でやっておりますので、そうした親亡き後も住み続けられるような家賃設定につい

ての十分な検討をお願いしたいというふうに、これはかねてから思ってお伝えしていると
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ころですが、もう新しい施設が出来上がる過程において、さらに検討を深めていただきた

いんですけれども、いかがでしょうか。 

○緒方障害者福祉課長 錦町のほうのグループホームは、平成会になりますので、まだこ

ちら、これからそういった家賃の設定ですとか考えていくところでございますけれども、

やはりおっしゃったとおり、リアン文京ですとか周辺のとか、現在のみさきもかなり補助

など出しておりますので、やはり入所される方が障害者年金ぐらいで暮らしていけるよう

な家賃設定になるように、それは今後、検討、研究していきたいと考えてございます。 

○池田分科会長 はい。 

 どうぞ、ふかみ委員。 

○ふかみ委員 １２番、障害者サービス事業所助成についてお伺いいたします。 

 先ほど、ＯｒｉＨｉｍｅのご説明を頂きましたが、こちらの事業は、この３ ,０４７万

のうちどのぐらいの費用がかかっているんでしょうか。もしかしたら、全てこれはＯｒｉ

Ｈｉｍｅの事業。 

○池田分科会長 １２番の障害者サービス事業所助成のうちの……。（「１５番」「１５」

と呼ぶ者あり） 

○ふかみ委員 あ、１５番なんですね、失礼いたしました。（発言する者あり）そういう

ことですね。失礼しました。１５番で訂正させてください。 

○池田分科会長 はい。１５番の障害者の新たな就労機会創出事業、こちらの質疑で。 

○ふかみ委員 はい。そういうことですね。こちらのえみふるの事業は６８９万というこ

とですね。こちらの効果といいますか、障害者の方々というのは、どんなようなコメント

を出して、どんな効果といいますか、フィードバックってございますでしょうか。 

○緒方障害者福祉課長 先ほど申し上げたとおり、７名のパイロットと呼ばれる方がＯｒ

ｉＨｉｍｅを通じて働いていただいたんですけども、やはりコメントとしましては、まず

仕事に就く前は不安でいっぱいだったけれども、実際就労してみたら、まるで本当にオフ

ィスにいるかのように自分が働いて、その空間にいるような感じがしたですとか、あと、

やはり常連というか、もうえみふるにいると、もういろいろ声をかけてくれるようになっ

たそうなんですね。なので、お互い、障害のある方、えみふるの利用者も行くのが、Ｏｒ

ｉＨｉｍｅと会うのが楽しみになって、ＯｒｉＨｉｍｅのパイロットさんも来てくれるの

が楽しみになったとかという、とてもいい声を頂いております。 

 あと、ちよだんごのほうにも置いた時期もあるんですけども、こちらは、とてもお子さ

んとの相性がよかったというふうに、保護者の声を頂いておりまして、こういったことも

新たな発見の一つだったのではないかと思っております。 

○ふかみ委員 ありがとうございます。そういったコミュニケーションが生まれているよ

うで、すばらしいなと思いました。 

 下のさくらベーカリーのところにもＯｒｉＨｉｍｅが置いてありまして、私もほぼ毎日

使っているものですから、なるべく声をかけるようにはしているんですけれども、結構奥

のほうにあってですね、なかなか、何かちょっと照れるといいますか、お代金を払った後

なので、なかなか声をかけづらかったりするんですけれども。用事をつくるといいますか、

もしかしたら専門用語なのかもしれないですけど、障害者の方がいるからこそ知ることが

できる、こんな全粒粉で作っているんですよであるとか、焼きたてですよであるとか、今
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日はこんなものがおいしいですよであるとか、食べ方はこんなのがありますよみたいな、

何かもう少しお話しする機会を意図的につくったりするというのがあると、会話が進むの

かなと思いました。 

 タスクをつくる、用事をつくるというところをご検討いただければと思いました。新し

いチャレンジいただいて、これから活躍する事業だと思いますので、ぜひご検討いただけ

ればと思います。 

○緒方障害者福祉課長 はい。ありがとうございます。応援を頂いたと思っております。 

 令和６年度はえみふるとちよだんごカフェでしたが、令和７年度から１階のさくらベー

カリーで実証実験を実施しているところでございまして、一部常任委員会で同じようなご

指摘いただいたので、今は、焼きたてですとか、今日のお勧めは何ですというのは、１０

時から就業スタートなんで、その前にお伝えしたり、あと、従業員さんが今から焼きたて

が入るという情報は、今、提供するような仕組みになっている。ちょっとふかみ委員のタ

イミングで会えなかったかと思いますけど、より一層、今おっしゃったとおり、原料です

ね、そういった粉を使っているとか、そういったことをより一歩進めて、きっとパイロッ

トさんにとってもやりがいになると思いますので、貴重なご意見を頂いたと思っておりま

す。どうもありがとうございます。ぜひ、こちら、進めてまいりたいと思います。 

○池田分科会長 関連。はい。牛尾委員。 

○牛尾委員 私もさくらベーカリーで会計するときに声をかけられたりするんですけれど

も、なかなか、今、レジのところにあるじゃないですか。会計を済ませてそのままいると、

やっぱり並んでいると、なかなか会話しづらいんですよね。例えば入り口のほうに何か台

を設置しておくなり、そうしたら並んでいる方ともお話ができるかなと。そこはぜひ工夫

をしていただければなというふうに思いますけど、いかがですか。 

○池田分科会長 場所はね。 

○緒方障害者福祉課長 そうですね。本当に置くに当たりまして、様々な検討をいたしま

して、やはりお客様の邪魔にならず、やはりＯｒｉＨｉｍｅがある程度見えないといろん

な会話もできないしというところで、今のところが適切かというところに到達しておりま

して、頂いた意見を持ち帰りまして、また、はい、検討したいと思います。 

○牛尾委員 ぜひお願いします。 

 あと、さくらベーカリーなんですけれども、この間、物価高騰の影響なのか、すごい値

段が上がっていますよね。で、心配なのは採算が成り立っているのかどうかというのがね。

あれで、要するに利用客が減ることになっても、やっぱりせっかくこうしたＯｒｉＨｉｍ

ｅを導入しているのに、利用客が減っては元も子もないと思うんですけど、これは何かど

うにかならないもんなのかなと思うんですけど。 

○池田分科会長 牛尾委員、今のさくらベーカリーのことですか、今の質問は。 

○牛尾委員 さくらベーカリーのこと。 

○池田分科会長 そう。そこじゃ、ここじゃないよね。 

○牛尾委員 でも、一応ベーカリーはここですよね。（発言する者あり）どこなんですか。 

○池田分科会長 さくらベーカリーはジョブ・サポート・ちよだになるんじゃないのかな。 

○牛尾委員 ジョブ・サポート。ああ、じゃあ８番になるのかな。 

○池田分科会長 はい。 
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○牛尾委員 じゃあ、８番…… 

○池田分科会長 で、ちょっとお待ちください。 

○牛尾委員 はい。 

○池田分科会長 １５番は、ほかに関連ありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。 

 では、牛尾委員、８番お願いします。 

○牛尾委員 はい。じゃあ、ジョブ・サポのところで管理運営になると思うんですけれど

も、やっぱりさくらベーカリーの値段が上がっているということで、利用客も減っている

んじゃないかと思うんですけれども、そこについて、区として何か手だてというか、何か

ありますか。 

○緒方障害者福祉課長 はい。バター、小麦粉が急騰しておりますので、段階的にパンの

値段を上げさせていただいているのは、ご指摘のとおりでございます。一応今のところ、

その値上げによって、何とか運営のほうはやれておりますので、やはりこれ以上の何かバ

ターや小麦が値上がりしたときには、また新たな考えを展開しなければいけないかと思い

ますが、現時点では、今のお値段と今の利用者の数で、はい、うまく運営のほうは回って

いるところでございます。 

○池田分科会長 よろしいですか。はい。ジョブ・サポート・ちよだの件は関連はないで

すか。 

 なければ、続いて、どうぞ。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。それでは、目の２の障害者福祉費を終わります。 

 次の目の３、高齢者施設建設費は、事業が一つしかございませんので、その次の目の４、

障害者施設建設費の調査と一括して行います。 

 決算参考書１８０ページから１８１ページです。執行機関から説明を要する事項はあり

ますか。 

○小目高齢介護課長 （仮称）神田錦町三丁目施設の整備についてご説明をいたします。

主要施策の成果５１ページをご覧ください。なお、事務事業概要は４５、４６ページでご

ざいます。 

 まず、事業概要でございます。旧千代田保健所跡地において、高齢者施設、障害者支援

施設及び地域交流機能を有する施設をＤＢＯ方式により整備するものでございます。令和

６年度は解体工事を進捗させるとともに、基本設計を完了させ、実施設計に着手をいたし

ました。基本・実施設計の執行率についてでございます。当初、区では、基本設計、実施

設計のいずれも令和６年度中の完了を想定いたしましたが、選定事業者の提案を踏まえま

して、令和６年度は基本設計のみの完了をさせることといたしましたため、実施設計に係

る経費が未執行となったものが理由となってございます。今年度から来年度にかけまして

は、引き続き施設の完成に向けまして、新施設の建設工事を進めてまいります。 

 ご説明は以上です。 

○池田分科会長 はい。それでは、目の３、高齢者施設建設費及び目の４、障害者施設建

設費について、委員からの質疑を受けます。 
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○白川委員 このＤＢＯ方式について、初めてということで、一応ちょっと解説いただき

たいと思います。私のイメージだと、例えばごみの焼却場をつくって、そこの運営を任せ

て、職員を１人とか２人送り込んで、それで統括するというようなイメージがあるんです

が、そういったイメージでよろしいですか。 

○緒方障害者福祉課長 ＤＢＯにつきましては、まさしく文字のとおり、デザインしてビ

ルドしてオペレーションも１者が行うというところで、白川委員ご指摘のとおりでござい

ます。 

○白川委員 そうすると、もう１者選定してやって、既にもう稼動していて、もう設計の

段階から関わっているという理解でよろしいでしょうか。 

○緒方障害者福祉課長 はい。そのとおりでございます。 

○白川委員 そうすると、今後ですね、区なり、あるいは議会がこの施設に関わりを持つ

といったときに、どういったコントロールの仕方をするということになりますか。例えば

その会社さんに、ＤＢＯで１者選定している会社さんにお願いして、そこから下請してい

る会社にお願いが行くみたいな感じになるんでしょうか。 

○緒方障害者福祉課長 現在、今、解体工事が終了して、これから新築工事に入るという

ところで、実施設計のほうが固まっているところでございまして、実際にオペレーション

で、維持のほうにつきましても、清掃ですとか、そういった維持管理は就労支援センター

Ｂ型が入りますので、そういった入所している方に清掃などをやってもらうことも検討し

ているというふうに聞いておりますので、白川委員がどの時点というのは、すみません。

なかなか難しいんですけど。今、そういう状況にあるというところでございます。 

○白川委員 はい。じゃあ、確認ですけれども、じゃあその管理会社と職員のご担当者の

方が共同して今進めているという状態でよろしいですか。 

○小目高齢介護課長 事業の運営手法については今まさに検討している最中でございます

けども、候補の一つとして、指定管理制度を用いる可能性がございます。そちらになりま

したら、指定管理の議決ですとか、まず、先日申し上げましたけど、モニタリングですと

か、そういった形で議会の皆様の関与を受けることになるかと存じます。 

○白川委員 じゃあ、確認ですが、今、ＤＢＯで動いているけれども、指定管理者制度も

同時に並行で導入する予定であるということでよろしいですか。 

○小目高齢介護課長 はい。まだ確定ではございませんけども、可能性の一つとして、選

択事項の一つとして、今、検討を進めている最中でございます。 

○池田分科会長 はい。 

 ほかはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 それでは、目の３、高齢者施設建設費及び目の４、障害者施設建設費を

終わります。以上で、項の２、高齢者障害者費の調査を終了いたします。 

 次に、項の３、生活保護費の調査に入ります。目の１、生活保護総務費と目の２、扶助

費は事業数が少ないため、項全体で一括して調査をいたします。 

 決算参考書１８０ページから１８１ページです。執行機関から説明を要する事項ありま

すか。 

〔「ございません」と呼ぶ者あり〕 
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○池田分科会長 はい。委員からの質疑を受けます。 

○牛尾委員 まず、生活保護の扶助費の保護費、３１８ページ。これ、９２６万円が流用

に回っていると。この原因というか、何に使ったのか分かりますか。 

○前畠生活支援課長 こちら流用させていただきましたのが、下にあります２番の施設保

護費のところが、実績のほうが伸びて、そちらのほうを費用が足りなかった分をこちら保

護費の扶助費のほうから流用をさせていただいておりますのと、その下にあります中国帰

国者支援給付費、こちらも急な入院等で医療費の扶助の医療支援給付費のほうに不足が生

じましたため、保護費から流用をさせていただきました。 

○牛尾委員 保護費の場合だと、当然、生活保護の申請をして、オーケーだよとなれば、

当然、保護費から扶助されるわけですよね。流用される際に、この物価高の中で生活保護

の申請者が増えるんじゃないかとか、そういった予測というのは、どうだったんですか。 

○前畠生活支援課長 生活保護費につきましては、予算の執行状況等を踏まえまして、十

分に足りているというところ、また、執行今後の見込みにつきましても、十分対応が可能

というところで、必要な最低限の必要な部分を流用させていただいたところでございます。 

○牛尾委員 今、十分足りているという認識であれば、それはそうなんでしょう。 

 いま一つ、やはり生活保護については、生活扶助費が削減されたということが大きな問

題になりましたよね。やっぱりこの猛暑の中で、しかも物価高の中で、電気代は上がる。

物の値段は上がる。なかなか保護費、扶助費そのものを上げるというのは、国が決めるこ

とだからなかなか難しいんだけれども、この間ずっと要望している、例えば見舞金とかで

すと区の判断でもできるわけですよね。そうしたことについても、ぜひね、まずご検討は

頂きたいと思いますが、いかがですか。 

○前畠生活支援課長 はい。今現在、物価高等で生活、非常に苦しくなっているというの

は、窓口等でもお声を伺っておりまして、我々としても大変重く受け止めておるところで

ございます。 

 ただ、この間、国のほうからも給付金のほうですね、何度も実施がなされておりまして、

区としても適切に対応させていただいておるところでございますので、区独自で何かしら

見舞金のような対応をというところに関しましては、ご要望としては受け止めさせていた

だくんですけれども、即時に実施に向けて明言をすることは、ちょっと今の時点ではなか

なか難しいところかなと思っております。 

○牛尾委員 もちろん、国の給付金は全体に渡るもんだから、生活保護を受けている方に

も受け取れると。ただ、この場合、中高生応援手当じゃないけれど、区独自の手当とかに

なると、収入要件になって受け取れないという事態もありますから、そこは考えていただ

いて、ぜひご検討いただければと思います。 

 一番最初に問題になりましたケースワーカーさんの負担のことです。千代田区では、大

体１人、そうだな、先ほどの数字だ５０人ぐらいになるのかな、１人のケースワーカーが

担当するのはね。で、どうなんですかね、実際にかなり負担なのか、それとも余裕、今の

ところは大丈夫なのか、その判断はいかがですか。 

○前畠生活支援課長 ケースワーカーにつきましては、先ほど申し上げました９人という

ケースワーカーの数字につきまして、今、実はそこから退職者ですとか休職者が出ており

まして、実質人数でおりますと、今現在７名のケースワーカーで対応をしているところが
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ございます。定数としては９名あるので、採用ができれば９人にはなれるんですけれども、

今現在７名で賄っておりまして、大体、世帯５５０世帯ほどございますので、割り返すと

７０世帯ぐらいが、一人頭、担当しておるところでございます。 

 国としては、８０世帯が目安とされておりますので、そういった目安だけで見ますと、

実際の負担としてはそれほどでもないのかなというところではあるんですけれども、やは

り千代田区の特色としまして、居宅で実際にお家でお住まいされている方だけではなくて、

半分の方が住所がない方であったりですとか、あとは施設等が区内にございませんので、

そういった意味では、関東近辺まで広い範囲で施設入所されている方等もおりますので、

そういった方の訪問等に行くと、なかなかお時間がかかったりですとか、そういった負担

なども考慮すると、なかなか一人一人のケースワーカーが皆さんの世帯に気を配っている

と、なかなかな負担になっているのかなというところは感じておるところでございます。 

○牛尾委員 この生活保護の問題は小説にもなっておりますけれども、かなりいろんな対

応をしなければいけないと。生活保護を受けていらっしゃる方は、やはりいろんな状況で

精神的にもご病気を抱えていらっしゃったりしている方もいるということになると、しか

も、区内に住んでる方はもちろんいますけど、先ほどおっしゃったとおり、いろんな施設

にね、八王子とか埼玉のほうとかいろんな施設におられる方もいらっしゃるとなると、や

はりこの人数ではなかなか負担なのかなと思いますけれども、ケースワーカーを増員して

いくということについては、どのようにお考えですか。 

○前畠生活支援課長 今は欠員になっている部分につきましては、早急に採用を進めるよ

うに、人事課とも協議を進めておるところでございます。 

 また、そういったケースワーカーの経験年数もなかなか短くなっているところも課題と

認識しておりますので、そういったところは研修ですとか、また他自治体とのそういった

情報共有なども含めまして、ケースワーカー一人一人がそういったスキル、技術を磨いて

いくことで、対応がうまくいくようなところを目指していく。人数を増やすというよりも、

質の向上も一緒に図っていきたいと考えてございます。 

○牛尾委員 もちろん、質の向上というのは大事ですし、例えば１人のケースワーカーが

１人のじゃなくて例えば２人で見るとか、チームでやるというのも必要だと思います。 

 ただ、いずれにしても、この欠員２を埋めるんじゃなくてね、僕はもう倍くらい増やし

てもいいんじゃないかというふうに思うぐらい、大変だと思うんですよ、本当に。ご苦労

されていると思うんですけれども。そこはもちろん人事課との相談にもなるんでしょうけ

れど、ぜひ力を入れていっていただきたい部門ですので、ぜひご検討ください。 

○前畠生活支援課長 ご理解いただけて、大変ありがたく存じます。本当に人数がいれば

いるだけ、ケースワーカーとしては、訪問ですとか裏の事務的な作業ですとか、やること

は幾らでもございますので、きめ細やかな支援ができるようになるというのは重々承知し

ておりますが、委員ご指摘のとおり、人事課との協議ですとか、今、区全体で職員の不足

等も話に出ておりますので、そういった中で、我々組織として、生活支援課としてもでき

る限りのことをしながら職員を支えていって、またそれが区民の皆様のご支援につながる

ように尽力してまいりたいと存じます。 

○池田分科会長 はい。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○池田分科会長 はい。以上で、項の３、生活保護費の調査を終了いたします。 

 次に、項の４、健康衛生費の調査に入ります。最初に、目の１、健康推進費です。 

 決算参考書１８２ページから１８９ページになります。執行機関から説明を要する事項

はありますか。 

○千野保健サービス課長 私からは、健康推進費のうち保健サービス課所管の主要施策事

業についてご説明いたします。 

 決算参考書１８２、１８３ページ、１、母子保健事業、（１）妊婦健康診査をご覧くだ

さい。主要施策の成果は５２ページ、事務事業概要は４０ページです。 

 区では、全ての妊婦が安心・安全に出産を迎えられるよう、妊娠届を提出した区民へ都

内の指定医療機関で利用できる妊婦健康診査受診票を交付しています。令和６年度からは、

検査項目の一つである超音波検査に係る費用の助成回数を２回から４回へ拡大し、妊婦の

健康管理に係る不安や経済的負担を軽減いたしました。 

 続いて、同じく決算参考書１８２、１８３ページ、母子保健事業の（４）出産・子育て

支援をご覧ください。主要施策の成果は５３ページ、事務事業概要は５９ページです。 

 区では、妊娠期から切れ目のない支援の実施を目的に、妊婦への面談や新生児への家庭

訪問などの伴走型相談支援、併せて給付金の支給などの経済的支援を実施しております。

令和６年度は、２歳児を養育する家庭へアンケートと併せて、１万円相当のデジタルギフ

トを支給するバースデーサポート事業を開始いたしました。なお、今年度は支給額を６万

円分に拡充して、伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施をより充実させております。 

 続いて、決算参考書１８２、１８３ページ、母子保健事業の（５）母子関係医療費公費

負担をご覧ください。主要施策の成果は５４ページ、事務事業概要は６６ページです。 

 区では、未熟児や特定の疾病に罹患した妊婦、児童等必要な医療の給付を行っており、

小児慢性特定疾病児童等に関しては、特殊寝台等の日常生活用具を給付し、日常生活の支

援を実施しております。令和６年度からは、世帯の収入に応じて利用者から徴収する基準

額を区独自にゼロとすることで、対象保護者の経済的負担を軽減いたしました。 

 私からの説明は以上です。 

○池田分科会長 はい。どうぞ。健康推進課長。 

○上田健康推進課長 私からは、健康推進費のうち、健康推進課所管の主要施策について

ご説明いたします。決算参考書が１８６、１８７ページ、４、予防接種、（１）、主要施

策の成果５５ページ、４０、子どもの予防接種をご覧ください。 

 令和６年度から男女を対象としたＨＰＶワクチン接種費用助成を開始しております。ま

た、女子のＨＰＶワクチンにつきましては、キャッチアップ接種と定期接種対象者に対し、

積極的な勧奨等を行いまして、接種者数の増加を図りました。キャッチアップ接種につき

ましては、令和７年３月３１日までに１回以上接種した方は、接種期間が１年延長されま

した。定期接種対象者と合わせまして、接種期間が延長された方に対し、予診票の送付を

行うとともに、ＳＮＳ等による周知を図ってまいります。また、男子ＨＰＶワクチンにつ

きましては、令和７年度より医療機関にチラシ、予診票を配置し、接種を受けやすい環境

を整えております。 

 次に、決算参考書１８８、１８９ページ、８、歯科口腔保健の推進、（３）、主要施策

の成果５７ページ、４２、区民歯科健診をご覧ください。 
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 区では、１９歳以上の全区民を対象とした区民歯科健診を実施しております。かかりつ

け歯科医を持つ方のさらなる増加を目指して、令和６年１２月から問診記録表のペーパー

レス化実証実験を開始いたしました。令和７年度から始まる国の自治体検診事務デジタル

化の先行実証事業に参加し、これまでの実証実験の成果を生かし、引き続き区民歯科健診

の充実に努めてまいります。 

 説明は以上でございます。 

○池田分科会長 はい。説明が終わりました。失礼。（発言する者あり）いいんですよね。

はい。ここより、事務事業概要は保健福祉部２のほうになっておりますので、ご承知おき

ください。 

 この目の１、健康推進費は事業が多いので、ページごとに区切って質疑を受けたいと思

います。まず、１８２ページから１８３ページ、１の母子保健事業について委員からの質

疑を受けます。 

○西岡委員 母子保健事業の産後ケア、ごめんなさい、出産・子育て支援の産後ケアのと

ころなんですが、まず、本当にこの事業によって、いかに区内のお母さんたちが助かって

いるかって、本当にありがたいと思っています。 

 今、聖路加さんと浜田病院とおとわバースと文京、日大、ＪＲ東京かな。今、結構増え

ていると思うんですけれども、どのくらい、あの当時、全然少なかったんですけども、す

ごく増えているんですよ。で、区内のホテル、前はエドモントかな――だったのが、今、

ヴィラフォンテーヌになって、また、今どういう状況になっているのか。ちょっとそこを

教えてもらえますか。 

○千野保健サービス課長 現在の産後ケアの実施施設についてお答えいたします。委員ご

指摘のとおり、従前はエドモントでやっていたところがヴィラフォンテーヌになり、医療

機関にというふうなことで、昨年度から医療機関に委託を開始いたしました。 

 委託開始した当初につきましては、宿泊３施設、通所５施設でやっていたところですけ

ども、先ほどお話もありましたとおり、その年度途中、令和６年の６月から聖路加、とり

こえを通所に加えて、宿泊３施設、通所７施設というふうになり、なお、現在、令和７年

９月時点では、宿泊６施設、通所８施設まで、日大病院ですとかＪＲ東京総合病院、こう

いったところを加えながら拡充しているところでございます。 

○西岡委員 こんなに増えていて、もう感動したんですね。当時はほんと少なくて、これ

だけ選択肢が増えるってありがたいと思うんですけれども、その一方で、通所が令和５年

度だと１３３人から利用者実数４４人、令和６年ですね。また、宿泊が３０人ほど増えて

いるとは思うんですが、これは、要は使いやすいところに、本当に利用者が使いやすくな

っているのか。この数字を見ると本当は増えなきゃいけない。もちろん分母数は一緒なん

だけれども、要は増やしたところの効果検証というのはできているんですか。 

○千野保健サービス課長 ご指摘いただきました点は、令和５年度、ホテルでの実施から

特に通所が大きく落ち込んでいると。そこのところの理由についてのご質問かというふう

に思います。 

 この通所型を医療機関に委託してと変えたところで、そこについて利用が落ち込んだ理

由、様々内部でも分析しているところではあるんですけども、また、昨年度もご説明いた

しましたが、アンケート等も取ったところではあるんですが、一つは、場所がやはり遠い
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ようなところももちろんあるかなというふうなところ。また、利用料金というふうなとこ

ろ。また、一部施設、タイミングにもよるかと思うんですが、予約の取りやすさ、取りに

くさ、そういった点というふうなところがあるのではないかと分析をいたしまして、それ

を、利便性の部分で言うとシステム化の導入、また、利用料金のところで言うと減免クー

ポン２,５００円分の導入。また、そういったところで改善をしながら様子を見て、また

契約施設も追加しているところが、今年度取っている、そういう動きになってございます。 

○西岡委員 そうですよね。やっぱり増えたはいいんだけれども、ちょっと文京区さんだ

ったりとか、ＪＲ東京、あと聖路加は遠くもないけれども、人気はありますよね。ただ、

この利便性というところを考えたときに、増えたのは本当にありがたいんだけれども、や

っぱり利用者が使いやすいようにしてほしい。 

 このｍｉｌａ－ｅクーポンというところで、産後ケアの専用のシステムというのが導入

はされていますけれども、その辺の運用についてはどういうふうになっていますか。 

○千野保健サービス課長 今年度導入したクーポンシステムの運用についてということで

よろしいでしょうか。はい。今年度導入いたしましたクーポンシステムにつきましては、

まず、利用者の方々がお手持ちのスマートフォンなどで登録をしていただき、利用者登録

ですね。その後、施設に行ってＱＲコード等々で読み込んでいただいて、利用していただ

くというふうなことになっております。 

 これは、それをすることによって、今まで紙のスタンプカードで実施していた利用回数

の管理、これがデジタル化で、より簡便に、かつ、利用者側もまた区側、運営側、また医

療機関側もすぐに確認できると、そういうふうな点が利点としてはございます。 

○西岡委員 これは、ちなみに宿泊と通所、訪問は保健師さんが行くのかな、訪問してく

ださるんですよね、一軒一軒ね。そういう訪問なのでまた違うと思うんですけれども。コ

スト的には、今、内訳って、宿泊は当然多くはなるんですけれども、どういうふうになっ

ていますか。 

○千野保健サービス課長 コストといいますと、そのシステムではなく、それぞれの利用

料金というふうな意味合いでよろしいでしょうかね、ではなく。施設ごとの利用料金とい

うふうな。 

○西岡委員 ごとでもいいですし、全体が分かれば。 

○千野保健サービス課長 全体として、まず、決算額として利用料金の部分でお答えいた

します。宿泊型に関しましては、令和６年度決算額で１ ,８００万余の決算額になってい

ます。一方、通所型については１５３万円ほど、訪問型に関しましては３１万円ほどが利

用料金に関しての決算額になっております。 

○池田分科会長 西岡委員。 

○西岡委員 分かりました。これ、例年１ ,８００万円程度、宿泊の場合はかかっている

というところですかね。これは利用延べ日数だと８３９日間というところで、１ ,８００

万なんですけど。 

 ちょっと以前からこれもお願いしているんですが、世田谷区のほうでは産後ケアセンタ

ーというところでしっかりサポートしていらっしゃって、もうそこに皆さん、区民の方が

産後ケアのためにいらっしゃる。で、１週間限定でというところで。 

 本区でもやはり設置できると思うんですよね。だから、あちこちにつくっていただいて
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本当にありがたいけれども、ちょっとそこ、将来的にでもいいんですけど、集約していた

だいて、本当は、聖路加さんとか浜田病院さんはすごく手厚くて、人気もあるのを存じて

おりますけれども、産後ケアセンターというのがあると、また地域の人たちとも、お母さ

ん同士で仲よくなったりできるので、ちょっとそういうのも考えていただけたらなという

ふうに思いますが、ご見解いかがですか。 

○千野保健サービス課長 ご指摘いただいた、確かに産後ケアに関しては自治体が実施す

るというふうなことで、その実施方法として、当然、自前で実施すること。また、ただ、

これ、法のところも想定しているところなんですが、やはりなかなか、急に箱物といいま

すか施設を造って、またそこに人員体制をつくり、安全に産後ケアを実施していく。また、

これは医療行為ではないんですが、医療とのつながりというのはとても大事なことになっ

てまいりますので、そういった体制を一から整えていくというふうなことは、大変ハード

ルが高い部分がございます。そういったところから、多くの自治体で医療機関等々へ委託

しながら実施しているというふうなところが現状としてはございます。 

 今後の検討の部分としては、やはりそういった、我が国全体の産後ケアの動きを、動向

を注視しながら、どういったことがしていけるのかというところを考えていくというのが

必要なのかなというふうに捉えております。 

○西岡委員 そうですね。世田谷区みたいなマンモス区と違って、千代田区はもともと人

口少ないですし、分母数も少ないというのはあるんですけれども、寄り添っていただける

ような制度があればというふうに思ってお願いをしました。 

 それと、昔、前は利用日数に制限がなかったかと思うんですけど、今は制限はありまし

たよね。どういう制限になりました。宿泊は７日間だったと思うんですけれども、前はも

うある一種使い放題のような状態があったんですけれども。今、アンケートも取っている

中で、そういうお声を反映しているような、そういう利用しやすい日数になっているのか、

その辺も含めて教えてください。 

○千野保健サービス課長 産後ケアに関しましては、国全体でガイドラインがございます。

また、そこのところにのっとり、宿泊に関しては７日間です。泊数で言うと６泊７日にな

ります。また、通所型に関しましては、これは５日間というふうに、これは区のほうで定

めてございます。現状、通所型に関しては、もともと２回であったところを令和６年度は

１回増やして３回にして――あ、失礼いたしました。１回増やしたのは今年度でございま

す。令和６年度は２回でございます。 

○池田分科会長 はい。 

 ほか、どうぞ。 

○牛尾委員 この（２）の乳幼児健康診査というところですね、４３ページになります。

この３～４月児健診から５歳児健診まで数字が載っていますけれども、これ、大体対象の

お子さんのほとんどが受けていらっしゃるという認識というか、全員受けていらっしゃる

という認識でよろしいですか。 

○千野保健サービス課長 各健診によって、対象者数、また受診者数といいますか、受け

た方、受診率に多少ばらつきはございますけれども、特に法定の１歳６か月、また３歳児

健診に関しましては、９０％以上の方が受けていらっしゃる。また、保健所の健診を受け

ることができなかった方に関しましては、医療機関で受けているかどうか、そういったこ
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とを確認して、追跡してございます。 

○池田分科会長 牛尾委員。 

○牛尾委員 じゃあ、一応区が把握しているお子さん全員が受けていらっしゃるという認

識でよろしいんですか。やっぱりこういうのは、特に法定の健診の場合は、１人でも取り

残しちゃいけないと思うんですけれども、そこを把握されている。よろしいですか。 

○千野保健サービス課長 まず、区のほうで実施している健診を受けていただくことをご

案内し、また、それに受けていただけない方、またご連絡が取れない方には勧奨をさせて

いただき、また、受けないで医療機関で自分で受けた方に関しては、そのご本人だとかの

やり取りをしながら、また医療機関とも確認をさせていただくようなこともしつつ、さら

にそれでも健診自体というふうなものを受けないと表明されて、またこちらとの関わりが

ない方というところも、当然発生するはするんですけども、そういった方に関しましても、

ずっとやはり確認確認をすると、区からの支援というもの自体を拒否をしてしまいますの

で、機を捉えてこれは確認をしていっていると、そういうふうな状況でございます。 

○牛尾委員 もちろんそういった方もいらっしゃるでしょうけれど、ぜひ丁寧にやってい

ただきたいと思います。 

 これ、前も、お願いしたんですけれども、やはりどうしてもこの健診は、保健所が開い

ている日でないとできないということで、平日なんですよね。特に１歳６か月健診の場合

は、お昼の午後の時間帯とかで、私も経験ありますけど、もう保育園に迎えに行って、眠

そうなのを起こして健診に行って、また保育園に連れていくと。結構、保護者にとっても

負担、もちろん休めばいいじゃないかという話になるんだけれど、どうしても休めない場

合はそうせざるを得ないと。一度、例えば年間の一月だけでも、土曜日とかに健診を持つ

ことができないかというような話もしたんですけれど、どうしてもこれは無理なのかな、

平日じゃないと。いかがですかね。 

○千野保健サービス課長 ニーズとして特に、また昨今、共働き世帯という表現がよろし

いのかどうかは分かりませんが、お母様方もお働きになっていらっしゃると。育休期間中

だけが全ての健診が収まっているわけではないというふうな状況もあり、ニーズ自体があ

るというふうなことは我々も重々承知はしているところではあるんですが、一方で、運営

という面で言いますと、これは地域の医師会の協力を得ながら健診事業を実施してござい

ます。まず、従事していただく医師の確保、それも含めた実施体制ですね、そういったと

ころが、現状、ウィークデーの実施でも、特に我が区の場合は、医師会、各医師会にご協

力いただいて、何とか実施できているところではございますが、２３区全体を見ても、か

なり厳しいというところは、担当課長会等でも情報共有しているところでございます。 

 そういうところも含めまして、また、年間１日だけというふうなことで設定したとしま

しても、これ各健診、やはり受け入れられるというか、見られる上限が大体４０名程度、

三、四十名程度でなるように、これは平たく実施しているところでございますし、月齢の

ところに関しましても、年１回のところに皆さんがその月齢になるというものではござい

ませんので、なかなかそういった点を考えると、現状すぐに改正ができるかというふうな

ところは厳しいのかなという状況でございます。 

○池田分科会長 西岡委員。 

はい。関連は、いいですね。今の牛尾さんのところ、乳児のところは。 
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 はい、どうぞ。 

○西岡委員 （６）番の不妊治療助成のところなんですけれども、これ、今、もう年間お

よそ６万人が不妊治療によって子どもが誕生しているという状況の中で、治療している方

って５０万件ほど年間あると聞いているんですね。それだけニーズがあるし、対象の方は

切実です。だからこそ、国のほうでも保険の適用が、基礎治療かな――のところで保険適

用というふうになりましたけれども。ここに関して、やはり３割の保険適用になっても、

病院によって額も違いますので、区ですとか都もそうでしたけれども、助成がなくなると

いうところで、自己負担がやはり増えてくるというところが懸念されていましたが、これ、

今、区はどういうふうに把握していらっしゃいますか。 

○千野保健サービス課長 今のご質問は、あれですかね、特定不妊治療だとかで保険適用

になった結果、その方々がどの程度の経済負担をしているかということを調査しているか

と、そういう趣旨でよろしいでしょうか。そうではない。 

○池田分科会長 じゃあ、もう一度お願いします。 

 西岡委員。 

○西岡委員 どう把握していらっしゃるかって、すみません、曖昧に聞いたんですけれど

も、今、他区の状況も踏まえてなんですが、やはり都で３０万ぐらい助成があったと。そ

の中で、区も最初のあれかな、不妊検査に関しては１回５万円程度の助成が出ているとは

思うのですが、利用していた方のお声として、その助成がなくなったというところ、自己

負担が増えるとかというところが現実あるとは思うんですね。 

 要は区としてこれ以上サポートしないんですかというところは聞きたいんですけども、

そういうお声がないんだったら、それはそれで。ただ、そういうお声を受けていると思う

ので。で、ほかの区とも共有しているのか、その辺全体を併せて聞いたつもりです。 

○千野保健サービス課長 失礼いたしました。ありがとうございます。 

 まず、特定不妊治療に関しましては、おっしゃいますとおり、保険適用が令和４年の４

月からされました。それまで東京都のほうで３０万円上限、区のほうでも上乗せ１５万円

でやっていたところが、東京都のほうで令和５年の４月に受付を終了し、区のほうも令和

６年の１２月でこの特定不妊治療に関する助成については終了してございます。 

 一方で、先進医療に関しての助成は、今年度から区のほうでも開始しているところでご

ざいます。また、この特定不妊治療だとかというところが、保険適用に伴って、都の助成

がなくなったことに関してのご意見というふうなところは、当区の少なくとも保健サービ

ス課のほうには、負担が増えて何とかならないかと、そういうお声は現状届いていないと

ころではございます。ただ、とはいえ、特定不妊治療のところをなくしただけではなく、

先進医療の部分については、東京都のほうにさらに上乗せしていく、そういった事業も開

始しながら、引き続き支援はしてまいりたいと、そういうふうなことになってございます。 

○西岡委員 そうですよね。最初に申し上げたとおりで、やはり治療件数が５０万件とい

うところで、かといって、要は高年齢でなかなか産めない方に対してサポートするのもど

うなんだという声もありつつも、やはり切実に、対象の方にとったら切実な願いというと

ころもあって、先進医療としての助成というのはありますけれども、これはちょっと具体

的にあれなんですが、卵子凍結をした生殖補助医療への助成というところのその先進医療

として１回１０万円を上限に助成するという、そこの分もおっしゃっているんですか。 
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○千野保健サービス課長 今おっしゃった卵子凍結の部分とは別でございます。別で、特

定不妊治療と合わせて行う保険適用されていない先進医療の部分について、東京都も助成

しておりまして、それをさらに区のほうでも助成しているということになってございます。 

○西岡委員 不妊治療をしていらっしゃる女性の方というのは、大変離職率が高くなって

いるというところで、悩み相談ですか、不育相談というのかな、そういうところも、今、

区ではどういうふうに対応していらっしゃるのか、教えていただけますか。 

○千野保健サービス課長 そういった、妊娠、出産に係る様々なお悩みですとか女性特有

の悩みといった部分については、当区のほうの保健師のほうで対応しながら相談に乗って

いるというふうな状況でございます。 

○池田分科会長 はい。 

 ほかはよろしいですか。このページです。 

 西岡委員。 

○西岡委員 このバースデーサポート、（４）番の出産・子育ての⑤番、バースデーサポ

ート事業。ここなんですけれども、これは、２歳のお子さんに対して、養育する家庭に対

してですよね、６万円の家事・育児パッケージを配付するという形で始まりましたが、こ

れ、それこそ支給件数は５００件程度というところで、これ、増やされて、あと、都のほ

うも、今、育児応援ギフトかな、ＱＲコードでプリペイドカードのようなもので、合わせ

るものがありますよね。今、これ、全体的に第１子、まあ、妊娠します。出産した後のこ

のサポートというのは、未就園児までの方に、全体でどのくらいのサポートができている

のか、ちょっとそこを教えていただけますか。最近、都も区もすごく多くなってきて、ち

ょっと混乱するので教えてもらっていいですか。 

○千野保健サービス課長 今のご質問の点は、恐らく半年前になりますでしょうか、予特

のときにも一度整理してご説明させていただいた内容になるかと思います。 

 これはやはりおっしゃるとおり、年度によってかなり仕組みも変わりながら、分かりづ

らい部分もございまして、この、今、審査いただいている決算の時点で言いますと、バー

スデーサポート事業は１万円でございました。それが、今時点では６万円に増額している

ところでございます。そういった曲折を経ながら、また、おっしゃっていただいた東京都

のギフトカードというふうなものも、当初、国と都で合わせて妊娠時に５万円、出産時に

１０万円。５万円、５万円ですね、都と国で１０万円というふうな形で出していたものが、

今度、国の給付金制度が始まり、妊娠時５万円、出産時５万円。そこに東京都のほうはギ

フトカード制度をさらに上乗せして、１０万円分のギフトカードを渡していると。そうい

うふうなことで、時点によって、この時点で６年度にあったことをちょっと説明するのが

適切なのかというふうなところがありまして、現状どのようなことを行っているかという

ふうなことでご説明させていただきます。 

 まず、妊娠届を出された際には、育児パッケージとして１万円分のこども商品券をお渡

ししてございます。それと併せて、面談、妊婦との面談を行っています。また、妊婦支援

給付金ということで、国のこれは給付金制度が始まりまして、現金で５万円分が出るとい

うふうなことになります。出産に合わせまして、出産時には、妊婦支援給付金の２回目が

５万円分出るというふうなことになってございます。さらに、東京都のほうが独自にこれ

は１０万円分のギフトカードをお渡ししているというふうなことになってございます。 
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 また、バースデーサポート事業は、２歳の誕生日を迎えると６万円お渡しするというふ

うなことになっていまして、当課所管の事業で、合計２７万円分をお渡ししているという

ふうなことに、令和７年度はなってございます。 

○池田分科会長 はい。様々仕組みが変わってきているんで、整理するのも大変だと思い

ますけれども。はい。ありがとうございます。 

 ほかはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 それでは、このページを終わります。 

 次に、１８４ページから１８５ページ、２の健康づくりの推進及び３の生活習慣病予防

について、委員からの質疑を受けます。 

○西岡委員 ２番の健康づくりの推進の（６）がん患者のウィッグ等購入費助成。いいん

ですよね、ここは入って。こちらなんですけれども、これ、助成額が３万円から１０万円

に拡充しましたと。要はがん患者さんのウィッグという、要は姿の、頭部の、帽子を被る

とか、いわゆる本当にウィッグをつけるとか、そういうところで、例えばこれ１人２回を

限度として助成対象としていますけど、ちょっともろもろ確認なんですが、これ、まず１

０万円掛ける２回使って合計２０万円でいいのか。で、ウィッグって高いんですよ、物す

ごく、ご存じだと思うんですけれども。 

 この医療ウィッグを購入された方からも、要はもう一回買い直したいときに、２回しか

要は限度として助成が出ない。もちろん助成されているのはありがたいんだけれども、帽

子を買う。で、またウィッグを買うというところで、限度が２回なのか。また、それが１

０万掛ける２回で２０万円なのか。ちょっとそこをまず教えていただきたいです。 

○上田健康推進課長 ウィッグ等購入助成費用についてですけれども、１回上限１０万円

ということで、お一人当たり２回まで使用ができるというものでございます。 

○池田分科会長 １０万円を２回助成してもらえるのかな。 

○上田健康推進課長 すみません。１回上限が１０万円で、それが２回。 

○池田分科会長 それが２回。 

○上田健康推進課長 はい。すみません。 

○池田分科会長 西岡委員。 

○西岡委員 ありがとうございます。２０万円、じゃあ使用できるというところで、解釈

でよろしいんですね。 

○池田分科会長 うん。 

○西岡委員 はい。よかったです。安心しました。ありがとうございます。 

 これ、医師の診断書等が必要になるのか、ちょっとその辺も併せて頂けますか。２回目

の助成のときも必要なのか。 

○上田健康推進課長 すみません。ちょっと要件を確認させてください。 

○池田分科会長 地域保健担当部長。 

○高木地域保健担当部長 ご申請のときに、治療されているということと、いわゆる抗が

ん剤とか手術等の内容というか、必要だということが分かるような書類はお出しいただい

ております。 

○池田分科会長 西岡委員。 
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○西岡委員 分かりました。 

 これ、あと、がん患者さんだけではなくて、少し前にお伺いしましたけども、脱毛症と

か無毛症の方が全国で１万人ほどいらっしゃるというところで、ご病気で無毛症の方の、

先天性のご病気の方も対象になるのか、柔軟に対応していただけるのかというところは、

それからどうなりましたか。 

○上田健康推進課長 現在、そういったやり方もあるというふうには伺っているんですけ

れども、現在、当課のほうで実施している事業につきましては、がん患者さんを対象とさ

せていただいているところでございます。 

○池田分科会長 はい。よろしいですか。 

 関連で、えごし委員。 

○えごし委員 このがんウィッグのところは以前も質問したことがあるんですけれども、

お子様のがん患者さんですね。確かに２回、今、できるという話はあったんですけれども、

お子様って、成長するに従って、頭の大きさも変わるんですね。そういう意味では、ちょ

っと２回じゃ足りない。大人であれば、２回でも十分いけると思うんですけれども、子ど

もが成長していく段階でという上では、結構、何回か、もう少し回数があったらという声

も聞いたことがありまして、そういう部分についての検討はいかがでしょうか。 

○上田健康推進課長 今、対象としましては、１回当たり１０万円を限度に２回まで助成

ということで、させていただいているところでございます。 

○池田分科会長 なかなか検討が…… 

○高木地域保健担当部長 地域保健担当部長。 

○池田分科会長 はい、保健担当部長。 

○高木地域保健担当部長 ご指摘のように、お子様の場合は、体の成長に伴って必要なサ

イズ等も変わってくるだろうなというようなご質問かと思います。 

 現状、区といたしましては、がん対策として昨年度から拡充をして２回、１０万円とい

うところにさせていただいたところでございます。今後につきましては、その後のご利用

の状況ですとか、東京都の動きなども考慮しながら、考えてまいりたいと存じます。 

○池田分科会長 えごし委員。 

○えごし委員 ありがとうございます。 

 一応、確認なんですけれども、これ、上限１０万円ということなので、例えば違うサイ

ズのものを１０万円以内で幾つか買う。それも可能ということですよね、１０万円以内で

あれば。そこは、いかがなんでしょうか。 

○上田健康推進課長 そちらのほうは可能でございます。 

○池田分科会長 はい。 

 小枝委員。 

○小枝委員 件数が、何ていうか、千代田区民規模からすると、この１８件もの、令和６

年、すごく少ない。こんなにがん患者が少ないはずがないと思ってしまうんですけども。

知られていないか、それとも、皆さんおっしゃるような負担、ただでさえ不安な、支出が

減って、働けなかったりいろいろ不安なときに、自己負担分が多いから使えないのか。そ

の辺はどういうふうにリサーチされていますか。 

○上田健康推進課長 この令和６年度がちょっと１８件となっているのは、令和５年度ま
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でが３万円だったというところで、年度末に近づいて助成が１０万円に拡大されるという

ことで、これが１回申し込んだ、申請は購入後１年間経過するまでは可能ということです

ので、１０万円に拡充される時期に申請された方もいらっしゃったということで、ちょっ

と実績が下がっているということがございまして、今年度に入っても、これまでと変わら

ないペースでの申請はあるという状況ではございます。 

○小枝委員 年度間の違いは分かりました。その上で、女性でも男性でもがんになるとい

うことはある。非常に高いわけで、この件数そもそもが年度間の差じゃなくて、絶対数が

少ないなという印象があります。放射線治療を受ける人はもっといるはず。なので、その

辺も、こうした給付や申請の中で、少しリサーチ。単価に対して、今日、いろんな意見が

出たように、少な過ぎるであるとか、あるいは何か利用の使い勝手が悪いであるとか、ほ

かの区を見ても、ほとんど同じような制度ができてきているんですけれどもね。どういう

ことによって、こういう、せっかく制度があるのに使い控えられているのかと、ちょっと

リサーチをしていただいた上で、また、誰もがなる、なり得るものなので、拡充方を検討

していただけたらなというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。 

○上田健康推進課長 いろいろご指摘ありがとうございます。私たちのほうでも、実績が

伸びるように、日頃から周知方法等につきましては、がん拠点病院だったり、近隣の病院、

区ホームページ等で周知や広報等を行っているところです。 

 また、なかなかそのニーズのところの把握というところが、また今後、いろいろ状況を

踏まえながら、委員がおっしゃるとおり、進めてまいりたいとは思っております。 

○池田分科会長 はい。 

 えごし委員。 

○えごし委員 関連じゃないです。（発言する者あり） 

○池田分科会長 関連がある。 

○えごし委員 関連というか、ここの中で。 

○池田分科会長 はい、どうぞ。 

○えごし委員 すみません。骨密度測定会のところで、ちょっとお伺いしたいんですけれ

ども。事務事業概要は９０ページですね。（２）番、健康づくり支援のところです。 

 骨密度測定については、約１０２万ほどの今回決算額だったということですが、この決

算額の内訳を教えていただきたいなと思うんですが。 

○池田分科会長 どこだ。どこかな。 

 休憩いたします。 

午後４時２０分休憩 

午後４時２１分再開 

○池田分科会長 分科会を再開いたします。 

 答弁からお願いいたします。健康推進課長。 

○上田健康推進課長 時間がかかって申し訳ございません。 

 決算の内訳ですけれども、骨密度測定に関係する医師や医療者の報償費で、主に７０万

程度。で、あと運動指導員とかで、人件費で合わせて６９万、（発言する者あり）あ、６

０万でございます。 

 あと、パンフレット等の消耗品として、１２万４ ,５５５円。あと、骨密度測定装置が
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ありますので、そちらの保守点検で３０万４,７００円となっております。 

○池田分科会長 えごし委員。 

○えごし委員 ありがとうございます。人件費で６０万ほどかかっているというところと、

パンフレットと装置ですね。装置の分でかかっているというところで。 

 で、今、足のかかとの検査ですよね、骨の検査。検査については、たしか６４０円ほど

負担していただいて、それで１回ずつやっていただいていると。結構、千代田区って１６

歳以上にやっていただいているので、これは本当に他区と比べてもすばらしい、広く拡大

してやっていただいているなというふうに思うんですけれども。その検査の精度というか、

そういうところも、ちょっと私もいろいろ調べたところとか、あと、区民の方からもお声

を頂いて、他区の自治体とかだと、同じように骨密度測定をやっているんですけど、骨密

度測定も、三、四種類ぐらいあって、よく足のかかと、これはもう一応、簡易的にすごい

できる部分ですけれども、ＤＥＸＡ法とかいって、大腿骨でしっかりと調べるやり方とか、

様々あります。で、区民の方で、この足のかかとを受けられた方が、そのとき、もう問題

ないですよと言われたんだけど、ちょっとやっぱり違和感があったんで、しっかりとこう

いうＤＥＸＡとかで調べたら、結構この腰のほうの骨がすかすかだったということがあっ

て、かかとだけで本当に分かるのかという。もう、しっかりとした検査、他区でも行って

いるような検査を、ぜひやってほしいという声もありました。 

 今、多分この出張所でやっていただいていて、回数もかなり、もう毎月やっていただい

ているので、本当にありがたいなとは思うんですけれども。また、１６歳以上というとこ

ろで、ありがたいなと思うんですけれども。国のほうでも、４０歳以上で５歳刻みで、し

っかりそういう骨密度の検査もしていくようにということも定められております。できる

ようにもしていただいております。その上で、ＤＥＸＡとかは多分、もう病院とか、そう

いうやっているところで受けないといけないとは思うんですけど、そこで受ける分の補助

とかという部分であれば、例えばそういう人件費とかはかからないと思いますし、そうい

う部分で、もう少し広げて、しっかりとした検査も受けられるように。 

 やっぱり女性の方でも、今、骨密度、かなり重要になってきているし、気にされている

方も、不安になられている方も、かなり多いというふうに伺っております。今後、さらに

そういうのを進めていく上で、そういうＤＥＸＡ法とか、そのほかのＭＤ法とか、様々あ

るんですけれども。千代田区であれば、病院もかなりそういうできるところもあると思い

ますので、そういうところに関しての助成というのも考えていただきたいなと思うんです

が、いかがでしょうか。 

○上田健康推進課長 ご指摘ありがとうございます。今、保健所で幅広い年齢、性別関係

なくというところで、受けやすい環境ということは整えているところではあるんですけれ

ども、検査の精度とか、リスクのある方へしっかり、精度の高い検診をするというところ

で、健康増進法に基づく検診の在り方につきましては、今後、将来的な実施方法につきま

しては、その点も踏まえ、今後、在り方を検討してまいりたいと思います。 

○池田分科会長 はい。 

 西岡委員。 

○西岡委員 別の項目でいいですか。（７）番なんですけど。 

○池田分科会長 はい。（７）番。 
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○西岡委員 若年がん患者在宅療養支援なんですが。 

 これは、決算額ゼロというのは、どういう意味なんでしたっけ。 

○上田健康推進課長 今回ご申請がなかったというところになっております。 

○西岡委員 それは分かるんですけど、要は、そのサポートの内容が患者さんとマッチし

ていないんじゃないかという。その内容が使いにくいとか、何かそういうことがあったん

ですか。若年がん患者の方って、区内でどのくらいいらっしゃるのか把握していらっしゃ

るのか、その辺も含めて、お願いできますか。ゼロというのが、ちょっと気になったので。 

○高木地域保健担当部長 先ほどの答弁、言葉足らずで大変申し訳ございませんでした。 

 この事業は、４０歳未満の方のがん患者さんのうち、末期であって、いわゆる介護サー

ビスを受けられる、サービス等が必要な場合に、そういった制度が使えない方のためにと

いうようなことで、設けておるものでございます。 

 で、正直なところ、区の中で、いわゆる、そういう３０代以下の末期のがん患者さんが

どれぐらいいらっしゃるかということは、ちょっと把握のしようが、正直ないところでご

ざいますが、人口比率でいけば、１人、２人ぐらいはいらっしゃるのかなというふうには

考えているところでございます。で、必要な方が、こういった事業に適切につながるよう

に、これまでも周知はしてきたところでございますが、昨年度はご利用がなかったという

ことで、そういった事業所等への周知も強化いたしまして、必要な方に情報が届くように

してまいりたいと存じます。 

○池田分科会長 はい。 

 このページ、あと、どうですか。よろしいですか。 

 西岡委員。 

○西岡委員 このページで、生活習慣病予防のところで、がん検診で、乳がん検診なんで

すけれども、１,９２６名の方、これ毎年――偶数年ですね。４０歳以上の偶数年齢の女

性というところで。 

 これ全体で、ここの生活習慣病予防だと、２ ,３００万少し、２,０００万、不用額があ

るというところで、執行率は９０%で、そこそこだと思うんですけれども。これ、乳がん

検診の部分で、今、よく言われてるのがマンモグラフィーだけではなくて、エコー検診も

一緒にどうかという。セットで見てこそ、より細部までチェックできるというところを聞

いておりまして、ここの部分の２ ,０００万円あったら拡充ができるんじゃないかなと思

ったんですが、その点については、ご見解はいかがですか。 

○上田健康推進課長 今、国の指針に基づいて健康診断を実施しているというところもご

ざいまして、今はマンモグラフィーのほうで実施しているところでございます。 

○池田分科会長 はい。担当部長。 

○高木地域保健担当部長 がん検診にも様々ございまして、特に乳がん検診については、

侵襲性の少ない様々な検診方法なども提案されているところでございますが、区が自治体

の対策型検診として実施をする上では、国の指針に従った形での実施というのが求められ

ているところでございまして、そういったこともありまして、今、区ではマンモグラフィ

ーを対象としているところでございます。 

○池田分科会長 西岡委員。 

○西岡委員 ２,０００万円の不用額があれば、やはり対象者の方には受けていただける
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ような値段だと思うので、ぜひ本当は検討していただきたいんですけれども。もちろん乳

がん検診だけではなくて、いろんながん検診もありますし、そこは様々なバランスがある

んでしょうけれども。せめて、エコー検査もセットなんだというところの周知も、本当は、

していただきたいんですよね。この２,０００万あればできると思うので。 

 やはり、皆さん、マンモグラフィーは受けるけれどもエコーをする、そこが大事なんだ

というのは、セットだというところは知らない方が多いので、マンモグラフィーを受けれ

ば安心なんだというそこを、そこだけじゃないんだよというところも丁寧に啓発していた

だきたいと思うんですが、その辺はいかがですか。 

○上田健康推進課長 確かに乳がん検診は、マンモグラフィーの得意とするところと、超

音波で見つけやすい病気とか、あと年齢で乳腺の量とかいろいろで見つかりやすい、なり

にくいというところもあるかと思いますので、そういった検査の特徴も踏まえて、乳がん

検診とか、乳がんについて区民の方に分かりやすく説明していければと思っております。 

○池田分科会長 はい。 

 ほかはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。 

 それでは、ここのページを――はい、保健サービス課長。 

○千野保健サービス課長 すみません。１点、答弁修正をさせていただきたいんですが。

先ほど西岡委員への答弁の中で、訪問型の３回上げたタイミングを、令和７年度と説明し

ましたが、正しくは令和６年度でした。大変失礼いたしました。訂正させていただきます。 

○池田分科会長 はい。６年度に訂正です。 

 それでは、続いて１８６ページから１８７ページ、４の予防接種から６の地域医療の推

進について、委員からの質疑を受けます。 

○西岡委員 連続して、すみません、ほんと。 

 予防接種のところの②番、ＭＲ（風疹）のところなんですが。先日、何かＷＨＯが風疹

の排除を日本からするというところで、ここの予防接種のその影響というのはどうなって

いるか、そこだけ確認させてください。 

○池田分科会長 予防接種の影響。 

 地域保健担当部長。 

○高木地域保健担当部長 先日そういった報道がなされておりましたのをご覧になられた

と思います。区のほうも認識をしているところでございます。 

 ＭＲ、麻しん・風疹の予防接種でございますけれども、先立って、麻しんのほうは、か

なり以前に、同様の排除国というような認定もされているところでございます。ただ、や

はり、ここ何年か輸入例などを発端にした小流行のようなものは、やはり見られていると

ころでございまして、そういったこともあって、区といたしましてもＭＲ、非常に重要と

いうことで定期に加えて任意の助成を継続しているところでございまして、今回の排除国

認定を受けて、直ちに縮小するとか、そういうことは考えていないところでございます。 

○池田分科会長 はい。 

 ほかはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○池田分科会長 はい。それでは、このページを終了いたします。 

 続いて、１８８ページから１８９ページ、７の健康危機管理・熱中症予防対策から、１

２番、健康推進一般事務費について、委員からの質疑を受けます。 

○牛尾委員 まず、熱中症予防対策ですね。事務事業概要で言うと、１８６ページですか。 

 様々、熱中症対策をやられていると思いますけれども、今、これは、今週終わるのかな、

涼みスポットってありますよね。あれが非常に分かりづらいという声を聞いています。特

に保健所のところが分かりづらかったというふうなことを聞いております。 

 やはり、ここに行けば涼めるよということについては、しっかりと目立つようなことを

やっていただきたいんですけど、いかがですか。 

○菊池地域保健課長 ひと涼みスポット、分かりづらいというご指摘でございました。 

 ひと涼みスポットの表示の例としまして、お店の前ですとか、施設の前にのぼりを立て

させていただいていたりですとか、啓発物品を置かせていただいたりというところはある

んですが、お店の規模によっては、そういったものが目立たないといったところもあると

思います。そういったことも踏まえまして、私どもがパンフレットなどを作りまして、ひ

と涼みスポットの位置の地図などを表示させていただいておりますが、これもまたちょっ

と細かくて分かりづらいというご指摘もございますので、来年度に向けて、こちらの内容

は改善してまいりたいと考えております。 

○池田分科会長 はい。 

 おのでら委員。 

○おのでら委員 ８番。歯科口腔保健の推進のところ。（１）番のところですかね。歯科

口腔保健の推進。 

 先日、８０２０、９０２０の表彰がありました。皆さんすごくお元気で、お若くいらっ

しゃって、やっぱり、歯とそういったところの関係性が強いんだなというふうに、深く思

ったところです。 

 で、ちょっと伺いたかったのが、そのときでも歯科医師会の会長先生からお話があった

と思うんですけど、１００２０というのが視野に入ってきたというお話があったんですね。

これまで千代田区では、そういった、もしその制度があったら、対象になった方っていら

したんでしょうか。 

○菊池地域保健課長 私ども試行としまして、そういった方がいらっしゃるのかというこ

とをちょっと調べてみましたが、対象になる方は、現在おりませんでした。 

○おのでら委員 ９０２０、表彰された方は、多分、次の目標としては１００２０という

ことだと思うので、制度だけでもつくっていただくだけでも目標になると思うんですね。

で、渋谷区はもうこの１００２０というのをつくっていて、実際に表彰者が出ているとい

うことですので、千代田区も恐らく近々出るんではないかと思われるので、ぜひ表彰を、

こちらの方にも、検討いただければと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○菊池地域保健課長 歯科医師会の皆様方からも、そういったご要望を受けておりまして、

今、委員からもご要望を受けたところでございます。そういった対象の方がいらっしゃい

ましたら、私ども、医師会とも連携させていただきまして、この事業の内容を検討してま

いりたいと考えております。 

○池田分科会長 はい。 
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 牛尾委員。 

○牛尾委員 同じ区民歯科健診で、やはりこの受診率の低さというのは非常に毎回毎回話

題になるんですけれども。結局、かかりつけの歯医者さんから、おはがきが来るわけです

よね。ちゃんとメンテナンスに来てくださいというような。そこで、行って、メンテナン

スして、お金がかかるわけですよね。だから、わざわざこの区民歯科健診で健診しても、

歯が汚れていれば、ちゃんとブラッシングしましょうねということで、治療してお金を取

られるわけですよね。だから健診に、いこうがいくまいが、同じことですよ。 

 だから、要するにそういったメンテナンスへのね。それは医療保険だから、メンテナン

スの場合は、なかなかこういったプラスのものを追加するというのは難しいと思うんです

けれども、そういうのは検討できないかということと、どうしても、歯医者だと、いろん

な歯医者がありますから、働いているところの歯医者に行くと。要するに区域外の歯医者

に行くことがあるじゃないですか。そこでは使えないわけですね。うん。 

 で、今後、一人一人の、何か実施しますよね。今度、これについては新しい、ペーパー

レス化でね。そういうことを考えると、やっぱり区外で健診を受けるということについて

も、何か対象にするとかいうことができないのかどうか。医師会の関係もあるから難しい

と思うんですけれども、いかがですかね。 

○上田健康推進課長 健診の後、そのままクリーニングしたりとかいう、その処置費につ

きましては、今のところ健診は、それぞれの歯の健康状態の確認とか、課題を把握した上

で、その後、必要な医療につなぐというところで、保険診療での対応を頂いているという

ところがございます。 

 あと、今後、区外で受診されるような形も、今後ペーパーレス、ＤＸが進む中でできる

のかというところにつきましては、ちょっと全国展開される以降の具体的な運用というの

が、まだ詳細は分かりませんので、ちょっとその辺りについては、ちょっとまだお答えが

難しいというところになるかと思います。 

○池田分科会長 関連。白川委員。 

○白川委員 千代田区の場合は、かかりつけ歯科が多いというお話を先日伺いました。そ

れは、平均年収が高いですから、歯に対する意識が高いだろうというのは容易に想像でき

ますし、その後、ちょっと、Ｇｏｏｇｌｅマップで歯科を見たら、異常な数があって、し

かも番町地区なんかは、親子で通えるような矯正歯科もあるということで、相当充実して

いるんだなというのはよく分かりました。 

 ですから、区がやる健診というのはそんなに伸びないというのは、もうこれは前提にす

べきだと思っております。ですから、この受診を高めるというよりは、かかりつけ医に通

う人を増やすという方針に私は変えるべきだと思っておるんですが、いかがでしょうか。 

○上田健康推進課長 今、ペーパーレス化の実証実験等も昨年度から始めておりますけれ

ども、これの目的の一つもかかりつけ医を持っていただいて、ご自身の歯の健康を守って

いただくというところで考えているところですので、私どものほうも、そういったところ

では、かかりつけ医を持っていただけるように進めていくことと、また、歯周病等全身の

疾患と関係があったりするというところもありますので、歯の健康を維持することの重要

性というのは、普及啓発を続けてまいりたいというふうに思っております。 

○白川委員 私も、ですから、試しにちょっと受けたことがあるんですが、いろんな歯ブ
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ラシだ何だとたくさん頂いたりとか、結構親切に指導していただいて、非常にいい制度だ

なとは思ったんですが、どちらかというと、健診内容で、あなたは歯周病がありますよと

か、そういうのがペーパーで出て、今後こういうリスクがあるとかというほうを指摘して

いただいたほうが、次につながるかなというふうに感じました。いかがでしょうか。 

○上田健康推進課長 健康診断の結果を受けて、次の、さらに、その改善なり維持をして

いくというところは、もちろん重要なところだと思いますので、今後、デジタル化の実証

事業の国のほうにも参加していくんですけれども、そういったいろいろな医療とか保健の

情報連携というものも、今後進んでいくと思いますので、そういったところに生かせるよ

うな形になっていけばいいと、私どものほうも考えております。 

○白川委員 最後です。 

 実は、歯科の団体さんから、ちょっとこっちのほうに力を入れてくれというふうに何度

も念押しをされています。要するに、受診のパーセンテージが少ないから、これ、普及し

ないと。もっとパーセンテージを増やしてくれと言われたんですが。ちょっと、私も、こ

のパーセンテージを増やすのは無理だなというのを、まず根拠として持ちたいなと思った

んでご質問しました。 

 もう一つは、たとえ１０％から伸びなくても、そこで区内の歯科につなげれば、多分、

その団体のほうも、それならいいですよという話になると思うんで。例えば、あなたは３

か月に１回ぐらいはクリーニングしたほうがいいですよと、今の状態から。というような

アドバイスから、この近辺には、こんな歯科があるとか、あるいは歯周病があるので、千

代田区にはこんな専門医がいますみたいなのが表示されるみたいなつなぎ方ができるとい

うのが希望なんですが、可能でしょうか。 

○池田分科会長 区内にまだ歯科医師会にも入っていない歯科医もあったりとか、そうい

うところでは、歯科医師会の先生方もいろいろその辺の心配をされているんだけれども。

確かに、今、白川委員言ったように、受診率というのを求めるんではなく、かかりつけ医

というところで、ちゃんと歯科医に通うというところも定着してほしいというのはあるん

でしょうけれども、なかなか先ほども言われたように、他区での健診を受けたりとか会社

で受けているということであれば、全くこっちに反映されないことであるから、それがペ

ーパーレス化になったときに、ある程度千代田区民の方がこれだけ受けているということ

が、また少し数字が変われば、きっとその影響ではいいのかなというのは感じますけれど

も。実際に、今、白川委員の言われたところ辺りの答弁は、いかがでしょうかね。 

 地域保健担当部長。 

○高木地域保健担当部長 様々ご指摘、ご質問いただきました。 

 区民歯科健診、確かに１０％程度でございますが、ご質問にありましたとおり、歯科の

かかりつけを持っている方の割合は、区民のアンケートでは７割ということになってござ

います。在勤の方も、やっぱり会社のそばでお受けになっている方が結構いらっしゃるの

で、そういったこともあるのかなと思いますが、区といたしましては、かかりつけ医を持

っていない残り３割の方が、この区民健診をきっかけに、確かに健診に行けば、先ほどあ

りましたように、歯が汚れているから治療が必要だということで、医療費もかかるという

ことになるかもしれないんですが、そういったことから定期的な歯の健康管理につながり、

ひいては８０２０につながっていくということを、区としては目指していきたいというふ
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うに考えてございます。 

 この歯科健診の結果が、いわゆるそういうことを基にして、専門医の受診の必要性であ

るとか、こういった歯の健康管理の重要性であるとか、そういうことが分かりやすいよう

にしてほしいというようなお話は、歯科医師会のほうからもご意見としては今回の実証実

験の中で頂戴をしているところでございまして、今もその健診の結果表には、そういう総

合判定であるとか、そういうことも書いてはあるんですけども、今後、区民の皆様に結果

なりが、より分かりやすいような形に作っていけるのか、今後の国のモデル事業の中でも、

区としても考えてまいりたいと存じます。 

○池田分科会長 はい。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。それでは、目の１、健康推進費を終わります。はい。 

 次に、目の２、公害保健費の調査です。決算参考書１８８ページから１８９ページです。

執行機関から説明する事項はありますか。 

○菊池地域保健課長 特にありません。 

○池田分科会長 はい。 

 委員からの質疑を受けます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 ありがとうございます。それでは、目の２、公害保健費を終わります。 

 次に、目の３、生活衛生費の調査です。決算参考書１８８ページから１９１ページです。

執行機関から説明を要する事項ありますか。 

○市川生活衛生課長 ３の生活衛生費のうち、４、食品衛生の事項に関連いたしまして、

委員の皆様に配付しておりました事務事業概要の一部、訂正がございます。 

 令和７年度事務事業概要、保健福祉部２の２５９ページ、路上営業など監視状況という

ページの説明にあります、ページの真ん中にあります監視実績の表の中の、令和６年度の

内訳につきまして、事業事務概要作成時の転記ミスにより、数値がずれて記載しておりま

した。正しくは、店頭販売が１,１０５件、自動車が１,１００…… 

○池田分科会長 令和６年度の項目のところですね。 

○市川生活衛生課長 そうです。はい、そうです。はい。令和６年度の内訳でございます。 

 店頭販売が１,１０５件、自動車が１,１６０件、路上販売が１３４件でした。なお、監

視件数の合計数値については、訂正がございません。おわびして訂正いたすとともに、以

後このようなことが起こらないように、注意してまいりたいと思います。大変申し訳あり

ませんでした。 

○池田分科会長 はい。説明が終わりました。委員からの質疑を受けます。 

○牛尾委員 まず、ねずみ・衛生害虫駆除です。２１９ページですね。 

 この間、重点地区として取り組んだ鍛冶町一帯というのは、ネズミが減ったというご報

告を受けていますが、しかし、それ以降、やっぱり住民の方々からは、また増えてきてい

るということを聞きますし、私自身もちょろちょろ動いているのを見ます。やっぱり、こ

の間さらに増えてきているなという感じがしているんですけれども。 

 ネズミが嫌うようなごみ袋の配布だったり、様々苦労されているとは思うんですが。や
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っぱり抜本的な対策としては、やはりごみを、要するに餌を作らない、巣を作らないとい

うことに限ると思うんですけれども。そこへの取組というのは、区としては力を入れてい

らっしゃるのかどうか、いかがですかね。 

○市川生活衛生課長 まず、ご指摘いただきました鍛冶町二丁目につきましては、昨年、

一昨年と、２年連続で駆除を行っているところでございます。ただ、ご指摘がありました

とおり、今年度、非常に暑かったというせいもあると思うんですが、ネズミが、やはり増

えてきてしまっているということは、こちらでも把握しているところです。 

 ネズミにつきましては、増える要因としましては、どうしても生ごみなどの餌となるも

のが、ネズミに食べられやすいような状態でありますと、それこそねずみ算的に増えてし

まいますので、それを防ぐためには、ごみの管理、または、ネズミは、特にドブネズミに

つきましては、地面に巣を作りますので、その地面に作った巣を、いかに減らすかという

ところに焦点を当てて、対策を取っていかなければいけないかと考えております。 

 で、ごみにつきましては、なかなか一長一短に解決できないので、順次取り組んでいく

予定でございますし、あと、地面にできた穴につきましては、特に私有地にできた穴をど

うやって塞いでいくかというところが、なかなか課題となっておりますので、その点につ

きましても、うまく土地の所有者が、穴を塞いでもらえるような方策を検討していきたい

と考えております。 

○牛尾委員 ぜひよろしくお願いしたいと思うんですけども。 

 一時期、餌を置いて調査しましたよね。あれ、結果というのは、まとまっているんでし

たっけ。 

○市川生活衛生課長 ２定の委員会のときにご報告しておりますけれども、６年度と５年

度、２年にわたりまして生息調査というのを実施いたしました。その結果、大まかな傾向

といたしまして、神田地区と麹町地区とを比較すると、神田地区のほうが圧倒的にドブネ

ズミが多いということと、あと、やはり、繁華街を持っている地域のところにネズミが多

く分布しているというところまでは分かりまして、やはり、ごみとネズミとの関係という

のが明らかになったというところでございます。 

○池田分科会長 はい。ネズミはいいですか。はい。 

 ほか。 

○おのでら委員 ４番、食品衛生のところ、事務事業概要２５１ページで、先ほど訂正が

あった２５９ページのところをベースに、伺いたいと思います。 

 路上営業等の監視状況で２,３９９件、令和６年度は実施されたということで、この監

視というのは、何らかの指導にいずれも結びついたものという理解でよろしいでしょうか。 

○市川生活衛生課長 ここにあります路上の営業の監視につきましては、路上弁当監視員

というのを委託して、特に昼休みに路上でお弁当類を販売している事業者が、どこに、ど

のくらいの数が出ているかということを把握する調査の数になります。このうち、調査の

過程でもって、例えば、表示のない弁当を売っているですとか、炎天下に弁当をそのまま

出しっ放しになっているというような事業者を見つけましたら、路上弁当監視員はその場

で注意はいたしませんので、そういうようなところがあった事業者につきましては、職員

が別途注意、指導を行っているという、そういう状況でございます。 

 ですので、ここの数というのは、実際に監視をして、お弁当や何かを販売していた実数、
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あと、当然、監視をした際に、必要な食品衛生に関するパンフレットとかそういったもの

も配布しておりますので、そういった数ということになります。 

○おのでら委員 特に、路上販売において、勝手に営業されているところもあるんじゃな

いかなと思うんですけど、そういったところについては、特にその辺りの許可、道路の不

法占用でないかどうかとか、そういったチェックというのは、この監視はしないというこ

とですか。ほかの部署がやっているということですか。 

○市川生活衛生課長 弁当の販売につきましては、現在は特に許可がなく、届出があれば

誰でも自由にできてしまうということになりますので、まずは届出がきちんと出ているか

どうかということの確認をしております。 

 で、実際に、その販売する場所が、例えば路上の場合ですと、路上以外にも、例えば駐

車場ですとか、そういったところになりますと、当然、土地の所有者の承諾を受けて営業

していれば問題はないと思いますけれども、中には、そういった、そういうことをしない

で売っている業者もおります。 

 ただ、食品衛生法上で、例えば道路でもって許可を取らずに弁当を売っていたとしても、

そのことに対する、ちょっと注意はできませんので、もしそのようなことでの相談や何か

があった場合には、道路の管理でですとか、あるいは警察のほうに連絡をして、対応して

いる状況でございます。 

○おのでら委員 分かりました。 

 あとは、先ほど、炎天下の中で弁当を放置していないかとか、そういったお話があった

と思うんですけど。実際に売られている路上のお弁当を、サンプルチェックのような形で

細菌検査とか、そういったのって、されているんですか。 

○市川生活衛生課長 現在は行っておりません。 

○おのでら委員 ああ、そうですか。 

 中央区では、サンプルチェックを行っているみたいなんですね。で、６月から８月まで

に絞ってやっているみたいなんですけれども、３割から４割ぐらい不良だと。何らかの細

菌が見つかっているというのは、大腸菌ですとか、食中毒細菌が見つかっているというこ

となので、ぜひそこは、やっていただくのはどうなのかなと思うんです。 

 今、すごく暑いので、特にいろいろ問題があると思うんですよね。で、１３４も、路上

販売しているということですので、この辺りのご検討はいかがでしょうか。 

○市川生活衛生課長 基本的には、路上で売っているお弁当が適切か――あ、細菌検査の

ことなんですけども、まずは、製造上管轄する保健所でその辺のところをまずしっかり検

査をしているという前提でおりますので、今のところは路上で売っている弁当についての

定期的な抜取り検査というのは、考えてはおりません。 

○おのでら委員 作っているところではそうだと思うんですけども、実際に、やっぱり何

時間も外で売っても、２時間なり３時間で、３８度とかそんな中で売っていたら、当然そ

ういういろいろな菌が発生すると思うんですね。ですので、やっぱり、以前よりも夏の状

況が違うということも踏まえても、新しい対策というか、実際、問題が顕在化しなければ

そうなのかもしれないですけど、もし、そういうような苦情等もありましたら、ぜひ、ご

対応いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○市川生活衛生課長 今のところ、幸いなことに、路上で販売されたお弁当を食べて、具
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合が悪くなったという苦情は、ここ数年、発生はしていないんですけれども、過去にその

ような苦情があった際には、当然、そのお弁当については、抜取りの検査を実施して、製

造者のほうに通報するというような措置を行っておりますので、その点については、引き

続き、問題があった場合には対応はしていきたいと考えております。 

○池田分科会長 はい。 

 牛尾委員。 

○牛尾委員 ３番の環境衛生、２３１ページからですね。 

 この中の監視３６０件。これは何の監視かというのは、ちょっと数字は分かりますか。

許可及び監視３６０件。 

○池田分科会長 事務事業概要２３１ページですね。環境衛生の中の監視３６０件。 

 休憩いたします。 

午後５時００分休憩 

午後５時０９分再開 

○池田分科会長 分科会を再開いたします。 

 もう一度、質疑のほうからお願いいたします。 

 牛尾委員。 

○牛尾委員 では、３番、環境衛生。監視３６０件、許可６４件。この中に、民泊の数字

は、これは入っているんですか。 

○市川生活衛生課長 こちらには、民泊の数字は入ってございません。 

○牛尾委員 民泊の許可、取締り、ここに入ってくるとは思うんですけれども。この間、

違法民泊ではないかという事例が、私のところにも、ここはどうかという話が来ています。 

 今、違法民泊については、どのように調査、監視されているのか。それとも連絡を待つ

だけなのか、見回りをしているのか、その辺のことを教えていただけますか。 

○市川生活衛生課長 まず、違法民泊につきましては、実際に様々なお問合せとか、状況

や何かで把握に努めております。まずは、旅館や何かの予約サイトでもって、千代田区内

で民泊施設として載っているところが、許可を取っているというところじゃない場合には、

違法民泊の疑いがありますので、そういった場合には、そこの施設について、まず調査を

する。あるいは、区民の方などから、同じマンションの中で外国人が頻繁に出入りしてる

とか、そういうような通報、届出があった場合に調べる。主に、その二つの、両面のほう

で調査をしているところでございます。 

○牛尾委員 じゃあ、一応、そういったホテルのサイトみたいなものを、区としては見て

いらっしゃるということでよろしいですか。 

○市川生活衛生課長 はい。そのとおりでございます。 

○牛尾委員 その際に、届出しているところは、ちゃんとオーナーさんだったり、所有者

の方がいらっしゃると思うんだけれども、違法となると、どなたが経営しているのかとい

うのは、なかなか追跡とかはできるもんなんですか。 

○市川生活衛生課長 確かにおっしゃるとおり、持ち主を特定するという作業は、非常に

時間がかかります。 

 ちょっと具体的な話は差し控えたいと思いますけれども、基本的には、実際に、まずそ

こから出てきた方が本当に民泊として利用しているかどうかということを、まず最初に確
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認をしないと、違法施設なのかどうかということが把握できませんので、まずは実際に違

法施設であるということを疑われている場所から出てきた方にインタビューをして、民泊

として利用していたのかどうかということを確認した上で、民泊として利用していたとい

うことが確認できてから、その部屋の所有者ですとかを突き止めて、対処していくという

ような手法を取っております。 

○牛尾委員 例えば、ある飯田橋のところだと、マンションなんだけれど、その脇にボッ

クスキーがたくさんあって、そこのマンションのオーナーさんが、違法民泊になんじゃな

いかという相談も受けましたし、あと、神田では、一つの小さなマンションなんだけれど、

あまりにもごみの出る量が多いと。で、スーツケースみたいなのを持った方が、外国の方

が出入りしているとか。結構そういった、違法民泊だろうなというところがかなりあるん

じゃないかと思うんですね。もちろん、そうしたサイトに載って、届出していないよとい

うところはすぐ分かると思うんですよ。ただ、そうしたところに載せないで、口コミでと

いうようなところは、なかなか発見できないと思うんですね。そうなった場合、現地を見

回るしかないと思うんですよ。 

 今、ほら、たばこなんかは結構見回っているじゃないですか、皆さん。やっぱ、そうし

たのも、取締りをする中で必要なのかなと思うんですけれども、いかがですかね。 

○市川生活衛生課長 現実に、千代田区にあるマンションらしいところを、ずっと職員な

り、委託者が外から見て回って、民泊をやっている施設であるかどうかということを把握

することは、非常に難しいと考えておりますので、まずは、今おっしゃられたとおり、例

えばキーボックスが、やたらついている場所があるとか、あるいは、ごみが、きちんとル

ールどおりに出されていないところ、そういったようなところについては、定期的に確認

をして把握をした上で、調査というのは行っているところでございます。 

○池田分科会長 はい。よろしいですか。 

 ほかはございますか。 

○おのでら委員 ６番、動物との共生推進のところで、（１）番の畜犬登録・狂犬病予防

について伺います。 

 登録されている頭数としては２ ,９３９頭で、そのうち狂犬病の予防注射済票を交付さ

れた件数というのは、大体半分ぐらいだというふうに読めるんですけど、それで間違いな

いでしょうか。 

○菊池地域保健課長 済票を交付したのが１,５３３頭ですので、大体そのような認識で

合っているかと思います。 

○おのでら委員 ３０年前は、全国で１００％、ほぼ１００％、この注射というのはされ

ていて、最近ですと７０％までで、全国では減っているそうなんですね。で、千代田区に

ついては５０％ということで、本来であれば、１００％これは義務づけられているものな

のでやらなくちゃいけないですし、罰則規定もあるぐらいのものなので、やるべきだと思

うんですけど。この５０％というのはちょっと低いように思うんですが、理由ですとか、

あるいは、その打っていらっしゃらない５０%の方にどのようにアプローチされているの

か教えてください。 

○菊池地域保健課長 予防注射の手法、様々ございまして、私ども集団予防注射という形

態を取っております。そこの中での頭数という把握でございまして、これは、あくまでも



令和 7年10月 2日 予算・決算特別委員会 文教福祉分科会（未定稿） 

 ７８ 

推測ですけれども、民間の動物病院等でも予防注射を打っていらっしゃる方が相当数いら

っしゃるのではないかと思います。１年間に必ず１回打たないと違法状態になりますから、

飼い主の方はそこら辺十分認識されていると思いますので、そういった方は少ないのでは

ないかなというふうに推察しております。 

○おのでら委員 そういった方は、その済票というのは、多分取得されていない、区にお

願いしていない。通常、個別の動物病院のほうで打った場合、その場で済票ってもらえな

いですよね。区に申請しないともらえないと思うので、それが含まれていないということ

だと思うんですね。 

 で、ちょっと伺いたかったのは、去年度からドッグランが区内で始まりましたと。で、

ドッグランを使うためには、この済票が必要、番号が必要ということだと思うんですけど

も、それによってちょっと増えているとか、そういった傾向とかはあるのでしょうか。 

○菊池地域保健課長 申し訳ございません。ちょっと委員ご指摘のドッグランとの因果関

係については、分析をしておりませんで、ご指摘のとおり因果関係、もしかしたらあるか

もしれませんが、済証の発行数とどういうふうな関連性があるのかというところは、申し

訳ございません、私、答弁ができません。 

○おのでら委員 ドッグラン、今後あの場所で何年続くのかというところはあるとは思う

んですけども。多分、あれがあることによって、より飼われている犬に対して注射をしよ

うとか、そういった気持ちにもなると思うんですね。なので、ぜひともドッグランの周知

とともに、こういう狂犬病の注射も進めてくださいというような広報をしていただければ

と思うんですけども、いかがでしょうか。 

○菊池地域保健課長 狂犬病の予防注射については、我々、周知、普及啓発を進めてまい

りたいと思います。集団予防接種についても、引き続き、継続してまいりますので、積極

的な接種を呼びかけてまいりたいと考えております。 

○池田分科会長 はい。 

 ほかはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。それでは、目の３、生活衛生費を終わり、項の４、健康衛生費の

調査を終了いたします。 

 以上で、款の３、保健福祉費の調査を終了いたします。 

 次に、９款、諸支出金の調査に入ります。まず、項の１、他会計繰出金の調査です。保

健福祉部所管は、目の１、国民健康保険事業会計繰出金の２、国民健康保険事業保険基盤

安定繰出金のみです。決算参考書２４８ページから２４９ページです。 

 執行機関から説明を要する事項はありますか。 

○岡福祉総務課長 特にございません。 

○池田分科会長 はい。 

 委員からの質疑を受けます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。それでは、項の１、他会計繰出金を終わります。 

 次に、項の２、財産積立金の調査です。保健福祉部所管は、目の８、地域福祉支援基金

積立金のみです。決算参考書２５０ページから２５１ページです。 
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 執行機関から説明を要する事項はありますか。 

○岡福祉総務課長 特にございません。 

○池田分科会長 はい。 

 委員からの質疑を受けます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。それでは、項の２、財産積立金を終わり、９款、諸支出金の調査

を終了いたします。 

 保健福祉部所管分の一般会計歳出は以上です。 

 これより、一般会計歳入の調査に入ります。保健福祉部所管分について、一括でご審議

いただきたいと思いますが、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。決算参考書２４ページから１３１ページの範囲になります。執行

機関から説明を要する事項はありますか。 

○岡福祉総務課長 ございません。 

○池田分科会長 はい。 

 委員からの質疑を受けます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。保健福祉部所管分の一般会計歳入について終了いたします。 

 これより特別会計の調査に入ります。特別会計は、会計別に歳出、歳入の順で一括して

ご審議いただきたいと思いますが、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。最初に、国民健康保険事業会計歳出の調査です。決算参考書２８

８ページから３０５ページになります。 

 執行機関から説明を要する事項はありますか。 

○小阿瀬保険年金課長 特にございません。 

○池田分科会長 はい。委員からの質疑を受けます。 

○牛尾委員 国保会計です。まず、歳出のほうの葬祭費、どこだっけ。２９４ページのと

ころですね、葬祭費。１件につき７万円というふうにあります。 

 この間、火葬場の、東京がえらく高騰しているというのが大きな話題になって、小池都

知事も調査をするというふうになっております。やっぱり国保世帯というのは、収入が少

ない世帯が多い。だけど葬祭は行わなければいけないということで、大体、今、火葬場の

値段が１件９万円となっていますよね。７万円だと、やっぱり葬儀の費用も含めて足りな

いんじゃないかというふうに思うんですけれども、ここについて上乗せをするなんていう

ような検討はできるもんなんですか。 

○小阿瀬保険年金課長 今、葬祭費のご質問を頂いたところでございます。ご指摘のとお

り７万円で、現状やらせていただいているところでございますけれども。歴史的、経緯的

にこれまで葬祭費のほう、昭和、平成時代から変遷を重ねてきまして、現在７万円という

ような状況になってございまして、ご指摘のように、葬儀場の値段も上がっているという

部分につきましては、ご指摘のとおりだとは思いますけれども、現状につきましては、７

万円でやらせていただくというところで認識しているところでございます。 
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○牛尾委員 分かりました。ちょっと、検討もしていただきたいと思います。 

 で、ここから本題なんですけれども、決算によって国保会計、歳入歳出、どれぐらいの

余剰といいますか、余りが出ますか。 

○小阿瀬保険年金課長 国保会計の歳入と歳出の額というところで、あと余剰金というと

ころで伺っているところでございます。 

 歳入済額が６８億２,３９５万１,８４６円というところになってございます。歳出のほ

うが、５９億６,４３３万４,６５３円というところでございますので、単純に歳入額と歳

出額の差引きというところでございますと、ちょっと計算させてください。すみません。

８億５,９００万余の余りが出るというような状況と認識してございます。 

○牛尾委員 その８億余りのうち、基金に積み立てなければいけないみたいな、そういっ

た額はありますか。 

○小阿瀬保険年金課長 国庫会計につきましては、基金というところではございませんで、

本年度、例えば令和６年度の歳入歳出の差引きにつきましては、繰越金という形で次年度、

繰り越すというような形で、やらせていただいているところでございます。 

○牛尾委員 じゃあ、今年度、その国保料については、２３区のうち千代田区だけが上が

ったんですよね。ほかは下がったと。なぜ上がったかというと、統一保険料に合わせてい

くために上がったと。ただ、一部、介護の分かな。そこは上げていないよということで、

それも統一保険料に合わせると、さらに国保料は上がるわけですよね。 

 で、先ほど言ったとおり、国保世帯というのは、世帯収入が少ない方々が加入している

場合が多い。高齢者とか、非正規の方とかね。そうなった場合、国保料というのは、本当

に負担が重いわけですよ。 

 以前、この余剰金を入れて、国保料の負担を抑えたというかな、いうこともやったこと

がありました。今回８億、繰り越すわけですよね。これについて、国保の軽減のために使

っていくということについて、法的に問題は出ますか。 

○小阿瀬保険年金課長 そうですね。繰越金など歳入の一部を国保会計に充てて、様々こ

れまでやってきた経緯というのがございます。納付金というものが歳出科目にございます

けれども、こちらを充当するのに、保険料というところを充てておりますけれども、当然

のことながら保険料だけでは賄えないという部分もございまして、その賄えない部分につ

きましては、そういった繰越金、もしくは一般会計から繰り入れたりとかというところで、

その納付金を賄ってきたという経緯もございますので、今後も、そのような状況は、一定

程度出てくるというところは、認識をしているというか、必要なものであるというふうに

は認識しているところです。ただ、繰越金の話もございますし、今申し上げさせていただ

いた一般会計繰入金のところの赤字補填に関わる部分というようなところは、国からも削

減は求められているところでございますので、ここについては、将来的には削減していか

なくちゃいけないというような、現状ございます。 

 ただし、東京都のほうが、ちょっと先ですけれども、令和１７年度には都内の保険料水

準を統一するという動きがございますので、特に繰入金につきましては、その統一の検討

と合わせて、特別区全体で検討していきたいとに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○牛尾委員 なかなか苦しいところになると思いますけれど、やっぱ、東京都、要するに、
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都道府県化するに当たって、もう各地ばらばらだと統一にならないから、一般財源からの

繰入れをなくせということで言われてきて、なくしてきたわけですよね。で、保険料が跳

ね上がってきていると。 

 で、東京都のほうが統一でやっていきますよとなった場合、やっぱり、じゃあ東京都が

さ、しっかり、まあ国との戦いになるんだろうけれども、保険料を引き下げるために、財

政支援をするなりということも求めていかなくちゃいけないと思う、そうなると。自治体

独自にやっちゃ駄目というんだったら。 

 立川市なんかでは国保料を下げているわけですよね、お金を入れて。やっぱね、国保の

利用、国保料の負担の実態というかな、そういうのも届いていると思うんでね。そこはし

っかり東京都に対しても、もちろん国がちゃんと均等割分を全額出すとかいうふうにすれ

ばいいんだけれども、そこまでは求めていくということも併せて、やっぱり保険料の負担

軽減については、しっかりと目を向けていただきたいと思いますけど、いかがですか。 

○小阿瀬保険年金課長 国保制度につきましては、被保険者全体の相互扶助を基本とする

ところというのがございますので、加入者の保険給付費を賄っていくためには、応分の負

担をしていただく必要があるというところがある一方で、今、牛尾委員からもご指摘ござ

いましたけれども、国に対しては、特別区全体で、今、国民健康保険制度が安定的に運営

できるよう保険者にさらなる財政支援をしてくださいとか、また、保険料負担軽減施策の

拡充についてどうにかしてくださいというような要望も、毎年のようにしておるところで

ございますので、保険者としては、なかなかこうする、ああするということは、今すぐに

はできませんけれども、こういった国の動向を注視してまいりながら、関係課長会なんか

でも情報を共有していきたいというふうに考えているところでございます。 

○池田分科会長 はい。よろしいですか。 

以上で、歳出を終わります。 

 続いて、歳入の調査に入ります。決算参考書２６６ページから２８５ページです。 

 執行機関から説明を要する事項はありますか。 

○小阿瀬保険年金課長 ございません。 

○池田分科会長 はい。委員からの質疑を受けます。 

○おのでら委員 決算参考書の２６６と２６７、あとは事務事業概要で言うと４３０ペー

ジのところですね。 

 収納率なんですけども、これが前年よりも下がっていると。現年分も下がっていますし、

滞納繰越分も下がってしまっているんですけども、こちらはどのように考えていらっしゃ

いますか。 

○小阿瀬保険年金課長 保険料の収納率の件でご質問いただいたところでございます。 

 昨年度よりも収納率が下がっているというところでございますけれども、こちらにつき

ましては、年度によって収納率のほう、微減微増でございますけれども、若干の変動がご

ざいまして、収納に関しましては、ふだんから職員のほうが、いろいろと収納活動をして

いる中で、このような結果になってしまっているところがございますので、どうして下が

ってしまったのかというところの原因の深い分析のほうは、まだちょっと進んではいない

ところではございますけれども、年によって、微増微減があるところでございます。 

○おのでら委員 特に滞納繰越分のところは、不納欠損額は３ ,２９０万円と結構大きな
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額になっているんですね。こちらは、特定の方によるものなのか、それとも、たまたま大

きく出たとか、その辺りいかがでしょう。 

○小阿瀬保険年金課長 特定の方というわけではないんですけれども、やはり千代田区の

場合は、転出される方も多くて、そこからちょっと行方が分からなくなってしまうと、そ

こで財産調査ができなくなってしまうとかいうところで、保険料のほうを取り立てられな

くなってしまうという現状がございまして、なかなか滞納繰越分につきましては、課題で

あるというふうには認識しておるところでございます。 

○おのでら委員 そうですね。今回、現年分についても収納率は下がってしまったので、

それが滞納繰越分に行って、そこから転出してしまうと追えなくなってしまうので、やは

り現年分をいかに、しっかりと徴収できるかどうかというところにかかると思うので、し

っかり取り組んでいただければと思います。 

 で、転出してしまうというお話がありましたけれども、今、世帯数７ ,７５７世帯のう

ち、外国人の世帯１ ,３３９世帯あると思うんですね。世帯ベースで言うと、この滞納さ

れている方、世帯というのは、全体と外国人それぞれどれくらいあるのでしょうか。 

○小阿瀬保険年金課長 滞納全体として、事務事業概要の中でもお示しはさせていただい

ているんですけれども、現状のところでは、外国人と日本人がどれぐらいの比率かという

ところまでは、出していないというところでございまして、なかなか、外国人に特化した

そういうシステムというのも、現状ございませんところで、外国人がどれぐらいかという

ところについては、現状では答えることはできないんですが、ただ肌感覚といたしまして

は、学生さんでありますとか、そういう方が多いような感覚は持ってございます。 

 全体の額の中で、そういう学生さんが多いだろうというふうなところから考えますと、

保険料といたしましては、均等割の一番低い７割軽減ということが、の方も多いというと

ころもございまして、滞納の額のところから言うと、滞納額自体は日本人に比べて恐らく

低いのではないかなというふうに認識をしているところでございます。 

○おのでら委員 厚労省が６月に調査を行ったというか示した数字――４月か、本年の４

月に示した数字ですと、外国人の未納率は３７％で、かなり高かった。で、新宿区もかな

り高いというニュースが出ていたと思います。ですので、金額があまり高くないといえど

も、やはり、その後の捕捉でというか、徴収が難しくなってしまう背景があると思います

ので、ここはぜひ、ちゃんと実態を把握していただく努力をしていただいて、今後につな

げていただければと思うんですが、いかがでしょうか。 

○小阿瀬保険年金課長 ご指摘、しっかり踏まえまして、対応してまいりたいと思います。

預貯金サービスのシステムを新しく、１０月から稼働いたしまして、これまで滞納整理す

るに当たりましても、かなり郵送でやっていた部分で、時間がかかっていたというところ

で、ちょっとその時点での滞納額というか、資産額が正確な額、取れませんでしたけれど

も、今回このシステムを活用することによりまして、そのタイムラグがなくなってまいり

ますので、収納率のほう、少し上げられるんじゃないかというふうに私も期待を持って見

ているところでございますので、収納率向上のために努力してまいりたいというふうに考

えているところでございます。 

○池田分科会長 はい。以上で、歳入を終わり、国民健康保険事業会計の調査を終了いた

します。 
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 次に、介護保険特別会計、歳出の調査です。決算参考書３４６ページから３７１ページ

です。 

 執行機関から説明を要する事項はありますか。 

○小目高齢介護課長 特にございません。 

○池田分科会長 はい。委員からの質疑を受けます。 

○牛尾委員 介護も本当にいろいろあるんだけれども、二つぐらいですね。 

 一つは、やっぱり保険料です。この間、その段階を広げて、低所得の方の保険料が上が

らないようにという手だてを取ってきておると思うんですけれども、それでもやっぱり保

険料は上がり続けているということで、やっぱりさらに、何ていいますかね、段階を広げ

て、やっぱり所得のある方にはちょっと負担いただいて、低所得の方には、保険料負担を

軽減していくということを、次の期に向けて検討していくべきではないかと思うんですけ

れども、そこについてのお考えをお聞かせください。 

○小目高齢介護課長 現在の保険料につきましては、昨年度開始いたしました第９期の中

で定めているものでございます。委員ご指摘のとおり、段階をそれまでの１５段階から１

８段階に細分化をして、よりきめ細かく所得を反映できるようにというところで、対応し

たわけでございますが、現状、千代田区の標準的な介護保険料、５,６００円となってお

りまして、こちらは２３区平均や都心４区の平均からしても、低い状況にはございます。 

 ただ、実際の額というところは、社会情勢を踏まえて変動してまいりますので、次期計

画の中でも、また介護保険運営協議会ですとか、そういう有識者の知見を踏まえまして、

適正な水準というものを、そのとき改めて考えてまいりたいというふうに思います。 

○牛尾委員 ぜひ、検討していただきたいと思います。 

 いま一つ、利用料のほうですよね。私も相談を受けるんだけれども、特養ね。もう本当

はもう入れなきゃいけないんだけれども、やっぱり財政的負担が大きいと。どうしても、

１割負担、２割負担とあるから、しょうがないんだけれども。特に、この間、増えている

特養は、ユニット型で個室じゃないですか。どうしても個室の料金があると。やっぱり、

そこについて、少しばかりでも、負担軽減のために支援ができないもんかと思うんですけ

れども、いかがですかね。 

○小目高齢介護課長 利用料でございますけども、こちら介護保険制度という枠組みの中

で決まってございまして、こちらについて、なかなか個別の、千代田区だけ減額という対

応は、ちょっと制度的には難しいのかなという理解ではございます。 

○牛尾委員 その特養の利用料といった場合に、もちろん決まっているから、段階で、介

護の段階で決まっているから仕方ないと思うんですけど、これ個室の、いわゆるホテルコ

スト、個室の利用料、これも決まっているんですか、法で。いかがですか。 

○小目高齢介護課長 全国的に一律の水準といいましょうか、食費ですとか滞在料、こう

いったものが決まっているところでございます。 

○牛尾委員 個室の利用料ということで決まっているんですか、個室の利用料。要するに、

４人部屋、５人部屋と、個室は違うでしょ、値段が。それも決まっているんですか。 

○小目高齢介護課長 多床室ですとか、従来型の個室ですとか、ユニット型という類型が

ございまして、それぞれについて、額が決まっているというところございます。 
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○池田分科会長 はい。よろしいですね。 

 以上で、歳出を終わります。 

 続いて、歳入の調査に入ります。決算参考書３１８ページから３４３ページです。 

 執行機関から説明を要する事項はありますか。 

○小目高齢介護課長 特にございません。 

○池田分科会長 はい。委員からの質疑を受けます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。以上で歳入を終わり、介護保険特別会計の調査を終了いたします。 

 次に、後期高齢者医療特別会計、歳出の調査です。決算参考書４００ページから４０９

ページです。 

 執行機関から説明を要する事項はありますか。 

○小阿瀬保険年金課長 特にありません。 

○池田分科会長 はい。委員からの質疑を受けます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。以上で歳出を終了いたします。 

 続いて、歳入の調査に入ります。決算参考書３８４ページから３９７ページです。執行

機関から説明を要する事項はありますか。 

○小阿瀬保険年金課長 特にありません。 

○池田分科会長 はい。委員からの質疑を受けます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。以上で歳入を終わり、後期高齢者医療特別会計の調査を終了いた

します。 

 本日予定をしていました保健福祉部所管の歳出及び歳入の調査を終わり……。（発言す

る者あり）はい。 

 暫時休憩いたします。 

午後５時４０分休憩 

午後５時４３分再開 

○池田分科会長 それでは、分科会を再開いたします。 

 先ほどまでの決算審査のうち、生活衛生費の中の動物との共生の推進、ここのところで

の答弁の修正がございましたので、お願いいたします。 

 地域保健課長。 

○菊池地域保健課長 申し訳ございません、お時間いただきまして。 

 先ほど私の答弁の中で、狂犬病予防注射を打っていらっしゃらない方はほとんどいらっ

しゃらないのではないかというところを申し上げましたが、実はここ、届けられていると

ころ以外のわんちゃんの中にも、高齢で予防注射が受けられないですとか、様々な事情で

予防注射が受けられない方が一定数いらっしゃるというふうに考えております。したがい

まして、いずれにしましても、この狂犬病注射の予防接種の勧奨、私どもこれからも力を

入れて取り組んでまいります。よろしくお願いいたします。 

○池田分科会長 はい。 

 それでは、続けますね。 
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 本日予定をしていました保健福祉部所管の歳出及び歳入の調査を終わり、前回の子ども

部所管分と合わせ、当分科会の調査を全て終了いたしました。調査漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○池田分科会長 はい。総括質疑において論議することになった事項はございません。 

 分科会決算調査報告書は、当分科会の会議録を添付して、１０月７日火曜日午前中まで

に予算・決算特別委員長に提出をいたします。２日間にわたり、熱心な調査をありがとう

ございました。 

 以上をもちまして、予算・決算特別委員会文教福祉分科会を閉会いたします。お疲れさ

までした。 

午後５時４５分閉会 


